




 

 

序文 

 

 日本国政府は、ガーナ共和国政府の要請に基づき、同国の基礎教育アクセス向上支援計画にかかる概略

設計調査を行うことを決定し、国際協力機構がこの調査を実施しました。 

 

 当機構は、平成 21 年 1 月 11 日から 2 月 20 日まで協力準備調査団を現地に派遣しました。 

 

 調査団は、ガーナ政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施しました。

帰国後の国内作業の後、平成 21 年 5 月 17 日から 5 月 30 日まで実施された概略設計概要書案の現地説明と

平成 21 年 8 月 9 日から 8 月 20 日まで実施された入札参考資料案の現地説明を経て、ここに本報告書完成

の運びとなりました。 

 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願うも

のです。 

 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成 21 年 9 月 

 

  独立行政法人 国際協力機構 

  理 事     上田 善久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

伝達状 

 

  今般、ガーナ共和国における基礎教育アクセス向上支援計画概略設計調査が終了いたしましたので、こ

こに最終報告書を提出いたします。 

 

  本調査は、貴機構との契約に基づき弊社が、平成 20 年 11 月より平成 21 年 10 月までの 10.5 ヵ月にわ

たり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、ガーナの現状を十分に踏まえ、本計画の妥

当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計画の策定に努めてまいりました。 

 

  つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 

 

 

 

平成 21 年 9 月 
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ガーナ国基礎教育アクセス向上支援計画 完成予想図（小学校 3教室棟） 



計画対象校写真（抜粋） 

（１）第１フェーズ：セントラル州 

 ①アシンサウス郡 

     

 AS1 アセドウビアセプレスビール小学校          AS5 メソマゴール小学校  
  丸太柱と梁が傾き危険な校舎             土ブロック積壁が一部崩れ危険な校舎 
   
 ②アシンノース郡 

      
 AN1 ベレクニャメベキュレ小学校         AN 4 セカンボデュア小学校 
 土ブロック積壁に亀裂が入り上部の梁         校庭に整備されている手押しポンプ井戸 
  の崩壊も危惧される危険校舎 
   

（２）第２フェーズ：ノーザン州 
  ①サウラツナカルバ郡  

       

 STK10 カルバ中学校                        STK 2 ポル小学校 
 2 人用椅子を 3 人掛け使用により定員 35 人       丸木柱造、壁なし状態の教室 
 のところ 50 人の過密授業が行われている。       左手前は男子小便所部の土製囲い壁 



      
 
   ②セントラルゴンジャ郡  

        
 CG8 ジュクク小学校                      CG2 シェリ小学校 

   右手側屋根なし、左手棟は扉、窓なし          外壁上部が崩壊し亀裂もあり危険な状況 

   の校舎                        であるが教室として使用中の校舎 
     
   ③カラガ郡  

        

  KG2 ナクンドウグ  小学校                 KG7 ヌリイスラム小学校 
   丸木柱、草葺き屋根教室。外壁なしで         土塗り壁、草葺き造教室。開口部が少なく 

  あるが小学校低学年教室として使用中         内部は採光不足。扉は木製枠トタン張り 
     

 ④ブンクプルク・ユンヨー郡 

             

 BY2 サリンボク‘B’小学校              BY1 キンカング中学校 
   窓が小さく薄暗い教室に 3 人掛けや机なし        外壁と屋根の一部が崩壊し危険で       
   により定員以上の児童で授業が行われている。     あるが使用中の校舎 
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(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順) 

英語/仏語名 和訳名 

AfDB African Development Bank アフリカ開発銀行 
A/M Agreed Minutes 合意議事録 
BADEA Banque Arabe pour le Dévelop,ent Econo,ique en Qfrique アフリカ経済開発アラブ銀行 
BECE Basic Education Certificate Examination 基礎教育認定試験 
BHN Basic Human Needs 基礎的ヒューマンニーズ
BDI Islamic Development Bank イスラム開発銀行 
DEO District Education Office 郡教育事務所 
DFID Department for International Development 英国国際開発省 

EFA Education for All 万人のための教育計画 

EMIS Education Management Information System  教育情報管理システム 
E/N Exhange of Minutes 交換公文 
ESP Education Strategic Plan 2003-2015 教育戦略計画 2003-2015 
ESPRR Education Sector Policy Review Report 教育セクター政策レビュー 

ESR Education Sector Review 教育セクターレビュー 

fCUBE Free Compulsory Universal Basic Education 基礎教育義務化・無償化・普遍

化プログラム 
FPMU Funds and Procurement Management Unit 資金調達管理室 
G/A Grant Agreement 贈与契約 
GDP Gross Domestic Product 国内総生産 
GES Ghana Education Service ガーナ教育サービス 
GPRS  Ghana Poverty Reduction Strategy  ガーナ貧困削減計画 

HIPC Heavily Indebted Poor Countries 重債務貧困国 
IDA International Development Association 国際開発協会 
IDH Human Development Indicator 人的開発指数 
INSET In-Service Training 現職教員研修 
JHS Junior High School 中学校 
MCC Millennium Challenge Corporation ミレニアム挑戦公社（米国）
MDRI Multilateral Debt relief Initiative 多国間債務救済イニシアチブ
MiDA Millennium Development Authority ミレニアム開発庁（米国）

MMYE Ministry of Manpower, Youth and Employment 人材青年雇用省 

NEA National Education Assessment 全国教育評価試験 
NERIC New Education Reform Implementation Committee 新教育改革実施委員会 
NYEP National Youth Employment Programme 青年雇用プログラム 

PTA Parent/ Teacher Association 父母会 
REO Regional Education Office 州教育事務所 
SHS Senior High School  高等学校 

SMC School Management Committee 学校運営委員会 

SSSC Senior Secondary School Certificate 後期中等教育修了者 

SSSCE Senior High School Certification Examination 後期中等教育認定試験 

SWAP Sector Wide Approach セクタワイドアプローチ 

TI Technical Institute 技術学校  

TTC Teacher Training College 教員養成校 
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 国際商事仲裁モデル法 
UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

UNFPA United Nations Population Fund 国連人口計画 
UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 
VAT Value Added Tax 付加価値税 
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要約 
 
 ガーナ国は、第一次・二次貧困削減計画（Ghana Poverty Reduction Strategy I & II）を策定して、人的資源

の開発を優先課題として取り上げている。また、「万人のための教育（Education for All: EFA）」の提唱を受

けて、基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム（Free Compulsory Universal Basic Education: fCUBE）、

および教育戦略計画（Education Strategic Plan: ESP）を策定し、教育への公平なアクセスを実現させること

を求め 2005 年より「人頭補助金制度（Capitation Grant）」を導入し、基礎教育の完全無償化を実現した。 

 

 これら諸政策の成果もあり、ガーナ国の総就学率は 2007/08 年度において初等教育 95.2％、前期中等教

育 78.8％と近年大きく向上しているが、その一方で、地域間の格差、修了率の向上等への関心が顕著化し

てきている。このような状況から、ガーナ国ではジェンダー、就学率、教員の質、教育インフラストラク

チャー等をもとに全国 138 郡を順位付けし、下位 53 郡を貧困郡（Deprived District）と定義、これらの貧

困郡の留年率・退学率・総就学率を改善することを大きな目標としている。この一因として、適切な学習

環境が確保されていないことが挙げられ、施設の増改築へ教育省はかかる郡を中心とした支援を各ドナー

に呼びかけている。 

 

 このような背景から、ガーナ国政府は 2006 年 8 月、上記 53 郡のうち 6 郡（ノーザン州：サワナ・ツナ・

カルバ郡、カラガ郡、セントラルゴンジャ郡、ブンクプルグ・ユンヨー郡、セントラル州：サウスアシン

郡、ノースアシン郡）を対象とした教育施設・給水施設の建設と機材の調達に係る無償資金協力を我が国

に要請してきた。この要請に基づき、我が国は 2007 年 10〜11 月と 2008 年 1 月に予備調査を実施し、要請

の背景、目的、必要性、および妥当性を確認した。さらに、同調査を通じて、コミュニティ開発支援無償

による学校建設の実施可能性を調査し、実施体制および技術的に検討し、ガーナ国政府教育省が標準設計

図面を所持している他、現地コンサルタント・施工業者の能力も高く、既存校の施工品質も良好であり、

実施体制および技術的な問題は無いことを確認した。日本国政府はコミュニティ開発支援無償の活用を前

提として、現地仕様・設計に基づく無償資金協力を実施するために必要な概略設計調査の実施を決定し、

国際協力機構が 2009 年 1 月 10 日から 2 月 22 日まで準備調査団を現地に派遣し、要請内容の確認、施設・

教育機材の基本構想、計画の背景について検討を行うとともに、協力実施の必要性・妥当性につき調査を

実施した。さらに、帰国後の国内解析に基づき、施設の基本設計、及び教育機材の選定結果を取りまとめ、

2009 年 5 月 17 日から 5 月 30 日まで概略設計概要書案の現地説明、2009 年 8 月 9 日から 8 月 20 日まで入

札参考資料の現地説明を行い、本概略設計調査報告書を作成した。 

 

 要請内容はガーナ国の貧困郡 6 郡の既存の小学校 53 校、中学校 7 校における施設の増設であったが、施

設建設の計画中及び建設済みの学校が含まれていたために、これらの学校を変更し、最終的に 6 郡の既存

の小学校 54 校、中学校 7 校を基本設計の調査対象とした。また、要請されていた井戸の掘削については、

学校の近隣に井戸か他の水源が有るため、本計画の協力対象外とした。その後、我が国の ODA を取り巻

く厳しい現状の説明を行うとともに、先方との協議に基づき以下に示す学校選定基準を設定し、61 校のう

ち 37 校を本計画の対象とした。 

①既存教室の整備状況から建設が必要な教室数が 3 以上であること 
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②国家及び地域開発計画において学校施設の改善の必要性が認められていること 

③基礎教育が現地調査時点において実施されていること 

④施設建設に必要となる敷地の土地所有権または利用権が書面により確保されていること 

⑤現地調査時点においてガーナ国政府又は他ドナー、NGO 等による他の施設整備計画が実施中でな

いこと 

⑥地理的及び環境上安全で、施設整備に適切な広さの敷地が確保されていること 

⑦建設工事車輛用アクセス道路が確保されていること 

⑧就学児童・生徒数等の資料により現在、将来における就学需要の算定が可能であること 

 

 また、協力対象校の施設規模、施設内容は下記の方針に基づいて設定した。 

 

①1 部制授業の実施を前提とする。 

②準備調査時の児童・生徒数を計画対象児童・生徒数として規模設定を行う。 

③1 教室当たりの児童・生徒数は小学校 45 名、中学校 35 名として必要教室数を算出する。 

④1 教室当たりの面積は、教育省の基準に従い、小学校 45.82 ㎡（6.15m×7.45m）、中学校 62.39 ㎡

（7.05m×8.85m）を採用する。 

⑤各学校のニーズに応じて 3 教室ユニットと 6 教室ユニットのみを計画する。なお、3 教室単位を超

える 1〜2 教室の不足については、ガーナ国の事例に準じて複式授業にて対応する。 

⑥校長室、倉庫は未整備の学校に限り計画する。 

 ⑦教員室が無い中学校には教員室の計画をおこなう。 

 ⑧図書室を整備しても有効活用される可能性は極めて低いため、本計画では図書室は計画しない。 

⑨1 教室に付き 1 ブースの便所を整備する。但し、同一敷地内に既存便所が既に整備されている場合

は、このブース数を差し引いたブース数を計画し、最大整備ブース数は計画教室数とする。 

⑩教員用宿舎が未整備で近隣に町が無く教員用宿舎の借り上げが困難なサイトに、教育省の標準タ

イプの最小単位である 3 ユニットタイプを計画する。但し、同一敷地内に既存教員用宿舎が既に

整備されている場合は、差し引いたユニット数を計画する。 

 ⑪各校に教員用、児童・生徒用の机、椅子及び黒板を整備する。 

 

 協力施設内容を検討した結果を下表に示す。 
 

施設名 タイプ名 施設内容 棟建築面
積（m2） 

棟床面積
（m2）

小学校 教室棟 タイプ 1 3 教室+校長室（倉庫付） 203.39 294.96
タイプ 2 3 教室 174.33 255.33

中学校 教室棟 タイプ 3 3 教室（倉庫付）+校長室（倉庫付）+教員室 310.37 432.65
タイプ 4 3 教室（倉庫付） 251.87 354.64

小中学校 トイレ棟 タイプ A 3 ブース（KVIP タイプ） 18.30 24.07
タイプ B 4 ブース（KVIP タイプ） 24.40 30.79
タイプ C 2 ブース（KVIP タイプ） 12.20 17.36

教員用宿舎棟  3 ユニット（1LDK タイプ） 207.33 291.06
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各室に整備する家具の概要を下表に示す。 
 

棟名 室名 品目 計画整備数/室 

小 中 学 校

教室棟 

教室  児童・生徒用机・椅子（一体式） 23（小学校）、18（中学校）

教員用机、椅子 各 1 

校長室 校長用机、椅子（来客用椅子含む） 各 1、来客用 2 

教員室（中学校のみ） 教員用机、椅子、会議用テーブル 各 6、会議用テーブル 1 

 

 以上により取りまとめられた各計画対象校の概要は、以下のとおりである。 

継続使用
不可教室

継続使用
可能教室

教室
不足数

建替 増設 合計
校長室・

倉庫
教員
室

1 2 3 4
既存

ブース
数

整備
ブース

数

合計
ブース

数
A B C

既存
ﾕﾆｯﾄ数

整備
ﾕﾆｯﾄ数

サウラ・ツナ・カルバ郡

1 STK1 ツオイリ小学校 0 0 3.49 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
2 STK2 ポル小学校 2 0 4.91 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
3 STK4 グベルピ小学校 3 0 4.67 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
4 STK5 ダニウウリ小学校 3 0 3.58 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
5 STK9 コンファリ小学校 3 0 3.47 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

11 0 20.12 11 4 15 5 0 5 0 0 0 0 15 15 5 0 0 0 15
6 STK10 カルバ中学校 0 3 4.20 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 1 0 3

0 3 4.20 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 1 0 3
11 3 24.32 11 7 18 5 0 5 0 0 1 4 17 21 5 0 1 0 18

セントラル・ゴンジャ郡

7 CG3 アダペ学校 5 0 4.04 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
8 CG4 シャーマアメジン小学校 3 0 3.69 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
9 CG6 キグビルペ小学校 0 0 3.91 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

10 CG8 ジュクク小学校 0 0 4.16 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
8 0 15.80 6 6 12 4 0 4 0 0 0 0 12 12 4 0 0 0 12

11 CG1 クパブソ中学校 0 0 3.40 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 3
12 CG2 シェリ中学校 3 3 3.40 3 0 3 1 1 0 0 1 0 4 2 6 0 0 1 0 3

3 3 6.80 3 3 6 2 2 0 0 2 0 4 5 9 1 0 1 0 6
11 3 22.6 9 9 18 6 2 4 0 2 0 4 17 21 5 0 1 0 18

13 KG1 カラガ小学校 0 12 7.80 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
0 12 7.80 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3

14 BY2 サリンボク 'B' 小学校 6 0 18.96 6 0 6 1 0 1 1 0 0 2 4 6 0 1 0 7 0
15 BY3 グバンコニ小学校 6 0 7.98 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 4 0
16 BY5 シンチュリング第2小学校 6 0 5.91 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
17 BY6 スアンブシ小学校 3 0 3.78 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
18 BY7 ツグ小学校 6 0 7.49 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0
19 BY10 クアンガ-ブグリ小学校 3 0 6.16 3 3 6 1 0 1 1 0 0 4 2 6 0 0 1 4 0

30 0 50.27 27 3 30 6 0 6 4 0 0 6 24 30 6 1 1 15 0
20 BY1 キンカング中学校 3 0 6.06 3 3 6 1 1 0 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0
21 BY8 ユンヨー中学校 3 0 4.00 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 4 0

6 0 10.06 6 3 9 2 2 0 0 2 1 0 9 9 3 0 0 4 0
36 0 60.3238 33 6 39 8 2 6 4 2 1 6 33 39 9 1 1 19 0

22 AS1 アドゥビアセプレスビー小学校 6 0 6.22 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
23 AS2 ニャンコマセアヘンコ'B'小学校 3 0 5.96 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
24 AS3 アマンベテ小学校 6 0 6.04 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 6 0
25 AS4 アニナブリムメソジスト小学校 6 0 4.49 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
26 AS5 メソマゴー小学校 6 0 4.24 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 6 0
27 AS6 ドミナセ小学校 0 0 4.56 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

28 AS7 アコテイクロム小学校 6 0 5.53 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7 0
29 AS9 アディエンブラカソリック小学校A 0 0 7.73 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
30 AS10 ホマホ小学校 8 0 6.00 6 0 6 1 0 1 1 0 0 4 2 6 0 0 1 0 0

41 0 50.78 30 9 39 9 0 9 4 0 0 4 35 39 11 0 1 19 12

31 AN1 ベレクニャメベキェレ小学校 6 0 3.36 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
32 AN2 ウドゥマセワワセ小学校 0 0 4.44 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
33 AN4 セカンボデュア小学校 3 0 4.16 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
34 AN5 アウィセムハジイリスイスラム小学校 6 0 9.02 6 0 6 1 0 1 1 0 0 3 3 6 1 0 0 0 3
35 AN8 アボタレイエ小学校 6 0 4.64 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 3 0
36 AN9 アフェナセ小学校 0 0 5.33 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
37 AN-ALT クロフォフォルド小学校 5 0 4.76 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

26 0 35.71 18 6 24 7 0 7 1 0 0 3 21 24 7 0 0 3 15

116 12 180 92 34 126 32 0 32 10 0 0 13 113 126 35 1 2 37 57
9 6 21 9 9 18 4 4 0 0 4 2 8 16 24 4 0 2 4 9

125 18 202 101 43 144 36 4 32 10 4 2 21 129 150 39 1 4 41 66

トイレ棟
タイプ

中学校合計

小中学校合計

小学校合計

既存教室数

カラガ郡

ブンクプルグ・ユンヨー郡

アシンサウス郡

アシンノース郡

小学校小計

小学校小計

小中学校小計

小学校小計

小学校小計

小学校小計

小中学校小計

中学校小計

整備室数

中学校小計

小学校小計

中学校小計

教室棟タイプ

小中学校小計

番号

整備トイレブース数 教員用宿舎
ユニット数

学校
番号 学校名

整備教室数
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 本計画が実施されて教室の建替え、増設がおこなわれた場合、これらの教室にて授業を実施する教員が

配置される必要がある。本計画実施後の教室数の合計は 144 教室（小学校 126 教室、中学校 18 教室）であ

る。これに対し現地調査時の計画対象校の教員数は 206 人（小学校 180 人、中学校 26 人）であり、既存の

利用可能な教室を考慮しても十分な教員が配属されており、教員の再配置等にて対応可能であるものと考

えられる。教員を新たに配属する必要は無いため、本計画の実施後の計画対象校の運営は現状の運営費に

て賄うことが可能であると判断される。ガーナ国の小中学校には電気設備が整備されていないために、光

熱費に掛かる支出はない。 

 各対象校における維持管理費は各校における人頭補助金（Capitation Grant）の一部にて賄われている。

人頭補助金は 1 学期毎に 1 児童・生徒当たり 3 セディス（1 年間 9 セディス）が各学校に割り当てられて

いる。本事業の結果整備される教室数は小学校 126 教室（建て替え 92 教室、増設 34 教室）、中学校 18 教

室（建て替え 9 教室、増設 9 教室）で、立て替えは 101 教室、増設は 43 教室である。増設される教室に収

容される児童・生徒予定数は小学校 1,530 人の児童、中学校 315 人の生徒、合計 1,845 人の児童・生徒が

新たに収容可能となり、必要となる人頭補助金の増額は年間 16,605 セディスである。2007/8 年度の人頭補

助金割当総額は 15,000,000 セディスであり増額はこの金額の 0.1％であることから、十分対処可能な額で

あると判断される。 

 

 本事業の全体工期は、実施設計を含め 24 ヶ月程度が必要とされる。また、本計画を日本国政府による無

償資金協力で実施する場合、総概算事業費は 6.91 億円(日本国政府負担分 6.83 億円、ガーナ国政府負担分 

0.08 億円)と見積もられる。 

 

 本事業の実施により以下の効果が期待される。 

 

１）直接効果 
 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 
1. 急激な就学率の上昇のために教

室が不足しており、1 教室に定員

以上の児童を収容せざるを得ない

状況にある。 

計画対象 37 校に対し、小学校 34
教室、中学校 9 教室が新たに増設

される。 

計画対象 37校において 2009年度における

1 教室当たり平均児童数小学校 67.7 人、中

学校 63.1 人であったのが 2011 年度には小

学校 53.5 人、中学校 39.5 人に減少し、教

室の過密状況が緩和する。 
2. 慢性的な教室不足に対応するた

めに、多くの危険な校舎が建設さ

れ、劣悪な教育環境にあり、かつ毎

年修繕のための出費を余儀なくさ

れている。 

劣悪な環境にあった小学校 92 教

室、中学校 9 教室、合計 101 教室

の危険な教室の建替えをおこな

う。 

劣悪な環境にあった 101 の危険な教室が

本計画にて建替えられることにより、教育

環境が改善され、かつ毎年維持管理費が軽

減される。 

3. 適切なブース数のトイレが整備

されていないため、衛生状況が未だ

劣悪な状況にある。 

計画対象 37 校において合計 129
ブースのトイレを計画し、既存ブ

ースと併せて教室数 10 に対し 9
ブースの割合にまで比率を改善

する。 

学校規模に応じた適正規模のトイレブー

ス数が整備されることによって、各計画対

象校の衛生状況が改善される。 
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２）間接効果 
 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 本計画の効果・改善程度 
1.未だにトイレで用便する習慣が

徹底しておらす、伝染病が発生す

る等衛生状況が劣悪な状況にあ

る。 

計画対象校において教育省の基

準に従ったトイレを整備する。 
新たに整備された教育省の基準を満たし

たトイレにて、児童に適切なトイレの使用

方法について教育指導実施が可能となる。

2.校長室が全く整備されていない

か、又は校長室が劣悪で危険な校

舎にある学校においては、学校運

営業務に支障をきたしている。 

計画対象 37 校のうち 36 校におい

て、36 室の校長室、倉庫を整備す

る。 

36 室の倉庫が隣接した校長室が整備され

校長の執務環境が向上し、かつ教材管理業

務が容易になることにより、学校運営が改

善される。 
3.教育家具が十分に整備されてお

らず児童の学習環境が劣悪な状

況にある。 

計画対象 37 校全てにおいて児童

用机・椅子を 1 教室につき小学校

には 23 台、中学校には 18 台整備

する。 

計画対象 37 校において、児童・生徒が良

好な環境で学習することが可能となる。 

 

 本計画は、前述のように多大な効果が期待されるとともに、広く住民の BHN（Basic Human Needs:）の

向上に寄与するものであることから、本プロジェクトの一部に対し、我が国の無償資金協力を実施するこ

とは妥当である。さらに、本計画の運営・維持管理についても、相手国側体制は人員・資金共に十分で問

題ないと考えられる。しかしながら、本計画をより効率的かつ効果的なものとするため、以下の留意事項・

提言を挙げる。 

 

①教員の再配置 

本事業により増設される教室にて授業がおこなわれるためには、ガーナ教育サービスにより協力対象施

設の引き渡し時期に合わせて計画対象地域内の教員が遅滞なく、適正に再配置される必要がある。 

②教科書、教材と教育備品の配布 

効率的な授業を実施するためにはガーナ教育サービスにより教科書、教材やチョーク等の教育備品が適

正に配布される必要が有る。 

③教員の再訓練 

適切な授業を実施するためには、教員がカリキュラムを十分に理解したうえで教材の適切な使用方法を

修得する必要がある。教育省により、各教員にカリキュラム内容と教材の授業での適切な活用方法に係

る教員訓練が定期的に実施されることが望まれる。 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 
 

1-1 当該セクターの現状と課題 

 

1-1-1 ガーナ国における教育の概況 

 

（１）教育制度 

 ガーナ国の教育制度は、基礎教育（就学前教育 2 年：4-5 歳、初等教育 6 年：6-11 歳、前期中等教育 3 年：

12-14 歳）、後期中等教育（4 年：15-18 歳）、高等教育（3-7 年：19 歳以上）を基本としている。基礎教育は

無償の義務教育であり、小学校から中学校へは無試験で進学できる制度となっている。後期中等教育以降は、

大きくアカデミックコースと職業コースの 2 つに大別され、普通科の高等学校（Senior High School: SHS）か

ら教員養成校（Teacher Training College: TTC）や大学等へ進学するアカデミックコースと、技術学校（Technical 

Institute: TI）からポリテクニック（Polytechnic）、高等学校から看護学校、農業学校へ進学する職業コースと

に分かれる。後期中等教育へ進学するためには基礎教育認定試験（Basic Education Certificate Examination: 

BECE）に合格する必要がある。高等教育は、総合大学（4 年制）、医科大学（7 年制）、教員養成校（3 年制）、

各技術専門学校（3 年制）が有るが、教員養成校、技術専門学校の卒業者資格は大学卒業資格よりも低い位

置づけとなっている。高等教育への進学は、後期中等教育認定試験（Senior High School Certification 

Examination: SSSCE）によって選別される。ガーナ国の教育年度は 9 月から始まり、会計年度は 1 月からで

ある。後期中等教育は 2006 年 7 月に 3 年制から 4 年制に延長されたが、2009 年 1 月 7 日発足した新政権の

もと、再び 4 年制から 3 年制へ戻すことが検討されている。ガーナ国の教育制度を図 1-1 に示す。 
図１−１ ガーナ国の教育制度図 

4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 4学年 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 7学年

自動進級　　　　  基礎教育認定試験

BECE(Basic Education Certificate)　　

　

SSSCE(Senior Secondary School Certificate): 大学卒業免状（Degree）

後期中等教育認定試験　　

  　　　 

　　　基礎教育教員免状：DBE(Diplomate of Basic Education)  

Medical School

教員養成校

基礎教育

（就学前教育/

初等教育/

前期中等教育）

小学校（6年間）

高等教育

Primary School

後期中等教育

総合大学

幼稚園

（2年間）

Kindergarden Junior High School

年齢

University

Senior High School

Polytechnic
Technica & Vocational

Institute

職業技術教育

科学技術専門学校職業技術学校

看護学校

Nursing School

Teacher Training

学年

小学校教員養成

教育

分野

高等学校

Agriculture School

College

医科大学

中学校　（3年間）

農業学校
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（２）全国の就学状況 

１）児童、教員、学校施設数の現況 

ガーナ国では、初等教育への就学児童数は 2003/04 年の 2,957,491 人から 20070/8 年には 3,622,724 人

へ、前期中等教育への就学生徒数は 984,111 人から 1,224,964 人へと増加し、総就学率は全国平均で初

等教育では 86.5％から 95.2％、前期中等教育では 70.2％から 78.8%と過去 4 年間で大きく向上した。

2007/8 年には、ガーナ全国で、小学校数は 15,566 校（公立：13,247 校、私立：2,319 校）、中学校数は

9,742 校（公立：7,423 校、私立：2,319 校）を数え、教室数は小学校 97,159 教室（公立：75,224 教室、

私立：21,935 教室）、中学校 34,687 教室（公立：27,264 教室、私立：7,423 教室）に達した。この結果、

小学校における児童／教室は率 37.29 人／室、児童／教師率は 32.22 人、中学校では、生徒／教室率

は 35.31 人／室、生徒／教師率は 16.63 人となり、統計上は全国レベルでは教室と教員は充足した状

況になっている。しかしながら、後述する様に、都市部と農村部の格差の拡大、低い教員の質、ジェ

ンダー間の格差、低い教育の到達度等の問題が依然存在する。 

表１−１ ガーナ国小・中学校就学児童/生徒数の推移(2003/04〜2007/08 年度) 

教育年度 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 増加率 

幼稚園 合計 687,643 7778,109 1,065,963 1,142,784 1,262,264 83.56%

小学校 公立校 2,418,696 2,445,913 2,727,044 2,870,656 2,990,782 23.65%

私立校 538,795 631,576 489,546 602,573 631,942 17.29%

合計 2,957,491 3,077,489 3,111,753 3,473,229 3622,724 22,49%

中学校 公立校 828,517 853,230 951,673 969,351 1,015,491 22.57%

私立校 155,594 195.137 170,214 201,450 209,473 34.63%

合計 984,111 1,048,367 1,121,887 1,170,801 1,224,964 24.48%
出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 

 

表１−２ ガーナ国初等・前期中等教育総就学率の推移(2003/04〜2007/08 年度) 

教育年度 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 増加率 

幼稚園 54.6% 60.1％ 85.3％ 89.0％ 89.9% 35.3% 

小学校 86.5% 87.5％ 92.1％ 93.7％ 95.2% 8.7% 

中学校 70.2% 72.8％ 86.4％ 77.4％ 78.8% 8.6% 
出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 

 
表１−３ ガーナ国小・中学校児童／生徒数・教員数・施設数（2007/08 年度） 

 
教育レベル 

児童／生徒数 教員数 施設数 比率（%） 
男子 
児童 

女子 
児童 

 
合計 男性

教員
女性
教員

合計 学校数
 

教室数 児童/教
室 

児童/
教員

幼

稚

園 

公立校 525,088 521,329 1,046,417 4,071 23,366 27,437 11,140 18,330 57.,09 38.14
私立校 109,131 106,716 215,847 1,986 6,513 8,499 4,309 7,274 29.67 25.40
合計 634,219 628,045 1,262,264 6,057 29,879 35,936 15,449 25,604 49.30 35.13

小

学

校 

公立校 1,544,415 1,446,367 2,990,782 56,813 30,852 87,665 13,247 75,224 39.76 34.12
私立校 319,260 312,682 631,942 18,487 6,291 24,778 2,319 21,935 28.81 25.50
合計 1,863,675 1,759,049 3,622,724 75,300 37,143 112,443 15,566 97,159 37.29 32.22

中

学

校 

公立校 546,404 469,087 1,015,491 43,603 14,754 58,357 7,423 27,264 37.25 17.40
私立校 105,743 102,778 208,521 13,364 1,935 15,299 2,319 7,423 28.22 13.69
合計 652,654 572,310 1,224,964 56,967 16,689 73,656 9,742 34,687 35.31 16.63

出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 と EMIS 統計資料を基に作成 
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 州レベルでの初等・中等教育の就学状況を下表に示す。2007/08 年度の初等教育の全国平均の総就学率

95.2％、児童／教員率注）132.16％、児童／教室率注）2 は 37.22％であるのに対して、計画対称地域であるセン

トラル州の総就学率と児童／教員率は各々108.8％、34.19％と高いが、児童／教室率は全国平均より低い

37.64％である。ノーザン州は児童／教員率は 32.41％と全国平均を上回っているものの、総就学率と児童／

教室率は各々92.1％、41.78％と全国平均を下回っている。 

 中等教育の全国平均の総就学率 78.8％、児童／教員率 16.62％、児童／教室率は 35.29％であるのに対して、

計画対象地域であるセントラル州の総就学率は 92.2％と高いが、児童／教員率と児童／教室率は各々全国平

均より低い 16.22％、33.48％である。ノーザン州の総就学率は 66.4％と全国平均よりも低いが、児童／教員

率と児童／教室率は各々19.05％、47.8％と全国平均を上回っている。 
 

表１−４ ガーナ国州別小・中学校児童／生徒数・教員数・施設数（2007/08 年度） 

出典：教育省 EMIS 統計資料を基に作成 
 
（３）地域間の教育機会の格差 

 ガーナ国では都市部と農村部の格差の解消を目指して、2003/04 年に DFID の支援を受けて、ジェンダー、

就学率、教員の質、教育インフラストラクチャー等の指標をもとに、全国の 138 郡のうち全ての指標が全国

平均より低い郡 53 郡を貧困郡として指定し、教育環境の整備を優先しておこなう郡として指定した。計画対

象の郡は全て貧困郡の指定を受けており、整備優先順は、第 2 位ノーザン州カラガ郡、第 15 位ノーザン州ブ

ンクプルグユンヨー郡、第 17 位ノーザン州サウラ・ツナ・カルバ郡、第 28 位ノーザン州セントラルゴンジ

ャ郡、第 42 位セントラル州アシンノース郡、第 43 位セントラル州アシンサウス郡である。 
                                                           
注）1

児童/教師率：1 教員当たりが担当する平均児童数を示す。 
注）2

児童/教室率：1 教室当たりに収容されている平均児童数を示す。 

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

アシャンティ州 342,109 327,708 669,817 14,437 7,384 21,821 18,872 93.5 90.4 92.0 30.70 35.49
ブロンゴアファソ州 190,067 177,468 367,535 9,389 2,678 12,067 10,684 100.9 95.6 98.3 30.46 34.40

セントラル州 187,543 178,852 366,395 6,867 3,849 10,716 9,735 110.6 106.9 108.8 34.19 37.64
イースタン州 213,008 199,231 412,239 9,074 5,286 14,360 12,868 97.1 94.4 95.8 28.71 32.04

グレーターアクラ州 201,397 208,923 410,320 5,735 6,869 12,604 9,668 88.8 86.7 87.7 32.55 42.44
ノーザン州 200,159 171,944 372,103 9,551 1,931 11,482 8,907 98.0 86.1 92.1 32.41 41.78

アッパーイースト州 103,352 96,208 199,560 3,124 2,431 5,555 3,463 96.8 97.1 96.9 35.92 57.63
アッパーウェスト州 63,291 62,385 125,676 2,119 1,140 3,259 2,935 95.9 100.4 98.1 38.56 42.82

ヴォルタ州 157,835 143,902 301,737 7,067 3,309 10,376 9,524 97.6 94.7 96.1 29.08 31.68
ウェスタン州 201,528 189,113 390,641 7,937 3,458 11,395 10,503 101.0 96.3 98.7 34.28 37.19

全国 1,860,289 1,755,734 3,616,023 75,300 37,143 112,443 97,159 97.1 92.8 95.2 32.16 37.22

アシャンティ州 130,330 118,424 248,754 11,467 3,941 15,408 7,279 86.6 77.8 82.2 16.14 34.17
ブロンゴアファソ州 64,070 53,006 117,076 6,170 964 7,134 3,483 79.5 69.8 74.8 16.41 33.61

セントラル州 71,079 62,557 133,636 6,475 1,762 8,237 3,992 95.3 98.2 92.2 16.22 33.48
イースタン州 77,000 65,748 142,748 7,275 2,264 9,539 4,560 77.1 79.5 74.4 14.96 31.30

グレーターアクラ州 90,519 92,490 183,009 7,126 3,764 10,890 4,671 85.6 77.6 81.4 16.81 39.18
ノーザン州 52,205 35,369 87,574 4,011 587 4,598 1,829 73.0 58.5 66.4 19.05 47.88

アッパーイースト州 24,102 22,450 46,552 1,857 419 2,276 854 60.1 66.5 63.1 20.45 54.51
アッパーウェスト州 17,202 16,025 33,227 1,658 330 1,988 944 70.7 75.0 72.7 16.71 35.20

ヴォルタ州 56,389 46,103 102,492 5,259 1,327 6,586 3,429 77.9 69.5 73.9 15.56 29.89
ウェスタン州 69,250 59,692 128,942 5,669 1,331 7,000 3,646 87.3 80.0 83.8 18.42 35.37

全国 652,146 571,864 1,224,010 56,967 16,689 73,656 34,687 82.2 75.2 78.8 16.62 35.29

小
学
校

中
学
校

児童／
教師率

児童／
教室率

州名
児童数 教員数 総就学率

教室数
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表１-５ 貧困群順位リスト 

 

 貧困郡における基礎教育の教育環境の整備を優先的におこなった結果、2006/07 年度から 2007/08 年度の就

学児童／生徒数の増加率は 6.1％（全国平均 4.3％）、総就学率の改善率は 3.3％（全国平均 1.6％）と全国平

均との格差は縮まりつつある。 

表１−６ 貧困郡の就学者数と総就学率 

出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 

 

（４）ジェンダー間の教育機会の格差 

 児童／生徒数のうち女性が占める割合を比較した場合、全国平均では小学校で 48.55%、中学校で 46.72％

と女性が占める割合が僅かに少ないが、教員数のうち女性が占める割合では小学校で 33.03％、中学校では

22.66％と教員数での女性が占める割合は 1/3 以下にすぎない。計画対象地域であるノーザン州での女性が占

める割合が最も低く、小学校では児童数の 46.21％、教員数の 16.82％、中学校では生徒数の 40.39％、教員

数の 12.77％と、女性の占める割合は更に低い状況にある。女性教員が少ないことが、女子児童／生徒の就

学率を下げていることの一因として挙げられる。 

  

順位 州名 郡名 順位 州名 郡名

1 グシエグ郡 28 ノーザン州 セントラルゴンジャ郡

2 カラガ郡 29 ヴォルタ州 ヌクワンタ郡

3 サボアーシェレポニ郡 30 セントラル州 アブラーアセブークァマンケセ郡

4 ジュアベソ郡 31 アメンフィウェスト郡

5 ビア郡 32 アメンフィイースト郡

6 ノーザン州 イェンディ郡 33 ブロンゴアファソ州ヌコランザ群

7 バウクイーストマニシパル郡 34 アシャンテ州 アマンシウェスト郡

8 ガルテンパネ郡 35 ウェスタン州 アオウィンースアマン郡

9 イーストゴンジャ郡 36 アシャンテ州 アダンシサウス郡

10 トロンークムブング郡 37 ボルガタンガマニシパリティ郡

11 クラティウェスト郡 38 テレンシーナブダム郡

12 クラティイースト郡 39 アシャンテ州 セキェレーイースト郡

13 ザブズグータタレ郡 40 アッパーイースト州ブイルサ郡

14 イーストマンプルシ郡 41 アシャンテ州 アハフォアノサウス郡

15 ブンクプルクユンヨー郡 42 アシンノース郡

16 ボレ郡 43 アシンサウス郡

17 サウラ・ツナ・カルバ郡 44 アッパーイースト州ボンゴ郡

18 ウェストマンプルシ郡 45 ウェスタン州 ムポホーワッサイースト郡

19 アッパーイースト州バウクウェスト郡 46 アッパーウェスト州ジラパーラムブッシ郡

20 イースタン州 アファムプレイン郡 47 ウェスタン州 セフイーウィアウソ郡

21 ナヌンバノース郡 48 イースタン州 ビリムノース郡

22 ナヌンバサウス郡 49 ウェンチ郡

23 サベルグーナントン郡 50 タイン郡

24 アテブブアマンタン郡 51 アッパーウェスト州ナダウリ郡

25 プル郡 52 コメンダーエディナーエグアフォ郡

26 セネ郡 53 アシクマーオドベンーブラクワ郡

27 ノーザン州 ウェストゴンジャ郡

セントラル州

ウェスタン州

アッパーイースト州

セントラル州

ブロンゴアファソ州

ヴォルタ州

ノーザン州

ノーザン州

ブロンゴアファソ州

ノーザン州

ウェスタン州

アッパイースト州

ノーザン州

2006/7年度 2007/8年度 2006/7年度 2007/8年度 増加率

全国平均 3,473,229 3,622,724 4.3 % 93.7% 95.1% 1.&%

貧困郡 1,066,157 1,131,313 6.1 % 90.8% 93.8% 3.3%

他郡 2,407,072 2,491,412 3.5 % 95.0% 95.8% 0.8%

総就学率

増加率

就学者数
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表１−７ 児童・生徒と教員の女性が占める割合（2007/08 年度） 

出典）教育省 EMIS 統計資料を基に作成 
 

（５）低い学習到達度 

 ガーナ国では基礎教育の学習到達度を評価するために、全国教育評価試験（National Education Assessment: 

NEA）を毎年実施している。小学校 3 年生と 6 年生を対象として、英語と数学で実施され、それぞれの到達

合格ラインは 55％となっている。2007 年の合格率は 3 学年英語 15％、3 学年数学 14.6％、6 学年英語 26.1％、

6 学年数学 10.8％であり、3 学年の英語・数学の合格率は 2005 年の 16.4％、18.6％から低下しており、低学

年の学力低下が危惧されている。 

 また、中学校から後期中等教育へ進学するためには、基礎教育認定試験（Basic Education Certificate 

Examination: BECE）に合格する必要があるが、2006/07 年度の合格率は 63％と、毎年徐々に改善しているも

のの低いレベルにあり、学習到達度の改善は重要な課題である。 

表１−８ 全国教育評価試験成績結果（2005 年／2007 年） 
 

科目 
2005 年 2007 年 

平均正解率 合格に必要な正解率 合格率 平均正解率 合格に必要な正解率 合格率

3 学年英語 38.1% 50.5% 16.4% 37.6% 50.1% 15%

3 学年数学 36.6% 47.2% 18.6% 35.0% 42.6% 14.6%

6 学年英語 43.1% 63.9% 23.6% 44.2% 69.7% 26.1%

6 学年数学 34.4% 42.7% 9,8% 35.7% 46.2% 10.8%

出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 

 

（６）教員養成と配置 

 ガーナ国では、小中学校教員の養成は全国に 38 校（セントラル州 3 校、ノーザン州 3 校）有る教員養成校

（Teacher Training College: TTC）にておこなわれており、2008/09 年度の総就学者数は 26,918 人（男子生徒

15,197 人、女子生徒 11,721 人）である。2 年間の座学の後、学校での実習が 1 年間おこなわれ、合計 3 年間

の教員養成教育修了後に基礎教育教員免状（Certificate of Basic Education）がケープコースト大学から授与さ

れる。TTC での教育費、食事代、寄宿舎料金は全て無償でおこなわれている。この他、郡評議会の郡スポン

サーシップスキームという奨学金制度も有り、郡内の学校で TTC 卒業後最低 3 年間働くことを条件に奨学金

男子 女子 合計 男子 女子 合計
アシャンティ州 342,109 327,708 669,817 48.93 % 14,437 7,384 21,821 33.84 %

ブロンゴアファソ州 190,067 177,468 367,535 48.29 % 9,389 2,678 12,067 22.19 %
セントラル州 187,543 178,852 366,395 48.81 % 6,867 3,849 10,716 35.92 %
イースタン州 213,008 199,231 412,239 48.33 % 9,074 5,286 14,360 36.81 %

グレーターアクラ州 201,397 208,923 410,320 50.92 % 5,735 6,869 12,604 54.50 %
ノーザン州 200,159 171,944 372,103 46.21 % 9,551 1,931 11,482 16.82 %

アッパーイースト州 103,352 96,208 199,560 48.21 % 3,124 2,431 5,555 43.76 %
アッパーウェスト州 63,291 62,385 125,676 49.64 % 2,119 1,140 3,259 34.98 %

ヴォルタ州 157,835 143,902 301,737 47.69 % 7,067 3,309 10,376 31.89 %
ウェスタン州 201,528 189,113 390,641 48.41 % 7,937 3,458 11,395 30.35 %

全国 1,860,289 1,755,734 3,616,023 48.55 % 75,300 37,143 112,443 33.03 %
アシャンティ州 130,330 118,424 248,754 47.61 % 11,467 3,941 15,408 25.58 %

ブロンゴアファソ州 64,070 53,006 117,076 45.27 % 6,170 964 7,134 13.51 %
セントラル州 71,079 62,557 133,636 46.81 % 6,475 1,762 8,237 21.39 %
イースタン州 77,000 65,748 142,748 46.06 % 7,275 2,264 9,539 23.73 %

グレーターアクラ州 90,519 92,490 183,009 50.54 % 7,126 3,764 10,890 34.56 %
ノーザン州 52,205 35,369 87,574 40.39 % 4,011 587 4,598 12.77 %

アッパーイースト州 24,102 22,450 46,552 48.23 % 1,857 419 2,276 18.41 %
アッパーウェスト州 17,202 16,025 33,227 48.23 % 1,658 330 1,988 16.60 %

ヴォルタ州 56,389 46,103 102,492 44.98 % 5,259 1,327 6,586 20.15 %
ウェスタン州 69,250 59,692 128,942 46.29 % 5,669 1,331 7,000 19.01 %

全国 652,146 571,864 1,224,010 46.72 % 56,967 16,689 73,656 22.66 %

教員数
女子割合

小
学
校

中
学
校

州名
女子割合

児童・生徒数
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が交付されている。また、現職教員のために有給進学休暇制度（Granted Study Leave）があり、更なる教育を

受けたい教員は有給休暇にて上のレベルの学校に進学する機会が与えられている。有給進学休暇制度は毎年

3,000 人の枠が設けられているが、卒業後僻地の学校の場合は最低 2 年間、都市部の学校の場合は最低 3 年

間学校で教職に就くことが義務付けられている。 

 ガーナ国の場合、教員養成校卒業で得られる教員資格は大学卒業で得られる資格よりも低く位置づけられ

ており、同じ教員でも給与、昇進に差があり、このため多くの教員が一旦教職に就いた後、より待遇の良い

キャリアを目指し、この有給進学休暇制度を利用して大学へ進学している。また、教員養成校の生徒の半数

以上が、郡からの奨学金を受けて入学する高校卒業者で占められており、義務付けられている地元での 2〜3

年間の教職を終えた後に離職するケースが多く報告されている。このため、小中学校の正規教員（TTC、大

学卒業資格を有する教員: Professional Teacher）は慢性的に不足しており、正規教員が定着せず、技能や経験

が定着しないという構造的な問題を抱えている。 

 正規教員の不足を解消するため、非正規教員（代替教員: Non Professional Teacher）を雇用することにより、

学校運営を維持している（表１－７参照）。非正規教員は最終学歴によって格付けされているが、非正規教員

のうち殆どが後期中等教育修了者（Senior Secondary School Certificate : SSSC）で占められている。なお、そ

の他の代替教員には以下の 4 種類の雇用形態が有る。 

①郡教育事務所雇用による高等学校卒業者で給与は GES が支給 

②ナショナルサービス（高等教育機関卒業者に義務付けられる 1 年間の社会奉仕活動）による教員派遣で

給与はガーナ政府支給 

③人材青年雇用省（MMYE）による青年雇用プログラム（NYEP）による 1 年間の教員雇用で給与は郡議

会が支給 

④地域住民によるボランティア教員でコミュニティーが食料、住居等を提供 

 
表１−９ ガーナ国教員養成学校教員養成数（2002/03〜2007/08 年度） 

出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 
 

表１−１０ ガーナ国正規・非正規教員数（2003/04 年度〜2007/8 年度） 

出典：教育省 Education Sector Performance Report 2008 

入学者数
女性割合 33.90 % 33.90 % 42.00 % 42.60 % 46.60 % - ％
就学者数
女性割合 33.90 % 40.50 % 45.00 % 42.10 % 46.30 % 47.08 ％

教員養成数

2002/3年度 2003/4年度 2004/5年度 2005/6年度
8,167 8,980 8,989 8,538

25,116 25,534

2006/7年度 2007/8年度
9,401 -

26,025 26,100

- 7,115 7,532 8,300 8,321 -

19,764 23,999

幼稚園 - ％ - ％ - ％ 35.3 ％ 42.9 ％

小学校 73.9 ％ 72.4 ％ 70.8 ％ 62.1 ％ 59.4 ％

貧困郡小学校 55.3 ％ 53.2 ％ 55.9 ％ 42.8 ％ 37.2 ％

中学校 84.2 ％ 83.5 ％ 85.5 ％ 77.2 ％ 76.4 ％

貧困郡中学校 75.9 ％ 73.9 ％ 77.7 ％ 64.2 ％ 62.9 ％

2007/8年度2003/4年度 2004/5年度 2005/6年度 2006/7年度
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（５）初等・前期中等教育カリキュラムと教科書・教材 
１）カリキュラム  

シラバス、カリキュラムの開発は GES のカリキュラム研究開発局（Curriculum Research and 

Development Division）が担当している。新学期は 9 月から始まり、1 学年は 3 学期で構成されている。

1 学期は 9 月〜12 月中旬迄（3 週間の冬休み）、2 学期は 1 月〜3 月迄（1 ヵ月の春休み）、3 学期は

4 月〜8 月（3〜4 週間の夏休み）である。授業時間数は年間約 40 週、1 週間 20 時間である。算数、

英語および科学に重点が置かれ、教科書の配布も同 3 教科を重点的に行っている。カリキュラム内容

は地方の実情に合わせて柔軟に運用されている。初等・前期中等教育カリキュラムを表１－１１に、

小学校の時間割を表１−１２に、中学校の時間割を表１−１３に示す。 

２）教科書及び教材の配布 

教科書、教材の作成・配布は GES の供給・ロジスティック局（Supply and Logistic Division）が担当し

ている。初等教育のための教科書は入札によって選定された 5 社、前期中等教育のための教科書は 2

社の出版会社に委託して、教育省の管轄下にあるガーナ書籍開発評議会（Ghana Book Development 

Council）の監修のもとに作製されている。初等教育のための教科書は 3 年毎に、前期中等教育のため

の教科書は 4 年毎に更新されている。作製された教科書は郡教育事務所経由で各学校に配布され、児

童・生徒に無償で貸し出されている。教科書の配布率は供給・ロジスチィック局によると全ての教科

において 1 冊／児童・生徒が配布されているとしているが、郡教育事務所での聞き取り調査によると、

1 冊／児童・生徒の割合で配布されている教科書は算数、英語、総合科学のみであるとのことであっ

た。 

３）教員に対する指導用教材 

教員のためのノート、チョーク、出席簿、児童評価表、記録帳、報告用カード等が毎年無償にて配布

されている。教室で使用する掛け図、定規、コンパス等の補助教材も 5 年前無償にて配布されている。 
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表１−１１ 初等・前期中等教育カリキュラム（単位：時間） 

初等教育カリキュラム 前期中等教育カリキュラム 
 

No 
 

科目 
授業時間数/週 

No 科目 
授業時間数/週

1・2・3 学年 4・5・6 学年 1・2・3 学年 
1 算数 4 時間 4 時間 1 算数 5 時間

2 英語 4 時間 3 時間 30 分 2 英語 3 時間 30 分

3 自然科学 3 時間 - 3 総合科学 3 時間

4 総合科学 - 3 時間 4 ガーナ語と文化 3 時間

5 ガーナ語・文化 3 時間 3 時間 5 情報通信技術 2 時間 30 分

6 創造美術 3 時間 2 時間 6 社会 1 時間 30 分

7 情報通信技術 2 時間 2 時間 7 フランス語 1 時間 30 分

8 市民教育 - 2 時間 30 分 8 体育 1 時間

9 体育 2 時間 2 時間   
出典：教育省、Teaching Syllabuses, Primary, JHS & SHS 

 

表１−１２ 小学校の時間割 

注）S. B. A. Project (School Based Activity Project): 学校が独自に決める実践的屋外活動（農業実習等） 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

 7:45- 8:00
 8:00- 8:30 英語(文法)

 8:30- 9:00 英語（会話）

 9:00- 9:30 英語(物語)

 9:30-10:00 英語（Reding)

10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45 体育 情報通信技術 英語（読む) 英語（書く)

11:45-12:15 情報通信技術 S.B.A. Project 体育 読書

12:15-12:30
12:30-13:00 創造芸術

13:00-13:30 S.B.A. Project

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

 7:45- 8:00
 8:00- 8:30
 8:30- 9:00
 9:00- 9:30 S.B.A. Project

 9:30-10:00 算数

10:00-10:15
10:15-10:45 英語(文法) 情報通信技術 英語(物語)

10:45-11:15 英語（会話） 英語（書き取り)

11:15-11:45 英語（作文)

11:45-12:15 読書 情報通信技術

12:15-12:30
12:30-13:00 市民教育 市民教育 情報通信技術

13:00-13:30 情報通信技術 読書 S.B.A. Project

創造芸術

算数

休み時間

創造芸術自然科学

休み時間

自然科学

算数 創造芸術

ガーナ語・文化

集合、出席

算数

算数

読書

ガーナ語

自然科学

情報通信技術

体育

礼拝

ガーナ語

英語（読む)

算数

英語（読む) 礼拝 総合科学 創造芸術

ガーナ語・文化 体育

総合科学

創造芸術

創造芸術

ガーナ語・文化 市民教育

小学校低学年時間割（第１～３学年）

小学校高学年時間割（第４～６学年）

総合科学

休み時間

休み時間

ガーナ語・文化 算数 体育算数

集合、出席
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表１−１３ 中学校の時間割 

注）S. B. A. Project (School Based Activity Project): 学校が独自に決める実践的屋外活動（農業実習等） 

 

（６）学校運営体制 

 校長は約 3 年の任期であり、学校運営及び教育内容に対し責任を負う。小学校のクラス数は最大 6 クラス

に限られており、児童数が多くなった場合には学校を A ・B 校に分割して別々の校長が独自に学校運営をお

こなう形態がとられている。分割する場合の明確な規定は無いが、分割した場合に 1 学校の 1 クラスに各々

最低 30 人の児童がいること、教室・教員が確保できることが学校分割の前提条件とされている。ガーナ国で

は二部制導入は奨励されていないが、過疎地での複式授業は行われているため、一部の学校では、1 名の教

員が 2 クラスを兼任している場合もある。小学校では担任制にて 1 名の教員が 1 クラスを担任しているが、

中学校では教員は担当教科毎に授業をおこなっている。各教員に対する現職教員研修 (In-Service Training: 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

 8:00- 8:35
 8:35- 9:10
 9:10- 9:45 英語（読む） 英語（作文)

 9:45- 10:20 市民教育 英語（文学）

10:20-10:35
10:35-11:10 英語(聞く話す) ガーナ語 英語（読む）

11:10-11:45 英語（文法） 英語（綴り書取り)

11:45-12:20 基礎デザイン技術 読書 読書

12:20-12:55 体育 情報通信技術 情報通信技術 体育

12:55-13:10
13:10-13:45 情報通信技術 ー 体育

13:45-14:20 フランス語 音楽舞踏 基礎デザイン技術

 8:00- 8:35 英語(聞く話す) 算数

 8:35- 9:10 英語（文法） 情報通信技術

 9:10- 9:45 ー ガーナ語

 9:45- 10:20 算数 ー

10:20-10:35
10:35-11:10
11:10-11:45
11:45-12:20 情報通信技術 情報通信技術 基礎デザイン技術

12:20-12:55 フランス語 社会 英語（文学）

12:55-13:10
13:10-13:45 英語（作文)

13:45-14:20 英語（綴り書取り)

 8:00- 8:35 ガーナ語

 8:35- 9:10 文化

 9:10- 9:45 社会

 9:45- 10:20 情報通信技術

10:20-10:35
10:35-11:10 ガーナ語・文化 英語（文学）

11:10-11:45 情報通信技術

11:45-12:20 ー S.B.A.Project フランス語

12:20-12:55 基礎デザイン技術 基礎デザイン技術 S.B.A.Project ー

12:55-13:10
13:10-13:45 英語（聞く話す） 英語（綴り書取り)

13:45-14:20 英語（文法） 英語（作文）

集合、出席

科学

休み時間

基礎デザイン技術

休み時間

第
１
学
年

市民教育

休み時間

ガーナ語・文化

フランス語

集合、出席

S.B.A.

科学

市民教育

礼拝

ガーナ語・文化

休み時間

第
２
学
年

算数 科学

算数

基礎デザイン技術

音楽舞踏

礼拝 算数

第
３
学
年

集合、出席

算数

休み時間

休み時間

科学

社会

英語（読む）

科学

フランス語

基礎デザイン技術

基礎デザイン技術

科学算数

科学

算数

英語（読む）

フランス語

読書

基礎デザイン技術

音楽舞踏

S.B.A.Project

体育

読書

礼拝

基礎デザイン技術

算数科学

算数

科学

体育

基礎デザイン技術

音楽舞踏

基礎デザイン技術
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INSET)も実施されており、我が国の技術協力プロジェクトで開発されたマニュアルに基づいて、視学官、校

長、郡教育事務所の指導官の指導の下、1 学期に各学校で 2 回、学区内の学校共催にて 1 回、計 3 回平日の

放課後に約 1 時間の教員研修がおこなわれている。小学校の児童の通学圏は 3km、中学校の生徒の通学圏は

5km と規定されているが、実際には学校の配置に応じて通学圏は様々な状況にある。各学校は各々複数の学

校から構成される学区（School Cluster）に所属しており、各学区には各 1 名の視学官が配属されている。視

学官（Circuit Supervisor）は郡教育事務所に配属されており、担当学区内の各学校を巡回して教育内容の改善

指導、教員の評価、教育統計資料の収集等のモニタリングをおこなっている。視学官は担当学区を 1 学期に

最低 3 回巡回することが義務付けられている。1994 年制定のガーナ教育法により、各学校には、学校運営を

補助するための学校運営委員会（School Management Committee: SMC）と父母会（Parent/ Teacher Association: 

PTA）、の組織の形成が義務付けられている。 

１）学校運営委員会（School Management Committee: SMC） 

学校運営委員会は、地域住民の教育活動への参加を促すことによって学校の運営能力を強化するため

の組織で、学校毎または過疎地においては学区の代表校最低 1 校に組織することが義務づけられてい

る。構成員は、郡教育事務所長又は引退した前職員、校長、郡評議会代表、学区代表、小中学校教員

代表各 1 名、前生徒会代表、PTA 代表、近隣住民代表等から構成されている。学校運営委員会（SMC）

は学校運営方針の策定を管理し、学校施設の保全、保健衛生の管理、必要に応じて学校施設の補修の

ための提言をおこない、学校菜園、運動場の確保のための交渉等をおこなう。 

２）父母会（Parent/ Teacher Association: PTA） 

父母会（PTA）は、議長、副議長、秘書（教員）、財務秘書（父母）、会計（父母）、委員 1（父母）、

委員 2（父母）、委員 3（校長）、学校福祉官（前役人）から構成され、学校毎または過疎地において

は学区の代表校最低 1 校に組織することが義務づけられている。学校施設の修繕の補助、教員宿舎の

提供、児童の学校生活の監視、教育内容の改善のための協力等の役割を担う。父母会（APE）の活動

資金は、近隣住民、NGO からの寄付によって賄われている。 

 

（７）非正規教育 

 生涯教育としての非正規教育（Non Formal Education）も教育省の下部組織であるノンフォーマル局（Non 

Formal Education Division）の管轄下でおこなわれている。15 歳を超えても正規教育を受けていない人々を対

象に、基礎的な読み書き、計算に加えて保健、職業（農業等）、英語等のための教育もおこなっている。使用

する施設は小学校や簡易施設を建てて夜間に授業を実施している。正規教育とは別に、調整員、監督員が配

属されており、地域住民の元教員等のボランティア教員が授業を担当している。 
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1-1-2 開発計画 

 
（１）教育セクター開発計画 

１）上位計画 

ガーナ国は 2003 年にガーナ貧困削減戦略 I（Ghana Poverty Reduction Strategy I: GPRS I）を策定し、「経

済成長による富の創出とその平等な配分による貧困削減」を国家目標として掲げ、①インフラ整備、

②農村開発のための農業近代化、③保健・教育を重視した社会サービスの強化、④グッド・ガバナン

ス、⑤民間セクター育成、を優先課題として設定した。同時に政策と財政がリンクした行財政システ

ムも構築され、従来個別におこなわれていたセクター開発計画の一元化が図られた。2005 年にはガー

ナ貧困削減戦略 II（Ghana Poverty Reduction Strategy I: GPRS II）が策定され、①持続的なマクロ経済安

定、②民間セクター主導型成長の促進、③積極的な人的資源開発、④グッドガバナンスと市民の責務、

を優先課題とし、積極的な人的資源開発のための教育セクターにおける重点事項として、以下の項目

を掲げている。 

①全レベルにおける教育・研修へのアクセス向上と参加の促進 

②全地域での教育アクセス向上と男女格差の解消 

③教授法と学習法の質の改善 

④教育サービスの効率改善 

⑤全レベルにおける科学・技術教育の推進と女子の参加促進 

２）教育戦略計画 

ガーナ国は「万人のための教育（Education for All: EFA）」の提唱を受けて、1992 年に憲法を改正して

「基礎教育（就学前教育、初等教育、前期中等教育）の義務化・無償化」の理念を明記し、1994 年に

基礎教育の枠組みとして「基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム（Free Compulsory Universal Basic 

Education: fCUBE）を策定し、基礎教育の無償による完全普及を 2005 年迄に目指すことを目標として

掲げた。しかしながら、基礎教育の量的拡充が優先された結果、教育の質、地域格差、基礎教育以降

の後期中等・高等教育の拡充等の課題が後回しにされた結果、基礎教育における学力は改善されず、

後期中等・高等教育レベルにまで影響を与える結果となり、教育指標における地域格差は拡大した。 

このような状況下、ガーナ国政府は教育セクター全体を見直すため、2002 年に「教育セクターレビュ

ー（Education Sector Review: ESR）」をおこない、これと平行して大統領諮問機関による「教育セクタ

ー政策レビュー（Education Sector Policy Review Report: ESPRR）も実施された。これらの結果を踏まえ

て、2003 年 5 月「教育戦略計画 2003-2015（Education Strategic Plan 2003-2015: ESP）が策定され、同月

教育省/ドナー会合の場で承認され、教育 SWAP（Sector Wide Approach: SWAP）として正式に採択され

た。 

ESP は教育 SWAP であるのと同時に、2015 年までのガーナ教育セクターの長期開発計画であり、ESP

は教育省の使命として「ガーナ国民全員に全レベルにおける国民の能力を引き出す技術を習得するた

めの教育を提供し、貧困削減を促進し、社会経済、ひいては国家の発展を推進すること」を掲げ、以

下の 4 分野から構成される 10 の重点項目を設定している。 
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1.教育への平等なアクセス ・就学前教育 
・教育訓練へのアクセスと参加 
・女子の教育へのアクセス 

2.教育の質 ・児童/生徒の達成度向上のための教授法と学習法の質 
・学問/研究プログラム 
・学校/研究機関の保健衛生 
・エイズの予防と管理 

3.教育マネージメント ・教育計画と運営 
4.科学、技術と職業訓練 ・技術職業教育と訓練 

・科学技術教育と訓練 
 

３）教育改革 

ESP の重点分野の教育マネージメントの強化のために、教育改革も推し進められている。2003 年に作

成された教育白書にて教育改革の内容が公表されており、2006 年から 2008 年迄新教育改革実施委員会

（New Education Reform Implementation Committee: NERIC）が設置されて教育改革の実施計画案の策定

をおこない、2007 年 3 月に実施計画は承認され、教育省は同年 4 月から教育改革に着手している。教

育改革の主要骨子として 14 項目挙げられているが、本計画に関連するところの基礎教育に係る事項は

下記の通りである。なお、教育改革の一環として 2007 年 9 月から就学前教育が義務教育化され、中等

教育の英文名称が変更され、前期中等教育は Junior Secondary School（JSS）から Junior High School（JHS）

へ、後期中等教育は Senior Secondary School（SSS）から Senior High School（SHS）へと各々変更され

た。 

①基礎教育を就学前教育 2 年、初等教育 6 年、前期中等教育 3 年の合計 11 年とする 

②幼稚園と小学校低学年では教育言語をガーナの言語とする 

③基礎レベルでは識字、基礎的計算能力、創造的芸術、問題解決スキルに重点を置く 

④地方議会は基礎教育の施設、インフラストラクチャーの整備、維持監理に関して責任を負う 

⑤教員養成校は質を向上し、教員の就労状況を改善し、僻地に配属される教員に特別なインセンティ

ブを提供する 

 

1-1-3 社会経済状況 

 
（１）社会状況 

 ガーナ国は、西アフリカに位置する共和制国家で首都はアクラである。東にトーゴ、北にブルキナファソ、

西にコートジボワールと国境を接し、南は大西洋に面する。国土は日本の約 3 分の 2 の 2238,537km2で、人

口は約 2,300 万人（2007 年：UNFPA）である。ギニア湾に面しており、ヴォルタ川流域の低地が国土の大半

を占めるため、最高標高は 885m である。ヴォルタ川水系の面積は国土面積の 67%を占めている。  

 1957 年にサハラ以南のアフリカ諸国の中で、初めてイギリスからの独立を達成したが、その後の 25 年間

にガーナは 4 回のクーデターを含め、頻繁に政権交代が繰り返され、政情が不安定な状態が長く続いた。1990

年代に入って民主化が進み、1992 年、1996 年に複数政党制の下で、平和裡に選挙が行われ、ローリングス大

統領による長期安定政権が続いた。ローリングス大統領は憲法の三選禁止規定を遵守し 2000 年 12 月の大統

領選挙には出馬せず、野党のクフォー候補が選出され翌 2001 年 1 月に正式に大統領に就任し、2004 年に再

選されている。2008 年 12 月におこなわれた大統領選挙により、野党・国民民主会議のジョン・ミルズ元副
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大統領が選出した。 

 同国は、国連開発計画（UNDP）による人間開発指数（Human Development Indicator : HDI）に基づくラン

ク付けでは、179 カ国中、第 142 位（2008 年）に位置しており、15 歳以上人口の識字率は 64.2％（2006 年）、

平均寿命も 59.4 歳（2006 年予測）と低い。 

 民族構成は、アカン族が 44%、モシ・ダゴンバ族が 16%、エウェ族が 13%、ガ族が 8%、グルマ族が 3%、

ヨルバ族が 1%、ヨーロッパ人等が 1.5%であり、公用語は英語を採用、その他にアカン語、モシ・ダゴンバ

語、エウェ語、ガー語などが使われている。宗教は、キリスト教が 63%、現地固有の宗教が 21%、イスラム

教が 16%である。 
 
（２）経済状況 

 「ガ」国経済の GDP に対する第一次、第二次産業、第三次産業の占める割合は各々44％、17％、39％であ

り、農業・鉱業に依存する典型的な一次産品依存型経済である。主要輸出品もカカオ、金及び木材が上位を

占め、国際市況及び天候に影響を受けやすい経済構造となっている。近年は、海外で働くガーナ人からの送

金が増加していると報告されており、その額は上記の 3大輸出品の輸出額を上回ると言われている。1957 年

の独立後、アコソンボ・ダム建設等の大規模インフラ整備により開発への足がかりを築いていったが、1970

年代後半から 80 年代前半にかけて経済的困難に直面したため、世銀の支援により 1983 年から経済再建に取

り組んだ。この結果、1980 年代後半から平均 5％の GDP 成長率を達成し、サブ・サハラ・アフリカにおける

構造調整の優等生として評価された。しかし、1990 年代の金やカカオの国際価格の低迷や主要輸入品である

原油価格の高騰等により経済が悪化したため、 2001 年に誕生したクフォー政権は、拡大 HIPC（重債務貧困

国）イニシアティブ適用による債務救済申請を行い、緊縮財政を基本とした経済の立て直しに着手した。2005

年から始まった 2期目においても健全な財政運営を基本政策とし、2007 年には約 6％の経済成長率を達成し

ている。その結果を受けて、政府は、2008 年目標 GDP 成長率は 7％と定めた。一方でインフレ率は、原油価

格高騰の影響もあり 2007 年の政府目標であった 8％は達成できず、10％台を推移している。現在直面してい

る主要な問題点は、原油価格高騰による経常収支の悪化、財政赤字の拡大、電力不足が挙げられる。 

 

1-2 要請の背景・経緯及び概要 

 

 ガーナ国教育セクターは、政策策定を担う教育省と実施機関であるガーナ教育サービス（Ghana Education 

Service: GES）が掌握しており、第二次ガーナ貧困削減戦略（Ghana Poverty Reduction Strategy II）においても

同セクターは重点セクターとして取り上げられている。また、教育省の教育戦略計画（Education Strategic Plan: 

ESP）で、教育への公平なアクセスを実現させることを求め 2005 年より「人頭補助金制度（Capital Grant）」

を導入し、初等教育の完全無償化を実現した。 

 これら諸政策の成果もあり、ガーナ国の初等教育総就学率は 90.8％（純就学率 78.6％）と近年大きく向上

しているが、その一方で、地域間の格差、修了率の向上等の関心が顕著化してきている。このような状況か

ら、ガーナ国では就学率・教室過密度・教育予算などをもとに全国 138 郡を順位付けし、下位 53 郡を貧困郡

（Deprived District）と定義、これらの貧困郡の留年率・退学率・総就学率を改善することを大きな目標とし

ている。この一因として、適切な学習環境が確保されていないことが挙げられ、施設の増改築へ教育省はか
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かる郡を中心とした支援を各ドナーに呼びかけている。 

 このような背景から、ガーナ国政府は 2006 年 8 月、上記 53 郡のうち 6 郡（北部州：カラガ郡、セントラ

ル・ゴンジャ郡、ブンクプルグ・ユンヨー郡、サウラ・ツナ・カバル郡、中央州：アシン・ノース郡、アシ

ン・サウス郡）を対象とした教育施設・給水施設の建設と機材の調達に係る無償資金協力を我が国に要請し

てきた。この要請に基づき、我が国は 2007 年 10-11 月、2008 年 1 月に予備調査を実施し、要請の背景、目

的、必要性及び妥当性を確認した。さらに、同調査を通じて、コミュニティ開発支援無償による学校建設の

実施可能性を調査し、実施体制および技術的に検討し、ガーナ国教育省が標準設計図面を所持している他、

現地コンサルタント・施工業者の能力も高く、既存校の施工品質も極めて良好であることから実施体制およ

び技術的な問題はないことを確認した。 

 同国政府より要請された協力の内容はガーナ国北部州と中央州における小中学校教育施設の増設と機材整

備で、その概要は以下のとおりである。 

 

（１）教育施設増設 

小学校 53 校、中学校 7 校における一般教室、図書室、教員室から構成される校舎、井戸・トイレ等

の衛生施設と教員住宅の増設 

（２）教育家具 

机・椅子等の教育家具の調達 

 

1-3 我が国の援助動向  

  

 我が国による、過去および実施中のガーナ国の教育セクターへの援助は、技術協力プロジェクトによる小

中学校理数科教育改善プロジェクト、教育政策向上支援、および現職教員研修政策実施支援計画が挙げられ

る。 

 １）小中学校理数科教育改善プロジェクト（実施期間：2000年3月1日〜2005年6月28日） 

基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム（fCUBE）を支援するための、①専門家派遣・研修員受け

入れ・機材の供与を組み合わせたプロジェクト方式技術協力、②教員養成大学の理数科教官を受け入

れる国別特設集団研修、③カウンターパート研修、関係者の日本の大学院への留学から構成された総

合的な支援プロジェクトで、南部（プレスビテリアン）、中部（アクロケリ）、北部（バカバカ）の3校

の教員養成校を拠点とした現職教員研修の実施体制の構築、研修マニュアルの作成と、関係者の日本

での研修、大学院への留学が実施された。 

 

２）教育政策向上支援（実施期間：2005年5月26日〜2008年5月27日） 

郡教育開発計画（Annual District Education Operation Plan: ADEOP）の策定・実施・評価のための体制を

構築し、教育省計画予算モニタリング評価局（Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation Division: 

PBME）の教育計画策定能力の強化を図るために、下記の協力を実施した。 

①ADEOPの策定・実施・評価システムの開発に関する助言・指導 

②州・郡の教育事務所向けのマニュアル・ガイドライン策定への支援 



- 15 - 

③PBMEの担当職員に対するオリエンテーション・研修の実施 

④州郡教育事務所による郡のADEOP策定・実際・支援・評価に係る進捗管理への支援 

⑤教育セクター年次評価レビューへの支援 

⑥教育戦略計画（Education Strategic Plan 2003-2015: ESP）の指標達成に資する行事への支援 

３）現職教員研修政策実施支援計画（実施期間：2005 月 11 月〜2008 年 10 月） 

教員養成校における教員の指導力、及び指導内容の向上 を通じた生徒の理数科学力の向上のために、

ガーナ国全 10 州の各 1 郡、合計 10 のパイロット郡において現職教員研修 (In-Service Training: INSET)

が円滑に実施するための、実施体制構築、研修モジュール開発、関係者の能力開発、モニタリング・

評価システム開発、啓発活動等に対する協力を実施した。本計画対象地域のノーザン州、セントラル

州アシンノース郡が計画対象に含まれている。 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

 

 主な援助機関のガーナ国教育セクターにおける教育施設建設の実施状況を以下に示す。 

 

（１）世界銀行 

 ノーザン州、アッパーイースト州、アッパーウェスト州の 3 州における幼稚園、小学校、中学校の 63 サイ

トを対象として、洪水被害を受けた教育施設の立て替えを 2008 年に実施している。州・郡教育事務所の協力

のもとに世界銀行が上記 3 州における洪水被害の現状調査を実施し、幼稚園 12 サイト、小学校 52 サイト、

中学校 3 サイトにおいて、教育省の標準設計にて学校施設と家具の整備をおこなった。入札、契約業務は郡

評議会が実施し、施工監理は郡議会の技師とコンサルタントが担当、プロジェクトの事業費は

7,465,039US$（監理費 5％、モニタリング費 2％、予備費 3％を含む）である。 

 

（２）UNICEF 

 約 10 年程前に近隣住民に立脚したアプローチ（Community Based Approach）を採用した、パビリオン型校

舎にて基礎教育のための教育施設の整備を実施している。パビリオン型校舎建設とは木造の柱・梁と浪板鉄

板屋根を UNICEF が建設し、壁、窓・扉を近隣住民が自ら建設をおこなうという手法であり、建設期間は 8

〜12 ヶ月程である。教育省の標準プランの約半額にて建設が可能であるが、問題としては近隣住民の意識に

ばらつきが有るために、中には壁と建具が全く整備できなかった学校校舎も有ることが挙げられる。計画予

算は一括して教育省に支払って実施している。 

 

（３）MCC (Millennium Challenge Corporation)注）3 

 農業の変革による経済成長を通して貧困を削減すべく、2007 年から 5 カ年計画にて、農業計画（予算 240.98

百万米ドル：農民、企業の商業農業のための訓練、灌漑開発、土地所有権の促進、収穫後の農作物の取り扱

                                                           
注）3

最貧国を援助するために 2004 年に設立されたアメリカの機関で、明確な目的を持った計画策定、進捗状況を測る指

標の設定、年度会計手続きの実施、効率的なモニタリングと結果の評価、等をおこなうことができる国を対象として

援助を実施している。 
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い改善、農業への資金貸付けの改善、農場と市場の連携の改善）、運輸計画（予算 143.1 百万米ドル：国際空

港・港の改善、幹線道路の改善、ヴォルタ湖フェリーの改善）、地方開発計画（予算 101.29 米ドル：コミュ

ニティーサービスへの支援、地方金融機関の強化、地方政府の能力強化）の援助を実中である。地方開発計

画のコミュニティーサービスへの支援（予算 65 百万米ドル）の一環として教育・訓練施設の建設を実施して

いる。 

 第 1 次計画はノーザン州のサベルグ・ナントン郡、アシャンテ州のセケイェレイースト郡、クワフサウス

郡、クワフノース郡、セントラル州のアウツ・エフツ・センヤ郡、ゴモア郡、イースタン州のアクワピムサ

ウス郡の計 35 サイト、第 2 次計画はノーザン州の、ウェストマンプルシ郡、カラガ郡、タマレ市、トロン・

クンブルグ郡の 30 サイト、合計 65 サイトが計画対象となっており、2009 年 2 月下旬時点で 1 次計画の建設

工事はほぼ完了している。 

 MiDA（Millennium Development Authority）が実施代理機関として計画の実施を担当しており、アメリカか

らの専門家による技術協力による品質監理や透明性の確保等の能力強化が図られている。実施にあたっては、

ローカルコンサルタントを雇用して、事前審査付入札によってローカルコントラクターを選定しており、建

設費用は 1 校舎（3 教室+倉庫付校長室）で約 60,000 米ドルである。 

 

 ガーナ国における主な援助機関の教育施設建設に係る援助の概要を下表に示す。 

 

表１−１４ 他ドナーによる教育セクターに係る援助の概要 

実施年度 機関名 案件名 金額(千

US ドル)

援助

形態

概要 

1995〜 

2000 年度 
世界銀行(IDA) 基礎教育セクター向

上プログラム(BESIP)

13,480 有償 教員住宅 300 戸建設 

小学校(6 教室)100 棟建設 

中学校(3 教室)50 棟建設 

便所(4 ブース)150 棟建設 
2001〜 
2002 年度 

米国国際開発庁

(USAID) 

ノンプロ支援資金プ

ログラム(NPAF) 

1,000 不明 教員住宅(4 ユニット)44 棟建設

2002〜 
2003 年度 

アフリカ開銀

(AfDB) 

初 等 教 育 改 善 計 画

(PERP) 
14,500 有償 教室棟(3 教室)+便所棟建設 

2005〜 

2006 年度 

世界銀行(IDA) 万 人 の 為 の 教 育

(EFA-FTI)1 期 

12,100 有償 教員住宅(4 ユニット)62 棟建設

2006 年度

〜 
アラブ銀行 

(BADEA) 

基礎教育支援プロジ

ェクト(アサンテ及び

ブロングアハホ州) 

4,000 不明 教室棟(6 教室)64 棟、水洗便所

(3 ブース)66 棟、浸透式便所(3

ブース)62 棟建設 

2007 〜

2011 年度 
米国 MCC 不明 65,000 無償 教育・訓練施設整備を含むコミ

ュニティサービス支援 
  



第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 



- 17 - 

第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 
 
2-1 プロジェクトの実施体制 

 
2-1-1 組織・人員 

 

 本プロジェクトにおける「ガ」国側の主管官庁は教育省（Ministry of Education）であり、プロジェク

トの実施機関はガーナ教育サービス（Ghana Education Service: GES）である。教育省の役割は、政策立

案、各執行機関の調整・監督に限定されており、教育行政の執行は傘下の執行機関（Agency）が執り行っ

ている。初等・中等教育行政一般は GES の基礎教育局（Basic Education Division）、カリキュラムの作成

は GES のカリキュラム・研究開発局（Curriculum Research and Development Division）、教員養成は教員

養成学校（Teacher Training College: TTC）、教員配置は人材管理局（Director of Human Resource 

Management Division）、ドナー支援による学校関連施設の建築プロジェクトの調達業務は資金調達管理室

（Funds and Procurement Management Unit: FPMU）、財務管理は総務・財務局（Director of Administration 

and Finance）、政府予算で実施される機材調達や教員用宿舎を含む教育施設建設に係る業務は、教育省調

達局（Director of Procurement）がそれぞれ担当している。教育の地方行政は、行政区分に従い、GES の

州教育事務所（Regional Education Office: REO）と郡教育事務所（District Education Office: DEO）

が担当している。各郡教育事務所の管轄の下に学区（School Cluster）が設けられており、学区数と同じ

人数の視学官（Circuit Supervisor）が担当学区内の各学校を巡回して指導・モニタリングをおこなって

いる。 

 本計画の実施にあたるのは教育省の傘下の GES で、担当窓口は基礎教育局である。基礎教育局は局長（1

人）、副局長（1 人）、室長（4 人）、職員（6 人）、計 12 人のスタッフで構成されている。GES の指導の下で、

各郡教育事務所（DEO）が各郡評議会（District Assembly）の協力の下「ガ」国側負担工事の各種業務の

実施を担当することになるが、調達面においては、FPMU がアドバイスをおこなう体制となっている。FPMU

は室長（1 人）、副室長（1 人）、建築士（3 人）、技師（2 人）、積算士（QS: 2 人）、積算士補佐（1 人）、会

計士（2 人）、調達専門家（1 人、教育省へ出向中）、製図技士（1 人）、管理職員（1 人）、秘書（1 人）、文

書係（2 人）、運転手（4 人）、計 22 人のスタッフで構成されている。竣工引渡し後の学校は、郡教育事務

所の指導のもとに、各学校の校長の管轄下にある学校運営委員会（School Management Committee）が運営

と施設の維持管理をおこなう。 

 本計画の主管官庁である教育省と実施機関の GES、およびドナー支援による学校関連施設の建築プロジ

ェクトの調達業務を担当する FPMU の組織を以下に示す。 
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注）教育省の組織は新しい大統領の基に組織改革中で上記した組織表はドラフトの段階である。 

図２−１ 教育省の組織図 

 

図２−２ ガーナ教育サービスの組織図 

図２-３ 資金調達管理室の組織図 
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2-1-2 財政・予算 

 

（１）教育予算・支出 

 2003 年代より、教育予算はほぼ一貫して増加傾向を示している（表 2－1 参照）。UNICEF の指針による

と教育支出の GDP に対する適正割合は 6%といわれており、ガーナ国の経済活動規模にみあった教育予算

が確保されている。教育分野別の支出では、2007 年度の教育省総支出に占める基礎教育支出の割合は突出

しており、54.7％（就学前教育 3.4%、初等教育 35.0％、前期中等教育 16.3％）を占めている。このよう

な基礎教育、特に初等教育への優先的な予算の割り当ての傾向に変化はないものと考えられる。 

表２−１ ガーナ国教育支出と GDP に占める割合の推移(2003〜2007 年度、単位：GHC) 

出典：教育省、Education Sector Performance Report 2008 の資料を基に作成 
 

表２−２ 教育分野別支出（2007 年度、単位：GHC） 

注）特別教育は精神・身体障害者用特別教育を示す。 
出典：教育省、Education Sector Performance Report 2008, P118 
 
 財源別の支出内訳を表２−３に示すが、政府支出は全支出の 68.1％を占めている。ガーナ教育委託基金

（Ghana Education Trust Fund）は 2000 年に創設された基金で、付加価値税（VAT）の 5％が基金に入れら

れて教育セクターへ分配されている。また教育予算とは別に、日本の地方交付税にあたるコモンファンド

が郡議会に配分されている。政府歳出の 20％を郡議会に割り当てるもので、うち 5％（政府歳出の 1％）

が基礎教育のための施設、家具の整備のために割り当てられることが義務づけられている。 
表２−３ 財源別教育支出（2007 年度、単位：GHC） 

出典：教育省、Education Sector Performance Report 2008, P117 

年度

GDP

教育支出

前年比増加率 39.6 % 27.9 % 29.1 % 35.6 %

GDPに対する割合 6.2 % 7.3 % 7.5 % 8.2 % 9.1 %

2003年度

6,526,200,000
407,424,300

2004年度

7,762,000,000
568,920,139

-

2007年度

13,974,584,000
1,273,539,485

9,701,800,000
2005年度

727,533,700

2006年度

11,490,320,000
939,024,200

人件費 運営費 業務費 投資 合計 割合（％）
就学前教育 35,385,018.93 1,097,778.93 1,593,961.14 4,720,523.78 42,797,282.78 3.4
初等教育 366,675,325.12 8,202,332.80 22,605,586.59 48,450,360.49 445,933,605.00 35.0

前期中等教育 169,855,129.61 4,339,992.42 12,162,139.18 20,633,680.72 206,990,941.93 16.3
後期中等教育 61,705,986.94 3,944,597.67 15,023,367.53 80,114,965.22 160,788,917.36 12.6
職業訓練教育 5,679,258.26 1,276,866.02 1,236,501.99 44,316.11 8,236,942.38 0.6

特別教育 3,050,753.63 594,898.94 235,638.70 13,030.97 3,894,322.24 0.3
非正規教育 2,122,089.82 3,338,995.18 247,930.18 - 5,709,015.18 0.5
教員養成 31,736,267.52 1,184,596.58 192,116.96 19,999.28 33,132,980.34 2.6
高等教育 145,788,431.99 28,317,158.83 36,670,960.64 82,154,922.05 292,931,473.51 23.0

管理・助成金 386,174.39 14,040,742.62 34,850,720.66 21,062,005.49 70,339,643.16 5.5
エイズ教育 - - 2,292,671.29 491,698.62 2,784,369.91 0.2

合計 822,384,436.21 66,337,959.99 127,111,594.86 257,705,502.73 1,273,539,493.79 100.0
割合（％） 65 5 10 20 100

財源 金額

政府予算 867,133,296.77 68.1 ％

ガーナ教育委託基金 164,333,280.00 12.9 ％

内部収入（IGF） 110,689,257.97 8.7 ％

ドナー 77,000,096.43 6.0 ％

HIPCファンド 40,207,304.74 3.2 ％

EFA媒介ファンド 9,948,266.99 0.8 ％

多国間債務救済イニシィアチィブ（MDRI） 4,227,981.90 0.3 ％

合計 1,273,539,484.80 100.0 ％

割合
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（２）学校予算 

 学校の運営と維持監理のための予算は、学校を運営するための教職員の人件費、教科書・教材・備品の

購入費、施設・機材の修繕費に大別される。学校を運営するための人件費は財務省から各教員の銀行口

座へ直接振り込まれている。教科書はガーナ教育サービスにより各郡教育事務所経由で無償にて配布

されている。ガーナ国の小中学校には電気設備が整備されていないために、光熱費に掛かる支出はない。 

 学校の教材・備品の購入費と教材施設・機材の修繕費には人頭補助金（Capitation Grant）が充て

られている。人頭補助金は 1 学期毎に 1 児童当たり 3 セディス注）2が各学校に割り当てられているが、申

請するにあたっては事前に学校活動改善計画書（School Performance Improvement Plan）を作成し

て郡教育事務所に提出し承認を受ける必要がある。承認には約 1 週間必要で、承認後人頭補助金を受

け取ることができる。人頭補助金が計画通りに使われているかどうか、視学官（Circuit Supervisor）、

学校監督担当の郡教育事務所副局長（Assistant Director in Charge of School Supervision）が監

察をおこなっている。過去３年間に割り当てられた人頭補助金を下表に示す。 

表２−４ 人頭補助金割当額（2007 年度、単位：GHC） 

年度 2005/6年度 2006/7年度 2007/8年度 

金額（GHS） 12,944,662.0  10,745,726.7  15,000,000.0  

増加率 - -17.0 ％ 39.6 ％ 

出典）GES: Chief of Accountant 

 

2-1-3 技術水準 

 

 本計画の実施にあたる GES の担当窓口である基礎教育局には 12 名のスタッフが配属されており、基礎教

育施設調整担当官が本計画の実施の業務調整を担当する予定である。また、本計画のための調達業務のた

めのアドバイスをおこなう FPMU には 22 名のスタッフが配属されており、他ドナーによる学校施設整備

も担当した実績を有し、本計画の実施にあたって実施担当部署としての問題は無い。 

  

2-1-4 既存の施設・機材 

 

 ガーナ国から要請された小・中学校施設と機材の概況について以下に述べる。 

 

（１）敷地状況 

 現地調査を実施した 61 校の学校敷地状況は都市部と過疎地において状況は大きく異なる。都市部の学校

敷地は一般に狭く、校舎が密集しており、校庭も確保されていない敷地が多い。他方、過疎地の学校敷地

は一般に広く十分な校庭スペースが確保されている。全ての学校サイトにおいて門塀は整備されていない。

また、電気、上水道等のインフラストラクチャーは、都市部の一部の学校に整備されているのみで、ほと

んどの学校において未だ未整備の状況にある。 

                                                           
注）2 教育省の定員である 270 人の児童が就学している小学校の場合、1 年間に 2,430 セディス（1 セディス=80 円で換

算して年間 194,400 円）が支給されている。 
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（２）施設状況 

 要請された 61 サイトにおける校舎は土ブロック積造と木造の校舎で、定期的な補修を施さないと崩壊す

る危険性の有る校舎、または、耐用年数が過ぎているために壁に亀裂が入り崩壊の危険性の高い学校校舎

にて授業がおこなわれており、また、学校校舎が不足しているために、屋外にて授業が行われていている

学校も有る。 

 教育省の標準設計による U 字型校舎の視察をおこなったが、構造体の柱が建物の外側に傾いた状態で施

行されており、コンクリート打設時の施工不良も多く発生している。開口部もいびつに施行されていて、

建具にて無理矢理調整して施行が施されている状態にある。木製扉・窓が使用されているが、材料自体の

品質が悪いために、まだ校舎の引き渡しが行われていないにも拘わらず、既にたわみや亀裂が発生してい

る現場もあり、全く施行監理が行われていないことが推察される。 

 建設されている学校校舎の施設内容は、ほとんどが普通教室、校長室、校長室に併設された倉庫からな

る教室棟と、別棟にて建てられているトイレ棟、教員用宿舎から構成されており、全ての学校施設は 1 階

建てである。一部のサイトにおいて図書室が整備されていたが、蔵書がないために倉庫として使用されて

いる。 

 教育省のトイレの設置基準は１教室に１ブースであるが、十分なブース数が建設されていないために、

衛生上の観点から、適切数のトイレブースを増設することが望まれる。なお、ガーナ国の学校トイレは校

舎とは別棟にて建てられており、床に穴が開いただけの小さなブースが並列に配置され、汚水処理は、二

つの便槽を交互に使用する地中浸透方式（ラトリーヌ）が一般に採用されている。なお、トイレの扉は直

接外部に面しているため、出入りを他者に見られるレイアウトとなっている。教員用宿舎は、教員数にみ

あった十分な教員宿舎が整備されていない状況にある。その他、一部の遠隔地に位置する学校には、遠距

離通学をする児童に給食を提供するためのキャンティーン（厨房）が整備されている学校も有る。 

 

（５）教育機材状況 

 教育機材はすべての学校において校長が一元的に管理しており、校長室に併設された倉庫に保管されて

いる。現地調査を実施した学校の機材の整備状況は学校によって若干異なるが、殆どの学校において教科

書、太鼓等の機材、一部の学校では地球儀、掛け図、定規、コンパス、サッカーボール・ユニフォーム等

の基礎的教材が整備されている。 

 教育家具は各学校に配備はされているが、メンテナンスが行き届いていないため、修理を要するものが

多く見られた。また、家具数が不足している学校も散見された。 

 

2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

 

（１）アクセス 

 現地調査を実施した 61 校の学校サイトへのアクセス状況は多岐に渡る。一部のサイトは舗装された幹線

道路沿いに位置するものの、大半のサイトは未舗装の幹線道路沿いか、または幹線道路から未舗装の脇道
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を入った場所に位置している。AN7 シエンチェムワワセ小学校サイトへのアクセスは雨季に水没し、サイ

ト調査時に橋の建設中であったために車輌にてサイトへ到達することができなかったが、他の全てのサイ

トは車輌によるアクセスが可能であった。 

 

（２）電力 

 ガーナ国の電力はガーナ電力会社（Electricity Company of Ghana）が 230-250V 単相か 415-430V 三

相、50Hz にて電力供給をおこなっている。各地方の都市部、幹線道路沿いには電力供給用送電線が設置

されているが、調査対象校の学校サイトでは、電気の引込みおよび照明器具のない学校が一般的である。 

 

（３）上下水道 

 調査対象サイトで利用されている水源のほとんどは近隣村落の手押し又は足踏みポンプによる井戸で、

小川の水あるいは溜め池の水を利用しているケースもある。ノーザン州では雨水利用をしている例もあり、

いずれの要請サイトにおいても何らかの形で水源がある。 

 下水処理に関しては、ガーナ国では未だ公共下水管は設置されていない。全てのサイトにおいて、雨水

は表面水となって低地に集積し、地中浸透もしくは河川に流入している。 

 

2-2-2 自然条件 

  

（１）気象 

 ガーナ国の気候は熱帯性であるが気温は季節、地方によって異なる。一般に雨季は 4〜7 月と 9〜11 月の

2 回であるが、北部では 4〜11 月迄連続して雨季である。雨季の間でも雨が降る時間帯は限られており、

一日中雨が降り続くことはほとんど無い。南部はアマゾンに似た熱帯雨林気候である一方、北部は、熱帯

大陸サバンナ気候に属している。12〜3 月にかけて内陸の砂漠から吹くハマタンと呼ばれる乾燥した季節

風によって、北部の湿度は下がり、日中暑く夜涼しい気候となり、南部でも 1 月にはハマタンの影響を受

ける。一般的に 3 月が最も暑い時期で、8 月が最も涼しい時期である。南部に位置するセントラル州の計

画対象地域の中心の町であるアシンフォソと、北部に位置するノーザン州の中心都市であるタマレ市の気

温、湿度、雨量を下表に示す。 
表２−５ アシンフォソの月間雨量・平均気温・平均湿度（2006-08 年） 

出典）Meteorological Agency 

 
 

項目 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 58.7 83.5 139.8 277.5 271.1 210.8 73.6 54.8 201.3 87.8 69.4 37.3
2007年 62.4 54.0 147.1 238.0 267.6 337.5 191.3 60.8 173.1 405.5 116.6 39.4
2008年 0 69.8 151.4 81.6 82.6 107.6 169.5
平均 60.6 69.1 146.1 199.0 269.4 274.2 115.8 74.4 181.3 246.7 93.0 38.4

2006年 27.3 28.2 28.1 28.0 27.7 27.3 27.6 27.2 27.2 27.3 28.1 27.6
2007年 25.5 27.7 27.1 26.3 26.3 26.2 26.5 26.4 26.3 26.4 26.5 26.5
2008年 25.7 28.1 27.7 26.6 27.2 27.5 27.2 27.1 26.6
平均 26.2 28.0 27.6 27.0 27.1 27.0 27.1 26.9 26.7 26.9 27.3 27.1

2006年 85 92 89 93 92 94 93 94 93 94 91 86
2007年 90 90 93 92 90 91 92 92 95 95 93 88
2008年 89 92 87 87 93 92 93 94 93
平均 88.0 91.3 89.7 90.7 91.7 92.3 92.7 93.3 93.7 94.5 92.0 87.0

2006年 69 70 70 77 78 84 83 81 83 82 80 82
2007年 84 76 80 84 82 83 83 81 84 84 79 80
2008年 85 75 78 63 76 81 84 83 87
平均 79.3 73.7 76.0 74.7 78.7 82.7 83.3 81.7 84.7 83.0 79.5 81.0

午後3時
平均湿度
（％）

月間雨量
(mm)

平均気温
(°C)

午前6時
平均湿度
（％）



- 23 - 

表２−６ タマレ市の月間雨量・降雨日数・平均気温・平均湿度（2006-08 年） 

出典）Meteorological Agency 
 

（２）地勢・地質 

 ガーナは西アフリカに位置し、ブルキナファソ、トーゴ、コートジボワールと国境を接し、南は大

西洋に面している。同国は地勢上、海岸部から概ね100km内外続く草原地帯、海岸草原よりやや浅く、

窪地状になっている低地地帯（ボルタ川流域の湖沼地帯）、西部国境地帯から東に延びる丘陵地、及

び、森林地帯、北部から東側に広がる乾燥地帯、の４地域に大別される。 

 ガーナの地質は、西部、北部に原生代のBirimian 系、Tarkwalan 系（Banket 系）が広く分布し、

更にガーナ南東部にDahomeyan 系のTogo 統の変成岩類が分布する。これらの基盤分類を不整合に覆

っている上部原生代、下部古生代のVoltaian の正常堆積物がガーナ東部に広く分布している。セン

トラル州の有る南部地方は主にシルト質のラテライト土質の表土で、ノーザン州の位置する北部地方

は主に細かい砂質のラテライト土質で岩盤の多い地域も存在する。 

 

2-2-3 その他 
 
 本対象事業により建設される学校施設の殆どが既存学校の敷地内に建設されるため、大規模な敷地造成

や自然環境の改変を必要としない。計画施設は 1 階建ての建築物であり、規模も 1〜２棟のみの構成で、

隣接地への日照障害や風害などは殆ど発生しないと判断される。しかし、工事による騒音・粉塵および児

童・生徒の安全に対する配慮が必要である。 

 多くの建設予定地で、工事中の建設資機材の搬入路が児童・生徒の通学・活動動線と交差するため、工

事中の事故防止のために工事用進入路と児童・生徒の進入路を分け、仮囲いを設置する等児童・生徒の安

全に配慮した仮設計画を策定する。また、工事中の騒音・粉塵などが既存校舎での授業の妨げにならない

ように大きな音や振動を伴う重機や工法を採用しない、場内清掃を徹底する等の対策を講ずる。 

 
 

 

項目 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 0.0 3.4 4.3 58.5 138.0 87.9 179.4 211.2 164.7 135.6 0.0 0.0
2007年 0.0 0.0 29.1 82.8 137.4 85.0 160.3 204.6 278.9 68.5 0.0 0.0
2008年 0.0 0.0 30.5 94.5 116.9 140.8 148.8 334.6 245.0 82.8 1.8
平均 0.0 1.1 21.3 78.6 130.8 104.6 162.8 250.1 229.5 95.6 0.6 0.0

2006年 0 1 2 2 8 12 12 11 16 12 2 0
2007年 0 0 4 7 9 6 10 19 18 8 0 0
2008年 0 0 2 6 9 12 14
平均 0.0 0.3 2.7 5.0 8.7 10.0 12.0 15.0 17.0 10.0 1.0 0.0

2006年 29.4 31.3 33.0 32.9 29.3 28.0 27.4 26.8 26.7 28.1 27.6 26.3
2007年 26.7 31.0 32.7 31.1 29.2 28.4 27.8 26.3 26.7 28.1 29.7 28.1
2008年 25.8 30.4 32.2 31.5 29.2 27.3 26.9
平均 27.3 30.9 32.6 31.8 29.2 27.9 27.4 26.6 26.7 28.1 28.6 27.2

2006年 51 53 65 72 89 91 94 95 95 95 81 57
2007年 42 44 49 79 88 88 91 95 96 93 89 59
2008年 42 39 67 75 85 90 94
平均 45.0 45.3 60.3 75.3 87.3 89.7 93.0 95.0 95.5 94.0 85.0 58.0

2006年 20 22 32 39 59 63 69 69 72 62 34 24
2007年 21 20 26 47 58 59 63 73 72 60 44 24
2008年 19 22 33 41 56 67 69
平均 20.0 21.3 30.3 42.3 57.7 63.0 67.0 71.0 72.0 61.0 39.0 24.0

月間雨量
(mm)

午前6時
平均湿度
（％）

午後3時
平均湿度
（％）

月間降雨
日数

平均気温
(°C)
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第 3 章 プロジェクトの内容 

 

3-1 プロジェクトの概要 

 

（１）上位目標とプロジェクト目標 

 ガーナ国は、第一次・二次貧困削減戦略（Ghana Poverty Reduction Strategy I & II）を策定して、人的資源

の開発を優先課題として取り上げている。また、「万人のための教育（Education for All: EFA）」の提唱を受

けて、基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム（Free Compulsory Universal Basic Education: fCUBE）、

および教育戦略計画（Education Strategic Plan: ESP）を策定し、教育への公平なアクセスを実現させること

を求め 2005 年より「人頭補助金制度（Capitation Grant）」を導入し、基礎教育の完全無償化を実現した。 

 これら諸政策の成果もあり、ガーナ国の総就学率は 2007/08 年度において初等教育 95.2％、前期中等教

育 78.8％と近年大きく向上しているが、その一方で、地域間の格差、修了率の向上等への関心が顕著化し

てきている。このような状況から、ガーナ国ではジェンダー、就学率、教員の質、教育インフラストラク

チャー等をもとに全国 138 郡を順位付けし、下位 53 郡を貧困郡（Deprived District）と定義、これらの貧

困郡の留年率・退学率・総就学率を改善することを大きな目標としている。この一因として、適切な学習

環境が確保されていないことが挙げられ、施設の増改築へ教育省はかかる郡を中心とした支援を各ドナー

に呼びかけている。 

 こうした状況に鑑み本プロジェクトでは、ガーナ国における基礎教育のアクセス及び質の改善に貢献す

ることを上位目標とし、計画対象校における教育施設の不足を解消し、対象地域において就学環境が改善

されることをプロジェクト目標としている。 

 

（２）プロジェクトの概要 

 本プロジェクトは、上記目標を達成するためにガーナ国のセントラル州（アシンサウス郡、アシンノー

ス郡）とノーザン州（サウラ・ツナ・カバル郡、セントラル・ゴンジャ郡、カラガ郡、ブンクプルグ・ユ

ンヨー郡）における 61 校の要請校のうち、現地調査の結果、我が国の無償資金協力の対象として妥当性を

有すると判断された学校において小学校教室棟（教室、倉庫付校長室）、中学校教室棟（倉庫付教室、倉庫

付校長室、教員室）、教員用宿舎棟、トイレ棟の建設と教育家具の調達を行うものである。 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

 

3-2-1 設計方針 

 

 本プロジェクトはコミュニティ開発支援無償を活用して実施することを前提として、現地仕様・設計に

基づき、現地の設計・施工監理コンサルタントや現地施工業者・資機材の積極的活用を図り、一般無償資

金協力プロジェクトと比較して、大幅なコスト縮減を目指すものである。 

 

3-2-1-1 基本方針 
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 本計画はガーナ国から最終的に要請のあった既設小中学校 61 校のうち、ガーナ国側と日本側にて合意さ

れたサイト選定条件を満たし、かつガーナ国教育省の基準に則り、既存校の現状に則した 1 部制で授業を

運営した場合に、協力準備調査実施時（2009 年）に教室数が 3 教室以上不足している学校を協力対象とす

る。 

 本協力対象事業の施設コンポーネントは、既存施設のうち継続使用が可能な分を除いた教室、教員室（中

学校のみ）、校長室、倉庫、教員用宿舎及びトイレとする。また、教室、教員室及び校長室には机・椅子等

の教育家具を整備する。 

 

3-2-1-2 自然条件に対する方針 

 

 本計画対象地域であるガーナ国は、南部は熱帯雨林気候である一方、北部は熱帯サバンナ気候に属して

おり、大きく南北で二つの気候に分かれる。 

１）北部地方：熱帯サバンナ気候 

12 月〜3 月は乾季で、この期間には熱く乾いた北東方向のサハラからの貿易風（ハマタン）が吹き、

乾季の終わりには温度は非常に高くなる。4〜11 月は雨季で降雨量は 8 月に 250mm と最大となり、

降雨日数はおよそ 15 日/月であり、南東の湿ったモンスーンの影響下に入る。 

２）南部地方：熱帯雨林気候 

南部は年間を通して湿潤であり、平均気温は 26.2〜28.0℃である。雨季は 4 月〜7 月と 9 月〜11 月の

2 回ある。雨は 6 月に最も多く降る（210〜340mm）が、雨の降る時間帯は限られており、一日中雨

が降り続くことは殆ど無い。1 月にはハマタンが吹き、大雨季にはモンスーン気候となる。 

 このような気候条件に対して、自然通気と換気を配慮した設計が肝要となる。強風による屋根の被害が

発生していることから、風圧力による水平力応力への配慮が必要である。更に、大雨季には雨の吹き込み

と地表面での跳ね水への対策が必要である。また、白蟻やコウモリの被害を受けている学校施設も有るた

め、対策を講ずる必要が有る。 

 ガーナ国では過去に 4 回の地震記録があり、最大のものとして 1939 年にマグニチュード 6.4、22 名の死

者を出した地震がある。地震被害はアクラを中心にギニア湾沿岸に見られ、地震予知情報でもその周辺で

の発生が予想されている。本計画においては、ガーナ国が準用しているイギリス基準に従い構造計画を行

うこととし、教育省標準設計を補うよう、地震水平力に対応する梁材を強化して計画する。 

 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

 

 女子就学率の向上のために、トイレは女子が使いやすいような配慮をした計画を行う必要がある。トイ

レのブース数は建替え又は増設する教室数に応じた規模設定を行う。トイレの構造は、コンクリート床に

穴を設け、下部に腐敗槽（ラトリーヌ）を設置する現地で一般的な KVIP（Kumasi Ventilated Improved Pit）

方式を採用する。また、日常の維持管理費は、その大部分が政府から支給される限られた人頭補助金

（Capitation Grant）から配分されていることから、その負担を軽減するような設計を行う。 
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 ガーナ国の小中学校は教育省の標準施設設計に基づいて施設計画が策定されている。本計画においても、

基本的には教育省の標準設計を尊重して、必要に応じて改善案を加味するものとし、既存施設との調和に

も配慮したデザインとする。 

 

3-2-1-4 建築事情に対する方針 

 

（１）設計基準 

 本協力対象事業で採用する設計基準は、ガーナ国の基準（National Building Regulations, 1996）又は、同

国で認められているイギリス基準（British Standard）とする。ガーナ国では、構造設計のための建築基準

は制定されておらず、イギリス基準を準用しているため、本協力対象事業においてもこれに応じた構造設

計を行う。 

 

（２）建設資材及び機材調達 

 ガーナ国では、首都アクラにおいて輸入品を含めた殆どの建設資機材の調達が可能である。セメントに

ついては国内製造品がある。教育省が標準仕様としている机・椅子などの家具は国産の木製であり、全て

現地にて調達する。しかしながら、発注量が大きくなることから、調達計画は事前に入念な検討が肝要と

なる。 

 

3-2-1-5 詳細設計・施工監理コンサルタントの活用に対する方針 

 

ガーナ国の法務省法務長官管轄下の登記署に登録されたコンサルタントは、半官半民会社の AESL ある

いは民間会社の Consortium を筆頭に 200 社程度の数多くのコンサルタント会社が存在する。本プロジェク

トは、南北の二つの地域における複数のサイトにおいて一定の水準を維持して工事を実施するためには、

同地域での詳細設計・施工監理業務において、多くの経験を有し、かつ技術的なノウハウを有する現地の

詳細設計・施工監理コンサルタントを活用することにより、一定の品質管理を担保する必要があり、コン

サルタント会社の規模・能力を見極めて、選定することが重要である。 

以下の表に主要なコンサルタントの登録社数を示す。 

表３−１ 主要コンサルタント会社の登録数 

職種 登録社数 

建築コンサルタント事務所 101 
積算事務所 52 
エンジニア事務所 61 

 

ガーナ国での小中学校施設建設に係る施工監理業務は、通常教育省傘下の FPMU（Funds, Procurement and 

Management Unit）が入札図書作成・入札を担当し、同省傘下 GES（Ghana Education Service：ガーナ教育

サービス）下部組織の郡教育事務所が施工監理業務を遂行している。そのため、現地コンサルタントは高

等教育施設、他の公共施設での業務実績はあるが、小中学校施設に関しては AfDB、BDI 等のドナー案件

を除くと殆どない状況ではあるが、本計画の施設内容から判断しても、十分現地コンサルタントによる業
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務遂行は可能と考える。 

 

3-2-1-6 現地業者の活用に係る方針 

 

 ガーナ国の水資源・住宅・公共事業省に登録された施工業者は、会社財政能力による許容受注工事金額

の範囲および必要保有建設機材・技術者数による設置基準に従い、D1 から D4 のクラスに分類されている。

以下の表に、登録社数、許容受注金額および設置基準を記す。 

表３−２ 施工業者クラス分類表 

クラス D1 D2 D3 D4 
登録社数 2,987 6,023 9,068 12,015 

許容受注工事金額 

（単位：千ドル） 
500 以上 200〜500 75〜200 75 以下 

必要技術者（人数）     
建築家 
土木エンジニア 
積算士 
測量士 
会計士 
購買係 
帳簿係 
現場監督 
一般工事職長 
大工職長 
石工職長 
塗装職長 
鉄筋曲げ加工職長 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
4 

10 
8 
8 
8 
8 
6 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
5 
5 
5 
5 
4 

- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 

必要建設機材（台数）     
ブルドーザー（140HP） 
杭打ち機（1ton） 
コンクリートミキサー 
ポンプ（90000L/h） 
給水車 
ダンプカー 
ピックアップトラック 
鉄筋曲げ・切断機 
掘削機 
バイブレーター 
タワークレーン/ホイスト 
仮設足場 

1 
1 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
2 

- 
- 
- 
2 
1 
3 
3 
3 
- 
2 
- 
1 

- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 

 
ガーナ国における公共教育施設建設に実績のある施工業者は、上表におけるクラス D1〜D3 に属する会

社が大半を占めている。特に、D1 および D2 クラスの施工業者は全国展開を図っており、施工サイトの地

域制限はしていない。D1 クラスの中には、わが国の大手ゼネコンに匹敵する会社が 5 社ほど（イギリス・

イタリア・中国系企業を含む）ある一方、小規模施工会社相当と見なされる業者も含まれており、同一ク

ラス内にも会社規模の格差がある。 

なお、現地で実施した質問票の回答あるいは関係者からの聞取り調査結果から、クラス分類に必要な技

術者および建設機械の基準数を満たしていなくとも登録されているのが現状とのことである。 

本計画における建設実施においては、教育施設建設に実績のある施工会社を活用するが、1 校当たりの
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建設費から判断すると D3 クラスの施工会社には無理が生ずるため、D1〜D2 クラスの施工会社からの選定

を想定する。ただし、選定に際しては、施工業者の入札額と共に財政・技術能力の確認と評価を慎重に行

うこととする。 

 

3-2-1-7 実施機関の維持管理能力に対する方針 

 

 本計画の実施機関は教育省のガーナ教育サービス（GES）である。GESは、各ドナーによる小学校施設

及び機材整備の実施窓口となっており、業務の実施に関して支障はない。各サイトの施設維持管理は、GES

の管轄下にある郡教育事務所（District Education Office: DEO）の指導のもとに、各学校の校長の指導下に

おいて学校運営委員会（School Management Committee: SMC）が運営と施設の維持管理を行うこととなる

が、人頭補助金（Capitation Grant）を維持管理予算に充てて、軽微な修理などには対応しているが、大規

模な補修工事は行えない状況にある。このような事情を考慮して、維持管理が容易となる施設を計画す

るものとする。 

 

3-2-1-8 施設・機材の品質設定に係る方針 

 

施設の品質設定に関しては、施設の持続的利用と維持管理費の利用者負担縮減を可能にするため、一定

の品質・耐久性を持つ主要構造部を計画する。また、教育省の標準図には、品質確保に関連する部分詳細

図が十分整備されていないため、必要箇所については詳細図を作成する。 

 教育家具が対象となる機材の品質設定に関しては、仕様書の内容を再度検討し、十分な品質確保が見込

まれるような計画を策定する。 

 

3-2-1-9 工期に係る方針 

 

 本プロジェクトはコミュニティ開発支援無償のスキームで実施されることから、工事は複数の現地施工

業者に直接発注される。調達代理機関契約・入札業務等の工事着工前の準備作業、施設建設工事、機材調

達業務等を総合的に勘案して、E/N締結後2 年程度を工期の目安とし、工事の進捗に影響を与える以下の

要因を十分に考慮して綿密な施工計画を立てる必要が有る。また、地域毎に適切な現地施工業者を選定し、

各地域の複数の学校をグループにまとめ、現地施工業者の能力も勘案し、効率よく工事を行うものとする。 

１）計画対象地域が南北二地域に分かれているため、各地域を期分けした２期工事にて計画実施を行う。 

２）1期工事と2期工事の間に十分な準備期間を確保する。 

 ３）協力対象校は広範囲の地域に点在しているため、移動時間に配慮した工程を策定する。 

 ４）雨期における土工事や基礎工事の実施を避けた工程を策定する。 

 ５）ガーナ側負担工事であるサイトのレベリング、樹木の伐採等の整地作業、および既存施設の解体・

撤去工事、工事中の仮設施設の建設が遅滞することなく実施されること。 

 

3-2-2 基本計画 
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3-2-2-1 計画対象校案の設定、協力内容と規模の設定 

 

（１）サイト選定の方法 

 本計画の対象とするサイトは、要請されたサイトのうち、教育省と合意した下記の要件を満たし、かつ

教室不足数が 3 以上有り、緊急に教室を整備する必要が有る学校とする。従って各要請校についてまずサ

イトの状況について評価し、次に基準を満たすサイトについてその教室不足度を審査し､不足教室数に応じ

て優先度を付けた上で対象サイトを選定する。 

 

（２）サイトの選定基準 

１）サイトの要件にかかる基準 

教育省と合意した協力実施サイトの要件は以下のとおりである。 

ａ）既存教室の整備状況から建設が必要な教室数が 3 以上である学校 

ｂ）国家及び地域開発計画において学校施設の改善の必要性が認められていること 

ｃ）基礎教育が現地調査時点において実施されていること 

ｄ）施設建設に必要となる敷地の土地所有権または利用権が書面により確保されていること 

ｅ）現地調査時点においてガーナ国政府又は他ドナー、NGO 等による施設整備計画が実施中でない

こと 

ｆ）地理的及び環境上安全で、施設整備に適切な広さの敷地が確保されていること 

ｇ）建設工事車輛用アクセス道路が確保されていること 

ｈ）就学児童・生徒数等の資料により現在、将来における就学需要の算定が可能であること 

建設教室数は次項で検討するものとし、上記したいずれかの要件を欠くサイトは協力対象から自動

的に除外する。なお、最終の協力対象校および協力内容は、E/N 締結後の計画実施時の状況に

よって協力対象校数を調整することが必要となる場合も有るため、計画の内容がそのまま適用

されるとは限らない。 

２）教室不足にかかる選定基準 

教育省は小学校における最大児童・生徒数を１クラス当たり小学校 45 人、中学校 35 人と規定して

いる。本計画ではこの基準に従い、小学校では 1 クラス 45 人、中学校では 1 クラス 35 人を超える

場合を教室不足状態にあるとみなす。不足教室数は、例えば 6 学年 6 学級の標準的な学校の例では、

児童数 450 人で継続して使用可能な教室が６教室ある場合では、450（人）÷45（人/教室）－6（既

存教室数）＝4（教室数）より 4 教室の不足と判定する。なお、使用可能な教室数については、定期

的な補修を施さないと崩壊する危険性の高い教室、または、耐用年数が過ぎたために壁に亀裂が入

り崩壊の危険性の高い教室を除外した、今後も継続して使用することが可能な教室数とする。 

 

（３）選定結果 

１）サイトの要件を満たしていないサイト 

   以下に述べるサイトはサイト要件の一部を満足していないので協力の対象から除外する。 
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ａ）既存教室の整備状況から建設が必要な教室数が 3 未満であった学校 

これらの 22 校は現地調査の結果、児童・生徒数、既存教室の整備状況から判断して 3 教室以上

の教室の建設が必要ない学校である。 

ｂ）国家及び地域開発計画において学校施設の改善の必要性が認められない学校 

全ての調査校は、ガーナ国政府により教育環境の整備を優先しておこなう郡として指定されて

いる貧困郡から選定されており、これに該当するサイトはない。 

ｃ）基礎教育が現地調査時点において実施されていないサイト 

現地調査時に全てのサイトにおいて基礎教育が実施されていることが確認されており、これに

該当するサイトはない。 

ｄ）施設建設に必要となる敷地の土地所有権寄贈書とサイト測量図が未提出のサイト 

現地調査時に全ての計画対象校から同国で一般的に使用されている書式による土地所有権寄贈

証書と、土地所有権寄贈を受けた土地の測量図が調査団に提出されており、これに該当するサ

イトはない。 

ｅ）現地調査時点においてガーナ国政府又は他ドナー、NGO 等による他の施設整備計画が実施中 

現地調査時に 6 教室の新校舎が計画中、または建設中であったため、教室不足は解消される予

定である。 

ｆ）地理的及び環境上安全で、施設整備に適切な広さの敷地が確保されていること 

現地調査時に全てのサイトにおいて新たな施設整備に関して問題が無いことが確認されており、

全てのサイトがこれに該当しない。 

ｇ）建設工事車輛用アクセス道路が確保されていないサイト 

アクセス道路が雨季に水没し、かつ現地調査時に橋が建設中で車輌によりサイト迄到達するこ

とが出来なかった。 

ｈ）就学児童・生徒数等の統計資料が無く現在及び将来における就学需要を算定することができな

い学校 

全ての郡教育事務所、調査校は当該データを有しており、これに該当する学校はない。 

なお、AS6 ドミナセ小学校、AN2 ウドゥマセワワセ小学校、CG1 クパブソ中学校では、灌木が生

い茂っている新たに確保された新サイトが建設サイトとして提案されているため、本プロジェクト

STK3 コンダニエン小学校、STK6 マルカイリ小学校、STK7 ニョリ小学校、STK8 ゴイリ

小学校、CG5 ヤラ小学校、CG7 アドゥイリ小学校、CG9 ココペ小学校、CG10 イリパニ小

学校、KG2 ナクンドゥグ小学校、KG3 ランゴグ英語アラビア語小学校、KG4 スン小学校、

KG5 ナンブルグ小学校、KG6 ニャンソガ小学校、KG7 ヌリイスラム小学校、KG8 ドゥナ

小学校、KG9 シャムジア英語アラビア語小学校、KG10 イェメカラガ小学校、BY4 トモニ

小学校、BY9 グンビアング小学校、AS8 ベポコクアングリカン小学校、AN3 アボタレイェ

中学校、AN6 アサマング小学校、 

AN10 ニャンコマセ中学校 

AN7 シエンチェムワワセ小学校 
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による学校施設建設に先立って、先方負担工事による建設予定位置の灌木を伐採することが必要で

ある。また、AS5 メソマゴー小学校、AS7 アコテイクロム小学校では、敷地が狭いために本プロジ

ェクトによる学校施設建設に先立って、先方負担工事により既存校舎を解体・撤去することが必要

である。これらのサイトでは先方負担工事が遅滞なく実施されない場合には、工事が遅延する可能

性があるため、優先順位を低くすることで、教育省と合意した。 

２）協力対象サイト 

上記のサイトの要件を満たしていない24校を除いた残りの37校に対して協力を実施するものとする。

協力を実施する37校を表３−３に示す。 

 
表３−３ サイト選定検討結果一覧表 

凡例）AS: Assin South, AN: Assin North, BY: Bunkpurugu Yunyoo, STK:Sawala-Tuna-Kalba, CG: Central Gonja, KG: Karaga 

継続使用
不可教室

継続使用
可能教室

教室
不足数

1 BY2 サリンボク  'B' 小学校 853 12 6 0 18.96
2 BY3 グバンコニ小学校 359 6 6 0 7.98
3 KG1 カラガ小学校 891 20 0 12 7.80
4 AS9 アディエンブラカソリック小学校  A 348 6 0 0 7.73
5 BY7 ツグ小学校 337 5 6 0 7.49
6 AS1 アドゥビアセプレスビー小学校 280 6 6 0 6.22
7 BY10 クアンガ -ブグリ小学校 277 6 3 0 6.16
8 BY1 キンカング中学校 212 3 3 0 6.06
9 AS3 アマンベテ小学校 272 6 6 0 6.04

10 AS10 ホマホ小学校 270 6 8 0 6.00
11 AS2 ニャンコマセアヘンコ小学校  'B' 268 6 3 0 5.96
12 BY5 シンチュリング第 2小学校 266 6 6 0 5.91
13 AN9 アフェナセ小学校 240 6 0 0 5.33
14 STK2 ポル小学校 221 2 2 0 4.91
15 AN-ALT クロフォフォルド小学校 214 5 5 0 4.76
16 STK4 グベルピ小学校 210 3 3 0 4.67
17 AN8 アボタレイエ小学校 209 3 6 0 4.64
18 AS4 アニナブリムメソジスト小学校 202 6 6 0 4.49
19 AS5 メソマゴー小学校 191 6 6 0 4.24
20 STK10 カルバ中学校 252 7 0 3 4.20
21 CG8 ジュクク小学校 187 4 0 0 4.16
22 AN4 セカンボデュア 小学校 187 3 3 0 4.16
23 CG3 アダペ小学校 182 4 5 0 4.04
24 BY8 ユンヨー中学校 140 6 3 0 4.00
25 CG6 キグビルペ小学校 176 6 0 0 3.91
26 BY6 スアンブシ小学校 170 3 3 0 3.78
27 CG4 シャーマアメジン小学校 166 4 3 0 3.69
28 STK5 ダニウウリ小学校 161 4 3 0 3.58
29 STK1 ツオイリ小学校 157 6 0 0 3.49
30 STK9 コンファリ小学校 156 4 3 0 3.47
31 CG2 シェリ中学校 224 7 3 3 3.40
32 AN1 ベレクニャメベキェレ小学校 151 3 6 0 3.36
33 AS6 ドミナセ小学校 205 6 0 0 4.56
34 AN2 ウドゥマセワワセ小学校 200 5 0 0 4.44
35 CG1 クパブソ中学校 119 3 0 0 3.40
36 AN5 アウィセムハジイリスイスラム小学校 406 6 6 0 9.02

37 AS7 アコテイクロム小学校小学校 249 6 6 0 5.53
- STK3 コンダニエン小学校 134 5 3 0 2.98
- STK6 マルカイリ小学校 122 2 4 0 2.71
- KG4 スン小学校 255 6 3 3 2.67
- KG10 イェメカラガ小学校 119 6 6 0 2.64
- AN3 アボタレイェ中学校 89 5 3 0 2.54
- BY4 トモニ小学校 114 5 6 0 2.53
- KG5 ナンブルグ小学校 114 6 3 0 2.53
- CG9 ココペ小学校 111 5 5 0 2.47
- STK7 ニョリ小学校 234 6 4 3 2.20
- STK8 ゴイリ小学校 233 5 2 3 2.18
- KG8 ドゥナ小学校 97 5 2 0 2.16
- CG10 イリパニ小学校 90 3 3 0 2.00
- KG2 ナクンドゥグ小学校 89 3 3 0 1.98
- KG9 シャムジア英語アラビア語小学校 88 3 0 0 1.96
- BY9 グンビアング小小学校 82 3 3 0 1.82
- AN6 アサマング小学校 74 4 0 0 1.64
- CG5 ヤラ小学校 74 1 0 0 1.64
- CG7 アドゥイリ小学校 72 2 3 0 1.60
- KG6 ニャンソガ小学校 72 5 3 0 1.60
- AS8 ベポコクアングリカン小学校 328 6 6 6 1.29
- KG3 ランゴグ英語アラビア語小学校 169 6 0 3 0.76
- KG7 ヌリイスラム小学校 226 6 0 6 -0.98
- AN7 シエンチェムワワセ小学校 229 3 0 0 5.09 車輌によるアクセス不可のため除外

- AN10 ニャンコマセ中学校 N/A 学校校舎が建設中であったため除外

不足教室数が3未満であるため計画対象か
ら除外されたサイト

教室不足数が3以上であり計画対象校とし

て選定された優先順位の高いサイト

工事開始前に先方負担工事が完了してい
る必要が有るために計画対象として選定
されたが優先順位の低いサイト

備考教員数

既存教室数
優先
順位

学校
番号

学校名
児童・
生徒数
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（４）施設にかかる協力コンポーネント・規模の設定 

 

１）協力コンポーネント・規模に対する考え方 

①整備教室数 

ガーナ国では児童・生徒数が少ない場合には複式授業による 3 クラスの教室にて授業が実施され

ている。本計画においても教育省の標準に従い、建設する校舎は 3 教室単位に設定する。そして

教室不足数が 6 未満の場合は 3 教室、教室不足が 6 教室以上の場合には 6 教室を本計画によって

整備することを前提に規模設定をおこなう。ただし、敷地面積の制約もあるため、各計画サイト

に配置が可能である最大教室数を計画することを前提に規模設定をおこなう。 

②校長室 

学校運営の責任者である校長のための校長室は効率的な学校運営のために不可欠であり、教科書、

教育機材を保管するために倉庫を校長室に付設することは管理上有効な施設計画である。よって、

校長室がない学校には校長室・倉庫を本計画で設ける。 
③教員室 

ガーナ国の小学校ではクラス担任制による授業が実施されており、教師は担任クラスの教室に常

時在室・執務している。よって、教員室を整備する必要性は無いため、小学校の教員室は本計画

では計画しないものとする。中学校では教科担当制であることから、教室とは別に教員室を整備

する必要が有る。よって、教員室が無い中学校には教員室の整備を計画する。 

④図書室 

ガーナ国の小中学校の既存図書室には図書が整備されておらず、倉庫として使用されていること

が多い。図書室を整備しても有効活用される可能性は極めて低いと想定されるため、本計画では

図書室は整備しないものとする。 

⑤トイレ 

衛生教育上適正数のトイレを整備することは重要であり、本計画でも各対象校では必要に応じて

トイレを整備する。教育省の基準に従い、1 教室に付き 1 ブースのトイレを整備する。但し、同一

敷地内に既存トイレが既に整備されている場合は、継続して使用可能な既存教室用として必要な

ブース数を除いた余剰ブース数を差し引いて計画する。なお、最大整備ブース数は計画教室数と

する。 

⑤教員用宿舎 

教育省は、教育の地域格差を是正する一環として、僻地への赴任忌避する傾向のある教員のイン

センティブを高めるために教員用宿舎を整備することを重点的に行っている。教員用宿舎が未整

備で近隣に町が無く教員用宿舎の借り上げが困難なサイトに、教育省の標準タイプの最小単位で

ある 3 ユニットタイプを計画する。但し、同一敷地内に既存教員用宿舎が既に整備されている場

合は、差し引いたユニット数を計画する。 

⑥井戸 

飲料水用として利用できる井戸を掘り当てるためには、電気探査をおこなって、地下水脈が学校

サイト内に有るか否かの技術的判断をする必要があり、また、井戸掘削をおこなっても必ずしも
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水が出るとは限らず事業費が無駄に費やされる可能性も有る。本計画対象の全サイトの近隣には

井戸か他の水源が有るため、それらの水源を利用することとして本計画では井戸の掘削・整備を

計画しないものとする。 

２）各サイトにおける計画施設一覧 

以上の検討結果より、協力の対象とするサイト毎の計画施設規模は以下の通りである。 
 

表３−４ 各サイトにおける計画施設規模一覧表 

凡例）AS: Assin South, AN: Assin North, BY: Bunkpurugu Yunyoo, STK:Sawala-Tuna-Kalba, CG: Central Gonja, KG: Karaga 

 

3-2-2-2 現地仕様とその改善案 

 

ガーナ国の小中学校施設は、教育省標準設計を基に建設されており、ここでの現地仕様とはその標準設

計仕様を意味する。現地調査にて確認した教育省標準設計・仕様を検討し、施設の持続的利用と維持管理

費の軽減を目的とした改善案を次のように考える。 

 

（１）耐久性の改善案 

１）構造 

安定したラーメン（柱・梁）構造を確保するため、標準設計では軟弱地盤サイトのみ採用していた

地中梁を、全てのサイトで設置する。また、同様に軟弱地盤サイトのみ採用していたスチールメッ

シュ入りコンクリート床を、安定した床構造にするために全てのサイトで採用する。 

継続使用
不可教室

継続使用
可能教室

教室
不足数

教室
校長室・

倉庫
教員
室

既存
ブース

数

整備
ブース

数

合計
ブース

数

既存
ユニット

数

整備
ユニット

数

1 BY2 Salimboukou 'B' 小学校 853 12 6 0 18.96 6 1 0 2 4 6 7 0 町に隣接

2 BY3 Gbankoni 小学校 359 6 6 0 7.98 6 1 0 0 6 6 4 0 町に隣接

3 KG1 Karaga L/A 小学校 891 20 0 12 7.80 6 1 0 0 6 6 0 3 他グループ校とサイト共有

4 AS9 Adiembra Catholic 小学校  A 348 6 0 0 7.73 6 1 0 0 6 6 0 3 新設サイト

5 BY7 Tusug  小学校 337 5 6 0 7.49 6 1 0 0 6 6 0 0 教員用宿舎要請無し

6 AS1 Adubiase Presby 小学校 280 6 6 0 6.22 6 1 0 0 6 6 0 3
7 BY10 Kungaar-Bugri 小学校 277 6 3 0 6.16 6 1 0 4 2 6 4 0 教員用宿舎要請無し

8 BY1 Kinkangu 中学校 212 3 3 0 6.06 6 1 1 0 6 6 0 0 教員用宿舎要請無し

9 AS3 Amanbete D/A  小学校 272 6 6 0 6.04 6 1 0 0 6 6 6 0 他７ユニット有り

10 AS10 Homaho D/A 小学校 270 6 8 0 6.00 6 1 0 4 2 6 0 0 町に隣接

11 AS2 Nyankomase Ahenko D/A 小学校  'B' 268 6 3 0 5.96 3 1 0 0 3 3 0 3
12 BY5 Chintuing No.2 D/A 小学校 266 6 6 0 5.91 3 1 0 0 3 3 0 0 町に隣接

13 AN9 Afenase D/A 小学校 240 6 0 0 5.33 3 1 0 0 3 3 0 3 新設サイト

14 STK2 Poru 小学校 221 2 2 0 4.91 3 1 0 0 3 3 0 3
15 AN-ALT Krofofordo M.A. 小学校 214 5 5 0 4.76 3 1 0 0 3 3 0 3 AN10の代替校

16 STK4 Gbelpie 小学校 210 3 3 0 4.67 3 1 0 0 3 3 0 3
17 AN8 Abotareye M.A. 小学校 209 3 6 0 4.64 3 1 0 0 3 3 3 0
18 AS4 Anyinabrim Methodist 小学校 202 6 6 0 4.49 3 1 0 0 3 3 0 0 町に隣接

19 AS5 Mesomagor D/A 小学校 191 6 6 0 4.24 3 1 0 0 3 3 6 0
20 STK10 Kalba 中学校 252 7 0 3 4.20 3 0 0 4 2 6 0 3
21 CG8 Jukuku 小学校 187 4 0 0 4.16 3 1 0 0 3 3 0 3 新設サイト

22 AN4 Sekanbodua M.A. 小学校 187 3 3 0 4.16 3 1 0 0 3 3 0 3 新校舎建設中

23 CG3 Adape 小学校 182 4 5 0 4.04 3 1 0 0 3 3 0 3
24 BY8 Yunyoo 中学校 140 6 3 0 4.00 3 1 1 0 3 3 4 0 町に隣接

25 CG6 Kigbirpe 小学校 176 6 0 0 3.91 3 1 0 0 3 3 0 3 新設サイト

26 BY6 Suanvusi 小学校 170 3 3 0 3.78 3 1 0 0 3 3 0 0 町に隣接

27 CG4 Chama Amezyn 小学校 166 4 3 0 3.69 3 1 0 0 3 3 0 3 アクセス悪い（2時間）

28 STK5 Dani-Uuri 小学校 161 4 3 0 3.58 3 1 0 0 3 3 0 3
29 STK1 Tuoyiri小学校 157 6 0 0 3.49 3 1 0 0 3 3 0 3 新設サイト

30 STK9 Konfali 小学校 156 4 3 0 3.47 3 1 0 0 3 3 0 3
31 CG2 Sheri 中学校 224 7 3 3 3.40 3 1 1 4 2 6 0 3
32 AN1 Bereku Nyamebekyere D/A 小学校 151 3 6 0 3.36 3 1 0 0 3 3 0 0 町に隣接

33 AS6 Dominase D/A 小学校 205 6 0 0 4.56 3 1 0 0 3 3 0 3
34 AN2 Odumase Wawase D/A 小学校 200 5 0 0 4.44 3 1 0 0 3 3 0 3
35 CG1 Kpabuso 中学校 119 3 0 0 3.40 3 1 1 0 3 3 0 3
36 AN5 Awisem Haji Idris Islamic 小学校 406 6 6 0 9.02 6 1 0 3 3 6 0 3

37 AS7 Akoteykrom D/A 小学校 249 6 6 0 5.53 3 1 0 0 3 3 7 0

9,608 206 125 18 201.53 144 36 4 21 129 150 41 66

備考

整備室数

工事開始前に先方負担工事
が完了している必要が有る
ために計画対象として選定
されたが優先順位の低いサ
イト

優先
順位

整備トイレブース数
教員用宿舎
ユニット数

学校
番号

学校名
児童・
生徒数

教員数

既存教室数

合計
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２）開口部 

標準設計での扉・窓等開口部周囲の構造はコンクリートブロックであり、木製扉・窓枠設置に対し

て十分なアンカーが取れないため、多くの学校で扉・窓の開閉に問題があった。それを解消するた

めに、コンクリートフレームの打設を計画し、コンクリート釘等による安定した扉・窓枠設置を確

保する計画とする。 

 

（２）施工品質の改善案 

現地調査において施工品質の低い建設事例を多く確認したが、それらに共通していることは、施工業者

と発注者側の施工監理者の品質管理に対する認識、および不適切施工に対するチェック・修正体制が確立

されていないという点にあった。各郡が主体的に実施している小中学校施設建設では、郡評議会（District 

Assembly）の技術者が施工監理を担当しているが、現場監理の巡回数は少なく、例えばコンクリート柱が

垂直に打設されていないような初歩的な施工ミスも見過ごされている状況であった。一方、施工業者は工

事契約書・仕様書を遵守する立場ではあるが、監理者からの指摘が無ければ施工不良でも何ら責任問題に

ならない現状である。 

よって、本計画の建設実施にあたっては、邦人技術管理者と共に現地施工監理コンサルタントによる施

工品質に対する意識向上を目的とした技術講習会開催、各施工現場への巡回指導・監理・検査を重点的に

行い、施工不良等の問題発生を事前に防止する監理体制・日程を計画する。 

１）技術講習会 

施工業者を対象に、着工前あるいは主要工事（鉄筋・型枠・コンクリート工事等）着手前にビデオ・

パワーポイント等を利用し、工事の重要ポイントを説明すると共に、施工品質向上が次に続く工事

を容易にし、維持管理費の削減をも可能にすることを理解してもらう。 

２）施工監理体制 

施工監理体制としては、現地施工監理コンサルタントのエンジニアは各施工現場に週 1 回巡回する

こととし、その助手であるテクニシャンは週 2 回監理に赴きエンジニアに報告する計画である。な

お、邦人技術管理者は、エンジニアからの報告を受け適切な指示を伝えると共に、最低 3 週間に 1

回の割合で各施工現場を巡回する方針とする。 

 

（３）コウモリ対策 

コウモリによる被害とは、教室の天井裏等の暗部に棲息したコウモリの糞尿が教室内にもたらす汚染と

悪臭である。聞取り調査では、ガーナ国の特定地域にその被害が見られ、本計画の対象地域も含まれると

のことであった。 

１）コウモリ侵入防止幕板 

現地調査では、外壁と屋根材の交わる部分の施工不具合が原因で、教室へのコウモリ侵入および被

害が発生していることを確認した。現地仕様である壁面ブロック積み後のモルタル塗りだけでは、

十分に隙間が塞がれていないため、隙間防止材として、上部を屋根材の断面形状に加工した木製の

幕板を設置することを提案する。 

２）天井不設置 
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万が一コウモリが侵入した場合でも教室汚染を防止できるよう、天井設置は取りやめることとする。

ただし、騒音・輻射熱の軽減対策として屋根材の下に 12mm 合板を敷くことを提案する。 

 

（４）他の教育環境改善案とバリアフリー 

１）白蟻対策 

ガーナ国では木部に白蟻被害が発生していることが報告されているため、白蟻防虫処理を施した木

材を使用する。 

２）換気窓 

標準設計に基づき梁下に設置されている木製ガラリ窓は、開口率が低いため教室内への採光が不十

分である。また、北部地方では教室での蜂被害があることが報告されていることから、防虫網付穴

明きコンクリートブロックに変更することを提案する。 

３）教室後部への黒板設置 

本計画の対象地域は地方の過疎地であるため、小学校においては複式授業が実施されている対象校

も含まれている。複式授業の実施にあたっては、1 教室の前後に黒板を 2 カ所設置して授業を実施す

る方法が効率的である。また、通常のクラスにおいても壁に掲示物が直に貼られており、壁の汚れ

の原因となっているが、教室後部に黒板を設置することにより、黒板が掲示板として有効活用され、

内壁の汚れ防止に貢献することも期待される。校長室にも効率的な学校運営のためには黒板と掲示

板が必要である。黒板は小学校教室内には 2 カ所、中学校教室内に 1 カ所、小中学校共校長室には

室内に黒板 1 カ所、屋外に掲示板 1 カ所を設置することを提案する。 

４）スロープ 

現状では、ほとんどの小中学校に設置されていないが、身障者等の施設利用者への配慮から、各施

設へのアプローチにスロープ 1 カ所設置を提案する。 

５）屋根トラス形状 

標準設計における水平材の入ったトラス形状を、構造強度を変えずにトラス中心を高くし、教室内

の圧迫感を軽減する構造計画とする。 

 

3-2-2-3 建築計画 

 

（１）配置計画 

教室内の採光および朝夕の日射対策のため、教室棟の開口部は南北方向に向くような配置計画とする。

ガーナ国では 1 年を通じて北東あるいは南西からの風が期待できるため、換気・通風のための開口部の位

置はそれに沿うように、また、トイレとの位置関係は逆にその方向を避けるように計画する。 

敷地内に高低差がある場合は、基礎の根入れ深さを一定にできるよう教室棟の位置を検討し、構造的に

無理のない配置計画とする。 

 

（２）建築計画 

１）平面計画 
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① 所要室の計画 

a）小学校教室棟 

小学校の教室棟については、教育省標準設計に基づいた 3 教室棟、3 教室および倉庫付校長室

棟の 2 タイプを設定し、計画対象校に応じてその中から選択する。 

b）中学校教室棟 

中学校教室棟については、小学校同様、教育省標準設計に基づいた 3 教室棟(倉庫付)、3 教室(倉

庫付)と校長室(倉庫付)および教員室からなる教室棟の 2 タイプを設定し、計画対象校に応じて

その中から選択する。 

c）トイレ棟 

教育省標準設計に準じた 2・3・4 ブースタイプを設定し、計画対象校に応じてその中から選択

する。なお、6 ブースが必要な場合には、3 ブースタイプを 2 棟建設することとする。 

d）教員用宿舎棟 

教育省標準設計の 3 ユニットタイプを準用する。 

e）各施設共通 

各施設へのアプローチには、身障者の利用も想定しスロープを 1 カ所設置する。 

以下の表に各施設のタイプ・施設内容・床面積を示す。 

表３−５ 施設タイプ一覧表 
施設名 タイプ名 施設内容 棟建築面

積（m2） 
棟床面積
（m2）

小学校 教室棟 タイプ 1 3 教室+校長室（倉庫付） 203.39 294.96
タイプ 2 3 教室 174.33 255.33

中学校 教室棟 タイプ 3 3 教室（倉庫付）+校長室（倉庫付）+教員室 310.37 432.65
タイプ 4 3 教室（倉庫付） 251.87 354.64

小中学校 トイレ棟 タイプ A 3 ブース（KVIP タイプ） 18.30 24.07
タイプ B 4 ブース（KVIP タイプ） 24.40 30.79
タイプ C 2 ブース（KVIP タイプ） 12.20 17.36

教員用宿舎棟  3 ユニット（1LDK タイプ） 207.33 291.06
 

② 所要室の計画床面積 

各所要室の計画床面積を、教育省標準床面積と共に以下の表に示す。 

表３−６ 所要室計画床面積表 

所要室名 教育省標準床面積 計画床面積 備 考 

小学校教室 6.15×7.45=45.82m2 6.15×7.45=45.82m2 標準設計と同等 

同上校長室 

（倉庫付） 

3.75×5.65=21.19m2 3.725×6.15=22.91m2 教室平面計画に合わせ

る 

中学校教室 

（倉庫付） 

（教室）7.05×8.85=62.39m2

（倉庫）1.20×3.375=4.05m2

合計：66.44 m2

（教室）7.05×8.85=62.39m2

（倉庫）1.20×3.375=4.05m2

合計：66.44 m2

標準設計と同等 

 

 

同上校長室 

（倉庫付） 

（校長室）3.75×3.90=14.63m2

（倉庫）2.40×3.15=7.56m2

合計：22.19m2

（校長室）3.75×3.55=13.31m2

（倉庫）2.55×3.50=8.93m2

合計：22.24m2

標準設計に準ずる 

 

同上教員室 4.40×8.70=38.28m2 4.00×8.70=34.80m2 標準設計に準ずる 

トイレブース 1.025×1.925=1.97m2 1.025×1.925=1.97m2 標準設計と同等 
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２）断面計画 

① 床レベル 

降雨時の床上冠水を避けるため、教育省標準設計と同様に床レベルを地盤面より 450mm 高くす

る。 

② 換気窓、天井、コウモリ侵入防止幕板 

前述、改善案の項を参照のこと。 

３）構造計画 

① 構造方式 

a）架構方式 

本計画における構造方式として、耐久・耐力性に優れ、ガーナ国でも一般的に普及している鉄

筋コンクリート・ラーメン（柱・梁）構造を採用する。 

b）基礎形式 

GL-0.5〜-1.0m 付近を支持地盤と想定し、独立基礎・基礎梁を計画する。支持地盤の設計許容

支持力は fa=0.5Mpa を想定している。 

c）床構造 

1 階床は、スチールメッシュ（溶接網状鉄筋）入り土間コンクリートとし、柱・梁からは独立

した構造とする。 

d）壁構造 

構造的に耐力壁と想定しない各壁はコンクリートブロック造とする。ただし、扉・窓等の開口

部廻りには、補強用に縦方向150×150および横方向150×225の鉄筋コンクリートを打設する。 

② 設計荷重および外力 

a）固定荷重 

鉄筋コンクリート：  24.0 kN/m3 

コンクリートブロック： 13.5 kN/m2 

木材：   6.0〜8.0 kN/m3 

モルタル：  20.0 kN/m3  

b）積載荷重 

屋根：   1.0 kN/m2 

教室：   2.5 kN/m2 

c）地震力 

イギリス基準に準拠する。 

d）風圧力 

イギリス基準に準拠する。 

③ 使用材料 

a）コンクリート 

現場練りコンクリート 

基礎フーチング、基礎梁、土間コンクリート、柱、梁：Fc28=21Mpa（210kg/cm2） 
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b）セメント 

普通ポルトランドセメント（現地産） 

c）鉄筋 

丸鋼、異形鉄筋（市場流通輸入品） 

d）木材 

現地産堅木 

４）設備計画 

① 電気設備計画 

現地調査において、ほとんどの対象校に電力供給がなされておらず、また、照明器具が設置され

ている学校においても電気料金負担ができず利用していない状況であった。本計画においては、

より多くの教室建設を主眼とし、時期尚早である電気設備計画は含めないものとする。 

② 給排水衛生設備計画 

本計画の対象校は、上下水道施設未整備の地域にあり、また井水供給も完備されていない。よっ

て、本計画では、学校用に KVIP 方式トイレの排便設備、教員用宿舎用に KVIP 方式トイレ排便

設備、および台所・シャワー室の排水設備が計画対象となる。 

５）建築資材計画 

本計画で使用する建築資材の選定に当っては、現地の気候風土に適し、現地に定着した材料・工法

の採用に重点を置き、経済性・耐久性・維持管理の容易性に配慮して、以下のように計画している。

なお、内壁を一部隆起させた現地仕様の黒板を教室（小学校 2 カ所、中学校 1 カ所）・校長室（小中

学校共 1 カ所）に、木製掲示板を小中学校の校長室外壁に建築工事として計画する。 
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表３−７ 主要仕上げ材料 

 仕上げ部位 教育省標準設計仕様 採用仕様 採用理由 
教室棟 外部 

仕上げ 
屋根 アルジンク鋼板 0.35mm 12mm 合板下地アルジンク

鋼板 0.35mm 
耐久性と共に断熱・

遮音性を考慮 
外壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 
屋外床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 
軒天 合板下地塗装仕上げ なし コウモリ対策 

内部 
仕上げ 

床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 
壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 
天井 合板下地塗装仕上げ なし コウモリ対策 

建具・

その他 
扉 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 
窓 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 
倉庫扉 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 
換気口 木製ガラリ塗装仕上げ 防虫網付穴明きコンクリ

ートブロック 
採光性、蜂被害を考

慮 
教 員 宿

舎棟 
外部 
仕上げ 

屋根 アルジンク鋼板 0.35mm アルジンク鋼板 0.35mm 天井設置のため標準

設計に準拠 
外壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 
屋外床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 

内部 
仕上げ 

床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 
壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 
天井 合板下地塗装仕上げ 合板下地塗装仕上げ 住居のため標準設計

に準拠 
建具・

その他 
扉 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 
窓 木製塗装仕上げ、ガラス付

アルミジャロージ 
木製塗装仕上げ、ガラス付

アルミジャロージ 
現地で一般的 

ト イ レ

棟 
外部 
仕上げ 

屋根 アルジンク鋼板 0.35mm アルジンク鋼板 0.35mm 現地で一般的 
外壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 
屋外床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 

内部 
仕上げ 

床 モルタル鏝仕上げ モルタル鏝仕上げ 現地で一般的 
壁 モルタル下地塗装仕上げ モルタル下地塗装仕上げ 現地で一般的 

建具・

その他 
扉 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 
窓 木製塗装仕上げ 木製塗装仕上げ 現地で一般的 

 

3-2-2-4 機材計画 

本計画の要請機材は、児童・生徒用、教員用机・椅子等の教育家具である。教育省の標準教育家具仕様

に準じた機材計画を策定する。計画機材リスト（案）を以下に示す。 

表３−８ 計画機材リスト 

棟名 品目 計画整備数/室 

小 中 学 校

教室棟 

教室  児童・生徒用机・椅子（一体式） 23（小学校）、18（中学校）

教員用机、椅子 各 1 

校長室 校長用机、椅子（来客用椅子含む） 各 1、来客用 2 

教員室（中学校のみ） 教員用机、椅子、会議用テーブル 各 6、会議用テーブル 1  
 

3-2-3 概略設計図 
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整備対象校の施設構成表を表 3-9、家具割付表を表 3-10 に、各施設タイプの概略設計図を次ページ以降

に示す。 

 

表３−９ 各協力対象校の施設内容及び規模一覧表 

 

継続使用
不可教室

継続使用
可能教室

教室
不足数

建替 増設 合計
校長室・

倉庫
教員
室

1 2 3 4
既存

ブース
数

整備
ブース

数

合計
ブース

数
A B C

既存
ﾕﾆｯﾄ数

整備
ﾕﾆｯﾄ数

サウラ・ツナ・カルバ郡

1 STK1 ツオイリ小学校 0 0 3.49 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
2 STK2 ポル小学校 2 0 4.91 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
3 STK4 グベルピ小学校 3 0 4.67 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
4 STK5 ダニウウリ小学校 3 0 3.58 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
5 STK9 コンファリ小学校 3 0 3.47 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

11 0 20.12 11 4 15 5 0 5 0 0 0 0 15 15 5 0 0 0 15
6 STK10 カルバ中学校 0 3 4.20 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 1 0 3

0 3 4.20 0 3 3 0 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 1 0 3
11 3 24.32 11 7 18 5 0 5 0 0 1 4 17 21 5 0 1 0 18

セントラル・ゴンジャ郡

7 CG3 アダペ学校 5 0 4.04 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
8 CG4 シャーマアメジン小学校 3 0 3.69 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
9 CG6 キグビルペ小学校 0 0 3.91 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

10 CG8 ジュクク小学校 0 0 4.16 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
8 0 15.80 6 6 12 4 0 4 0 0 0 0 12 12 4 0 0 0 12

11 CG1 クパブソ中学校 0 0 3.40 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 3
12 CG2 シェリ中学校 3 3 3.40 3 0 3 1 1 0 0 1 0 4 2 6 0 0 1 0 3

3 3 6.80 3 3 6 2 2 0 0 2 0 4 5 9 1 0 1 0 6
11 3 22.6 9 9 18 6 2 4 0 2 0 4 17 21 5 0 1 0 18

13 KG1 カラガ小学校 0 12 7.80 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
0 12 7.80 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3

14 BY2 サリンボク 'B' 小学校 6 0 18.96 6 0 6 1 0 1 1 0 0 2 4 6 0 1 0 7 0
15 BY3 グバンコニ小学校 6 0 7.98 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 4 0
16 BY5 シンチュリング第2小学校 6 0 5.91 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
17 BY6 スアンブシ小学校 3 0 3.78 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
18 BY7 ツグ小学校 6 0 7.49 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0
19 BY10 クアンガ-ブグリ小学校 3 0 6.16 3 3 6 1 0 1 1 0 0 4 2 6 0 0 1 4 0

30 0 50.27 27 3 30 6 0 6 4 0 0 6 24 30 6 1 1 15 0
20 BY1 キンカング中学校 3 0 6.06 3 3 6 1 1 0 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0
21 BY8 ユンヨー中学校 3 0 4.00 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 4 0

6 0 10.06 6 3 9 2 2 0 0 2 1 0 9 9 3 0 0 4 0
36 0 60.3238 33 6 39 8 2 6 4 2 1 6 33 39 9 1 1 19 0

22 AS1 アドゥビアセプレスビー小学校 6 0 6.22 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
23 AS2 ニャンコマセアヘンコ'B'小学校 3 0 5.96 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
24 AS3 アマンベテ小学校 6 0 6.04 6 0 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 6 0
25 AS4 アニナブリムメソジスト小学校 6 0 4.49 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
26 AS5 メソマゴー小学校 6 0 4.24 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 6 0
27 AS6 ドミナセ小学校 0 0 4.56 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

28 AS7 アコテイクロム小学校 6 0 5.53 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7 0
29 AS9 アディエンブラカソリック小学校A 0 0 7.73 0 6 6 1 0 1 1 0 0 0 6 6 2 0 0 0 3
30 AS10 ホマホ小学校 8 0 6.00 6 0 6 1 0 1 1 0 0 4 2 6 0 0 1 0 0

41 0 50.78 30 9 39 9 0 9 4 0 0 4 35 39 11 0 1 19 12

31 AN1 ベレクニャメベキェレ小学校 6 0 3.36 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0
32 AN2 ウドゥマセワワセ小学校 0 0 4.44 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
33 AN4 セカンボデュア小学校 3 0 4.16 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
34 AN5 アウィセムハジイリスイスラム小学校 6 0 9.02 6 0 6 1 0 1 1 0 0 3 3 6 1 0 0 0 3
35 AN8 アボタレイエ小学校 6 0 4.64 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 3 0
36 AN9 アフェナセ小学校 0 0 5.33 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3
37 AN-ALT クロフォフォルド小学校 5 0 4.76 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3

26 0 35.71 18 6 24 7 0 7 1 0 0 3 21 24 7 0 0 3 15

116 12 180 92 34 126 32 0 32 10 0 0 13 113 126 35 1 2 37 57
9 6 21 9 9 18 4 4 0 0 4 2 8 16 24 4 0 2 4 9

125 18 202 101 43 144 36 4 32 10 4 2 21 129 150 39 1 4 41 66

トイレ棟
タイプ

中学校合計

小中学校合計

小学校合計

既存教室数

カラガ郡

ブンクプルグ・ユンヨー郡

アシンサウス郡

アシンノース郡

小学校小計

小学校小計

小中学校小計

小学校小計

小学校小計

小学校小計

小中学校小計

中学校小計

整備室数

中学校小計

小学校小計

中学校小計

教室棟タイプ

小中学校小計

番号

整備トイレブース数 教員用宿舎
ユニット数

学校
番号 学校名

整備教室数
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表 3-10 各協力対象校の家具割付表 

室数
生徒用

机・椅子
教員用

机・椅子
室数

校長用
机・椅子

来客用
椅子

室数
教員用

机・椅子
会議用

テーブル

サウラ・ツナ・カルバ郡

1 STK1 Tuoyiri小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
2 STK2 Poru 小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
3 STK4 Gbelpie小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
4 STK5 Dani-Uuri小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
5 STK9 Konfali小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0

15 345 15 5 5 10 0 0 0
6 STK10 Kalba中学校 3 54 3 0 0 0 0 0 0

3 54 3 0 0 0 0 0 0
18 399 18 5 5 10 0 0 0

セントラル・ゴンジャ郡

7 CG3 Adape小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
8 CG4 Chama Amezyn小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
9 CG6 Kigbirpe小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0

10 CG8 Jukuku小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
12 276 12 4 4 8 0 0 0

11 CG1 Kpabuso中学校 3 54 3 1 1 2 1 6 1
12 CG2 Sheri中学校 3 54 3 1 1 2 1 6 1

6 108 6 2 2 4 2 12 2
18 384 18 6 6 12 2 12 2

13 KG1 Karaga L/A小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
6 138 6 1 1 2 0 0 0

14 BY2 Salimboukou 'B' 小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
15 BY3 Gbankoni小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
16 BY5 Chintuing No.2 D/A 小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
17 BY6 Suanvusi小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
18 BY7 Tusug 小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
19 BY10 Kungaar-Bugri小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0

30 690 30 6 6 12 0 0 0
20 BY1 Kinkangu中学校 6 108 6 1 1 2 1 6 1
21 BY8 Yunyoo中学校 3 54 3 1 1 2 1 6 1

9 162 9 2 2 4 2 12 2
39 852 39 8 8 16 2 12 2

22 AS1 Adubiase Presby小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
23 AS2 Nyankomase Ahenko D/A 小学校 'B' 3 69 3 1 1 2 0 0 0
24 AS3 Amanbete D/A 小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
25 AS4 Anyinabrim Methodist小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
26 AS5 Mesomagor D/A小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
27 AS6 Dominase D/A 小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0

28 AS7 Akoteykrom D/A小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
29 AS9 Adiembra Catholic 小学校 A 6 138 6 1 1 2 0 0 0
30 AS10 Homaho D/A小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0

39 897 39 9 9 18 0 0 0

31 AN1 Bereku Nyamebekyere D/A 小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
32 AN2 Odumase Wawase D/A 小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
33 AN4 Sekanbodua M.A.小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
34 AN5 Awisem Haji Idris Islamic 小学校 6 138 6 1 1 2 0 0 0
35 AN8 Abotareye M.A.小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
36 AN9 Afenase D/A小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0
37 AN-ALT Krofofordo M.A.小学校 3 69 3 1 1 2 0 0 0

24 552 24 7 7 14 0 0 0
126 2,898 126 32 32 64 0 0 0
18 324 18 4 4 8 4 24 4
144 3,222 144 36 36 72 4 24 4

番号
学校
番号

学校名

校長室

小学校小計

中学校小計

教員室

小中学校小計

小学校小計

教室

小学校小計

小中学校小計

小学校小計

小学校小計

小学校小計

小中学校小計

中学校小計

中学校小計

中学校合計

小中学校合計

小学校合計

カラガ郡

ブンクプルグ・ユンヨー郡

アシンサウス郡

アシンノース郡
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3-2-4 施工計画  

 

3-2-4-1 調達代理機関による施工・調達方針 

 

（１）事業実施の基本事項 

本計画は、日本国政府の無償資金協力の枠組に従って実施される。わが国政府の閣議承認後、両国政

府間で交換公文（E/N）、贈与契約（G/A）が締結した後、正式に実施されることとなる。 

ガーナ国政府は、事業の施主としてわが国の調達代理機関と調達代理業務契約を結び、事業の実施を

委託する。調達代理機関は、ガーナ国政府の代理人として現地事業実施者（施工業者、家具専門業者）

の調達を行う。 

 

（２）政府間協議会 

本計画の E/N 締結後、政府間協議会を設立する。政府間協議会は、ガーナ国政府、わが国政府および

JICA ガーナ事務所より成立し、協議会議長はガーナ国政府代表とする。本計画においては、ガーナ国教

育省を主体に、必要に応じて財務省、外務省を含めた構成となる。また、調達代理機関の代表がアドバ

イザーとして参加する。政府間協議会は、事業実施中に生じる諸問題について協議・調整を行う。 

 

（３）事業実施体制 

本計画実施に係る E/N 締結についてのガーナ国側担当機関は同国外務省である。また、本計画事業の

担当機関は同国教育省であり、事務次官が事業全体の責任者として調整と事業運営を行い、本計画の実

施機関であるガーナ教育サービスが実務を担当する。事務次官は、ガーナ国側負担工事として対象校の

計画に必要とされるアクセス道路整備計画、敷地整備、外塀および門扉の建設等について統括管理を行

う。 

調達代理機関のもと本計画事業を実施する実務者は以下のとおりである。 

 

１）調達代理機関 

わが国政府とガーナ国政府との E/N に添付される合意議事録（A/M）、及び JICA との間で締結する

贈与契約（G/A）に基づき、教育省と調達代理機関が調達代理業務契約を結ぶ。調達代理機関は、

本事業全体の統括および資金管理を担当し、その中には施設・機材に係る入札図書の作成、入札

による施工業者および家具専門業者の選定業務も含まれる。 

 ２）施工監理コンサルタント 

①本邦コンサルタント（元請け） 

調達代理機関は、概略設計調査を担当したわが国のコンサルタント会社と施工監理業務契約を

結び、コンサルタント会社は技術管理者を現地に派遣する。同コンサルタント会社は、別途施

工監理業務委託契約を現地コンサルタントと締結し、派遣する邦人技術管理者の業務支援を図

る。 

邦人技術管理者は、工事実施期間中アクラおよびタマレに拠点を構え、施工監理に係る現地施



- 49 - 

工業者への技術指導、出来高検査等の確認を行い、完了検査・瑕疵検査を行う。また、定期的

に工事進捗状況を調達代理機関に報告する。 

②現地コンサルタント 

現地コンサルタントは、概略設計調査を担当したわが国のコンサルタント会社と施工監理業務

委託契約を結び、本邦技術管理者の業務支援を行う。業務内容は、施工業者・家具専門業者選

定に関わる入札業務の実務補助、工事の施工監理、出来高検査および竣工検査の実施である。 

３）紛争調停機関 

本計画事業実施中に、関係機関・業者間での紛争および訴訟等の問題解決・調停を行う第三者機

関として、Ghana Institution of Surveyors を想定する。この機関に対する一定期間の雇用・委託契

約、報酬の支払いの必要はなく、問題が発生し調停を依頼する場合にのみ調停費用の支払いが必

要となる。 

４）調達アドバイザー 

本計画のカウンターパートであり教育省の調達代理機関でもある FPMU（Funds and Procurement 

Management Unit）を調達アドバイザーとして想定する。ただし、公的機関のため委託契約という

形はとらず、賃金等も支払いも必要ない。 

５）施工業者 

入札参加制限付一般競争入札によって選定され、工事契約図書に従って建設工事を行い、竣工検

査および瑕疵検査の指摘事項の是正を行う。 

６）家具専門業者 

入札参加制限付一般競争入札によって選定され、契約図書に従って家具の調達を行う。 

 

以下に、想定される業務実施体制図を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３−７ 業務実施体制図 

 

日本国政府 

JICA 

ガーナ国政府 

JICA ガーナ 
事務所 

ガーナ国教育省 

調達代理機関 

施工監理
コンサルタント 
（本邦+現地
コンサルタン

施工業者 家具専門業者 

紛争調停機関 

政府間協議会

   ：E/N 

   ：契約関係 

   ：監理・指導 

   ：連絡・調整 

教育省 FPMU 
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3-2-4-2 施工・調達上の留意事項（契約及び紛争処理等） 

 

（１）自然条件 

本計画実施にあたり、自然条件の中では特に雨期への配慮が必要と判断される。ガーナ国における雨

期での問題点は、工事の施工効率の低下に関してではなく、サイトへのアクセス可否による工事遅延で

ある。 

計画対象地の北部ノーザン州では、雨期の最盛期としては 8〜10 月が想定され、最盛期の降雨日数は

月 15 日程度で降雨量も月 180mm 前後である。ノーザン州では、岩盤が地表に露出している場所が多くあ

り、道路・排水処理が未整備であるため、雨期にはサイトへのアクセスが困難になる場合もある。なお、

聞取り調査ではアクセスさえ可能であれば、工事作業は実施できることを確認している。 

また南部セントラル州では、雨期の最盛期は 5〜7 月、降雨日数は月 15 日以下、降雨量は月 220mm 前

後である。雨期のサイトへのアクセスは北部ほどの影響はなく、聞取り調査では晴れ間の工事作業は十

分可能であることを確認している。 

よって、サイトへのアクセスが確保できる時期での施工計画が望まれ、また、少なくとも施工性およ

び品質確保の点から、土・コンクリート工事は雨期を避ける計画方針とする。 

 

（２）建設資材 

本計画は、現地リソースを活用するという「コミュニティ開発支援無償」方式により実施される予定

であり、具体的には現地の建築事情が反映されることになる。建設資機材の市場流通状況および施工方

法・技術の普及度に合わせ、現地で入手可能な資機材および工法を利用する方針である。また、遠隔地

サイトで入手困難な建設資機材や特殊技能者を要する施設計画案は提示しない。 

例えば、ガーナ国の教育施設のみならず多くの建物で、木製の屋根トラスや扉・窓が使用されており、

構造的な耐久性や環境保全の観点からすると、木製ではなくスチール製が望ましいという判断もあるが、

スチールの市場流通性および施工技術が不確実であり建設事例も殆どないため採用しない。 

 

（３）紛争処理 

ガーナ国内の調達契約に関する紛争解決方法は下記の通りである。 

１）仲裁人(Adjudicator)を指名し、入札時に契約当事者間で合意する。 

教育省では公共調達局策定標準図書に則り、契約図書で Ghana Institution of Surveyors 及びその代

表を仲裁人として指定し、業者は入札時にその指定を受諾する旨、札に記載する。仲裁人の指名

は、施工業者が安易に裁判に訴える事を防ぐ目的もある。 

なお、費用については実際に問題が発生し、Ghana Institution of Surveyors に仲裁を依頼する段階

で初めて発生するため、指名を行っただけでは仲裁人費用は発生しない。仲裁手続きは必要な時

間が個別事例により大きく異なり、1 週間で決着するものから 1 年以上かかる事例もあるという

ことである。 

２）UNCITRAL  

通常ガーナ国内契約では、Ghana Arbitration Centre のルールに則って仲裁が行われているが、
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UNCITRAL のような国際的に使用されているルールであれば、Institution に登録している仲裁人

が対応できる。UNCITRAL では機材調達については特に仲裁人は指定せず、紛争解決方法として

UNCITRAL 仲裁規則を指定するのみである。 

３）裁判所 

仲裁を紛争解決手段に指定しない場合、契約当事者は不満があれば裁判所に訴えることができる。

また、仲裁結果に双方とも合意しない場合には裁判所判断を仰ぐこともできるということである。 

 

以上から、コミュニティ開発支援無償では教育省と同様に Ghana Institution of Surveyors を仲裁機関、

その代表を仲裁者として指名し、仲裁地をガーナ国とすることが適当と思われるが、仲裁条項につきガ

ーナ国仲裁条項を採用するか、UNCITRAL 仲裁規則を採用するかについては両条項の内容確認が必要と

なると思われる。 

併せて、仲裁になった場合に必要となる費用を業者が入札時の会社経費に算入することを認めるのか、

現地状況を確認して判断する必要がある。 

 

（４）免税に係る手続き 

ガーナ国教育省及び国税庁、財務省からの聞取り調査において、コミュニティ開発支援無償における

資金管理方法、契約関係の具体的免税方法は原則として非課税方式であるが、還付金方式も可能である

ことを確認した。 

免税（VAT12.5 % 保険料 2.5%計 15％）手続き方法は以下のとおりである。 

①E/N、G/A、及び調達代理機関との契約締結後に調達代理機関が教育省に対し案件概要説明及びプロ

ジェクトに対する包括的免税申請を行う。 

②教育省は調達代理機関の申請を財務省に提出し、財務省は税務関係機関に諮った上で国会の承認申

請を行う。国会承認の後、関係機関に通知が行われ、調達代理機関に同案件に係る一年間の免税資

格が与えられる。この承認に基づき調達代理機関が締結する契約においても免税が適用されること

となる。調達代理機関より申請受領後 5～6 週間程度で、国会の承認を取り付けるよう手配を行う

との発言が教育省よりあった。国会の開催時期は教育省から 1 月から 4 月、イースター終了後から

7 月下旬、10 月からクリスマス前までと報告された。また、無償資金協力案件の場合は国会の承認

が必要でない可能性もあるので確認の必要が有る。 

③翌年以降の延長が可能であり、その手続きは数日で完了の予定である。 

④入札に先立って教育省は免税申請書に加えて、E/N の写しと使用予定量を明記した建材リスト

（Material Schedule）を財務省に提出する必要がある。 

⑤工事受注業者は交付された免税許可書交付を持参して VAT登録をした正規建材販売店にて建材を購

入する必要がる。 

 

3-2-4-3 契約のロット分け、入札計画 

 

（１）フェーズ分け 
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本計画の対象地域は、既述の自然条件および以下のアクセス条件より 2 つに大別される。効率的な施

工監理、優良施工業者の再選定、およびガーナ国で初めての「コミュニティ開発支援無償」プロジェク

トに係るリスク軽減等を考慮し、本計画をフェーズ分けによって建設することを基本方針とする。 

① 北部ノーザン州 

首都アクラから州都のあるタマレまでは、陸路では約 10 時間を要し、空路では約 1 時間でアク

セスできる。 

② 南部のセントラル州 

首都アクラから州中心地のアシンフォソまでは、車で道路整備状況の良好な幹線道路を利用し、

約 2 時間でアクセスできる。 

第 1 フェーズとしては工事関係者・建設資機材のサイトへのアクセスに問題が少なく、アクラに近接

している南部のセントラル州を選定し、第 2 フェーズでは、遠隔地にある北部のノーザン州において第

1 フェーズの経験を生かし、優良施工業者の再選定やアクセスを配慮した工程計画とする。 

 

（２）ロット分け 

ロット分けについては、対象サイト間の距離・移動時間、および想定する施工業者のクラスの受注可

能工事費に応じた 1 ロット当たりの工事金額を考慮し、まとまりのあるロット分けを計画する。 

ガーナ国での小中学校教育施設の施工業者の多くは、D2 クラスと D1 クラス下部の登録業者であり、

本計画実施のために選定される施工業者としても、経験のあるそれらの業者の入札参加を想定している。

そのため、ロット分けに際しては D2 クラスの業者でも入札参加が可能な施工規模設定（20 万〜50 万

US$/ロット）を検討する。 

 

（３）入札計画 

 １）施工業者 

本計画の建設実施を行う施工業者は、入札期間の短縮と入札経費削減のためにガーナ国で一般的

に実施されている入札参加制限付一般競争による国内入札方式によって選定する。入札参加施工

業者は、政府登録された国内外の会社であり、入札は首都のアクラで実施する。ガーナ国では、

入札の前段階のおける PQ 審査制度が一般的ではないため、入札時に資格審査も同時に行うこと

とする。資格審査については、年間売上高を含む工事経験・財務状況・従事者資格・所有建設機

械等に関する会社業務能力を問うものである。また、入札価格の見積書のほかに、人員配置表・

施工計画書等の技術プロポーザルの提出要請も想定している。 

 ２）家具専門業者 

ガーナ国の教育施設に係る家具調達には施工業者の一括請負による場合もあるが、本計画では家

具専門業者の中から入札参加制限付一般競争入札により選定する。施工業者同様、入札は首都の

アクラで実施することを想定するが、全国展開をしていない事業者を考慮した最寄り都市での入

札実施の選択肢も検討する。 

 

3-2-4-4 施工監理 
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本計画における施工監理業務は、邦人技術管理者を中心に現地コンサルタントによって、施工業者の

指導および円滑な事業推進を図り、また、教育省を始めとした郡教育事務所、郡評議会、学校関係者、

SMC 等との連絡業務を行う。具体的な施工監理業務・体制は以下のとおりである。 

 

（１）施工監理業務 

① 発注仕様書に記される内容、頻度で施工現場を巡回し、工事の品質確保、工程遵守、安全管理

に関する検査を行い、定期的に調達代理機関に報告する。 

② 施工業者より調達代理機関に対する支払い請求提出時には、調達代理機関の承認を得て出来高

検査を迅速に実施し、その結果を調達代理機関に報告する。 

③ 竣工検査を実施し、その結果を調達代理機関に報告する。 

④ 瑕疵検査（ガーナ基準では半年後）を実施し、その結果を調達代理機関に報告する。 

 

（２）施工監理体制 

広範囲に分布する建設サイトにおける工事の品質、工程、安全等の管理に関して適切な指導と関連機

関との十分な調整を行い、円滑な業務推進を図り、契約図書に基づいた工期以内に完成させるための施

工監理体制を計画する。具体的には、以下の配員計画と巡回頻度を想定している。 

１）第 1 フェーズ 

第 1 フェーズではセントラル州の 2 郡が対象となるが、建設サイト間の距離・アクセスが容易で

あり、また、首都アクラにも近い位置にあるため監理体制は以下の図のように想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３−８ 第 1 フェーズ施工監理体制 

 

 ２）第 2 フェーズ 

第 2 フェーズはノーザン州の 4 郡が対象となり、建設サイトは広範囲に渡っている。前述の施工

品質を確保するために、以下の監理体制を想定する。 

 

 

邦人技術管理者

エンジニア 1

テクニシャン 1 テクニシャン 2 テクニシャン 3 

技術管理者助手

現地施工監理コンサルタント

ロット 1〜2 ロット 3〜4 ロット 5〜6
建設サイト

週 1 回巡回/サイト 

週 2 回巡回/サイト 
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図３−９ 第 2 フェーズ施工監理体制 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

 

（１）敷地状況の確認、縄張り 

着工前に敷地境界、既存構造物および地下埋設物・既存樹木状況、敷地内排水経路、雑排水汚水の処

理方法等、また、計画建物周囲の高低差を再確認する。その後、計画建物の位置を消石灰粉等により明

示する縄張りを行い、本計画関係者立ち会いのもと確認・調整する。 

 

（２）地耐力の確認 

施工時に、計画建物が位置する地盤についてその地耐力が適切であるか、掘削等により確認する。不

適切と判断される場合は、邦人技術管理者の指示に基づき補強対策を講じる。 

 

（３）ベンチマーク、遣り方、墨出し 

ベンチマークは、既存の工作物または新設杭等に高さを標し、移動を防ぐため周囲に養生を施す。遣

り方、墨出しは全工期を通じて寸法・位置の基準として施工精度を確保する上で重要であるため、測量

機器（オートレベル、セオドライト等）を使用し、最終的には全サイトにおいて技術管理者が確認する。 

 

（４）土工事、根切り、埋め戻し 

根切りは型枠取り外し作業が容易かつ正確にできるよう、基礎巾より 500mm の余掘りを見込んで掘削

を行う。掘削は手掘りとし、床付けは深堀や岩盤露出を想定した施工要領書を作成し、事前に具体的対

策を検討して行う。埋め戻しは根切り土の良質土を使用する。 

 

（５）鉄筋工事 

サイト毎に、同一資材供給者からの納入を原則とし、ミルシートを確認する。保管、加工及び工具、

継手仕様、定着長さ、フック形状、かぶり厚、スペーサー等については、鉄筋工事施工要領書を作成の

上確認する。 

 

（６）型枠工事 

邦人技術管理者

エンジニア 1 

テクニシャン 1 

技術管理者助手

ロット 1〜2 ロット 2〜3 ロット 4〜5

エンジニア 2 

テクニシャン 2 テクニシャン 3 テクニシャン 4 テクニシャン 5 テクニシャン 6

ロット 5〜6 ロット 7〜8 ロット 8〜9
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木板型枠または合板型枠を使用する。 

 

（７）コンクリート工事 

コンクリートの調合は、重量によらず体積による調合計画とし、実際に使用する骨材、セメント、砂、

水を用いて試験練りを行い、最適な配合を決定する。練りは、小型ミキサーまたは手練りの現場練りと

する。セメントおよび骨材の保管方法、保存期間、または長期保存となる場合の対策、骨材粒度の管理

を含めた調合、コンクリート練り、打設等の一連の作業を、作業員が容易に理解できるように施工要領

書にまとめ、十分な検討、確認を行って施工する。 

 コンクリートの品質管理は、同一施工業者のロット毎に着工時に 1 回行う。打設時にスランプ試験と

テストピース採取を行い、圧縮破壊試験を実施して所定の強度を確認する。テストピースは 1 週および

4 週強度確認用各 3 ピース用意する。試験は現地認定試験機関を活用して行う。 

 

（８）コンクリートブロック工事 

コンクリートブロックは、各サイトで製作したものを使用する。また、積み上げモルタルに使用する

砂は原則として川砂を使用し、泥分・有機物の含有量を調査した上で使用する。セメントは普通ポルト

ランドセメントとし、練り混ぜは現場手練りにて行う。セメント、砂の調合は現地の調合比を原則とす

る。縦遣り方を設置し、積み上げ精度の確保を図る。 

 

（９）左官工事 

本計画施設の仕上げの大半はモルタルであり、現地では標準仕上げであり技術的にも優れている。川

砂と普通ポルトランドセメントを使用する。 

 

（10）建具工事 

扉・窓は、現地で一般的な木製を採用しているが、適切な品質を持つ堅木乾燥材を使用する。また、

窓上の換気口は、防虫網付の穴明きコンクリートブロックを使用する。 

 

（11）塗装工事 

外部は耐候性のある外部用合成樹脂エマルジョンペイント、内部は通常の合成樹脂エマルジョンペイ

ントを用いる。施工に際しては下地処理および検査、塗装後の乾燥養生期間を十分見込んだ計画とする。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

 

ガーナ国においても、物価上昇と共に建設資機材が年 10％程度上昇している。砂・砂利・セメント・

材木等の資材は国内調達が可能であるが、鉄筋・金属板（鉄・アルミ）・PVC 配管材等はヨーロッパ・

アジアからの輸入品に依存している。 

首都のアクラでは本計画に必要な資機材の調達は量的にも可能であるが、クマシ等の地方都市の一部

を除くと、取扱品目・供給量の面で限度があるが、必要に応じてアクラより搬入する方法が取られてい
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る。 

 以下の表に、ガーナ国の各建設資機材の調達状況を記す。 

表 ３-１１ 建設資機材調達状況 

 
項 目 

原 産 国  
備 考 現地 日本 第 3 国 

建築工事     

 セメント ○   

 砂・砂利 ○   

 鉄筋   ○ ヨーロッパ 

 磁器タイル   ○ ヨーロッパ 

 合板（1.2x2.4mx12mm）   ○ ヨーロッパ 

 木材 ○   

 波型アルミ亜鉛鉄板(0.9×4m×0.35mm)   ○ 南ア 

 サッシュ ○   

 木製扉 ○   

 ガラス   ○ ヨーロッパ 

 塗料   ○ ヨーロッパ 

給排水衛生設備工事    

 PVC 管・配管金物   ○ ヨーロッパ 

割合（％） 41.7％ 0％ 58.3％  

 

3-2-4-7 実施工程 

 

E/N 及び G/A 締結後にガーナ国政府と調達代理機関との間で調達代理業務契約が結ばれ、本計画が具

体的に実施される。調達代理機関は邦人技術管理者の支援のもと、施設および機材に関する入札図書作

成、入札・工事・調達契約を実施し、施設建設工事の完了・検査および事業関連書類整理までの業務工

程を遂行する。 

 

（１）入札図書 

調達代理機関は、概略設計調査時に担当コンサルタントが作成する入札参考図書をもとにして、最終

の入札図書を作成する。 

 

（２）契約・調達業務 

契約・調達業務に関する業務内容・作業期間は、次表のように想定する。 

 

表３−１２ 契約・調達業務内容・作業期間 

業務 設定期間 作業内容 
契約業務 
調達代理機関契約 EN 締結後 1 ヶ月 JICS が現地業務実施開始までの事務手続きを含む 
アドバイザー等契約 2〜3 週間 調達代理機関契約後 
調達業務 
「建築関連」  
 入札図書作成 1 ヶ月 入札参考図書を基に作成 
 入札 1.5 ヶ月 公示から開札まで 
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業務 設定期間 作業内容 
 入札評価 1.5 ヶ月 提出書類審査、評価、承認等を含む 
 契約 0.5 ヶ月 長期に渡る契約交渉期間は設定していない 
「機材関連」  
 入札図書作成 1 ヶ月 入札参考図書を基に作成 
 入札 1.5 ヶ月 公示から開札まで 
 契約 1 ヶ月 長期に渡る契約交渉期間は設定していない 

 

（３）建設工事 

１）施工期間 

ガーナ国の 1 校当たりの建設標準施工期間は、6 教室タイプで 6 ヶ月とされているが、本計画で

は各工事期間の適正化より 6.5 ヶ月とし、また、遠隔地サイトの資機材搬入等への配慮から以下

の各フェーズ施工期間を設定する。 

本計画では、D2 クラスの施工業者の受注も想定した、1 ロット当たりの工事費を 500 千ドル以下

の平均 3 校/ロットを設定している。各サイトの施工順序は、コンクリートミキサー等の建設機

器材を効率的に使い回し実施するため、ロット内の各建設サイトの施工時期をずらしながら実施

することを想定している。 

よって、各サイトを 1 ヶ月程度ずらして施工することを推定すると、各フェーズの施工期間は以

下の表のようになる。なお、遠隔地の北部ノーザン州に関しては、資機材搬入等に 0.5 ヶ月の準

備期間を設定している。 

 

表３−１３ 各フェーズの施工期間 

フェーズ 施工地域 施工期間 期間内容 備考 

1 南部セントラル州 8.5 ヶ月 工事期間 6.5 ヶ月/校、3 バッチ/ロット

想定 
 

2 北部ノーザン州 9 ヶ月 準備期間 0.5 ヶ月+工事期間 6.5 ヶ月/、3

バッチ/ロット想定 

遠隔地サイト

 

次の図に 1 校当たりの建設工期と、1 ロット当たりの施工期間を示す。なお、1 ロット当たり平

均 3 校の建設サイトが計画されている。 
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表３—１４ 各ロットの施工期間 

月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ロット サイト 1 

 

サイト 2 

 

サイト 3 

 

 

 

         

 

２）全体工期 

E/N 締結以降の調達代理機関契約後から、建設工事および事業完了時までの全体工期は 24 ヶ月と

推定される。 

３）実施工程（案） 

上記の検討項目をまとめた実施工程表（案）は次のとおり。 
 

表３−１５ 実施工程表（案） 

 

なお、実施工程表（案）において、その時期での実施が確保されない場合は工期遅延等の問

題が発生する可能性が有り、そのクリティカルポイントとして以下の時期が想定される。従

って、工事遅延が発生しないように、万全の体制で工事実施にあたる。 

①第 1 フェーズ開始時期：2010 年 2 月中旬 

5 月からの雨期最盛期以前に、地表面以下の土工事およびコンクリート工事の一部が終了

しない場合には、工事の遅延が発生する可能性が有るため、5 月の雨期最盛期以前に工事

遅延が発生しないよう、周到な工程計画を策定する。 

②第 1 フェーズ終了時と第 2 フェーズ開始時とのインターバル期間：2 週間 

遠隔地である北部ノーザン州への移動・搬入・設営のための期間であり、施工業者および

施工監理コンサルタントの両者にとって必要と考えられる。想定される人員では、同時期

の北部・南部地域の施工監理、および第 2 フェーズ移行への準備・設営等は距離的な面か

ら困難であり、また並行して計画している入札関連業務もあり、準備期間が必要と考える。 

基礎工事 
準備工事 

躯体工事 
仕上げ工事 

検査 

屋外工事 

基礎工事 
準備工事 

躯体工事 
仕上げ工事 

検査 

屋外工事 

基礎工事 
準備工事 

躯体工事 
仕上げ工事 

検査 

屋外工事 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EN ●
調達代理機関契約 ●
弁護士等契約 ■
入札図書作成
入札
入札評価
契約
入札図書作成
入札
契約（納期）
第1フェーズ（南部）
第2フェーズ（北部）

注） セントラル州雨期（5～7月）　　：同州でのサイトへのアクセス、施工性にはそれほど問題はない。

ノーザン州雨期（8～10月）　　：同州でのサイトへのアクセスが困難になる場合もある。　　

：準備期間0.5ヶ月

：実質施工期間8.5ヶ月
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3-3 相手国側分担事業の概要 

 

 日本国の無償資金協力は受益国の自助努力による開発への支援を目的にしており、この基本方針に基

づき日本国政府は受益国側にも応分の負担を求めている。この原則は世界中の全ての受益国に対し平等

に適用されている。従って、日本国政府が本協力対象事業の実施を決定した場合、ガーナ国政府は以下

の措置を講じなければならない。 

 

（１）負担事項の内容 

①協力対象事業に必要な資料・情報の日本側への提供 

ガーナ国は本協力対象事業の円滑な実施に必要な全ての資料・情報を日本国側関係者に提供する

必要がある。 

②プロジェクトの実施に必要な各種許認可の申請・取得業務 

ガーナ国の法律で、本協力対象事業の実施に当たって必要になる建設許可をはじめとする各種の

許認可の申請と取得を行うこと。 

③本協力対象事業の資機材に対する関税及びその他の国内税の免除措置 

ガーナ国内においては、物品及びサービスの購入に付加価値税（VAT）が課せられる。ガーナ国

政府は、交換公文の規定に従って本計画に関わる全ての税を免除すること。 

④本計画に関わる日本人及び日本法人に対する関税、国内税その他の免税措置 

本計画業務のために、ガーナ国に出入国、又は滞在する日本人関係者に関わる関税、所得税等の

諸税については、ガーナ国政府は交換公文の規定に従い、免税措置を行うこと。 

⑤本計画に関わる日本人に対する業務遂行上必要な出入国・滞在手続き上の便宜 

本計画のためにガーナ国に出入国、または滞在する日本人関係者に対するビザ取得、滞在に必要

な法的許認可の取得に対して、迅速な便宜を図ること。 

⑥銀行取り極め(B/A)手続き及びそれに伴う費用の負担 

ガーナ国政府は、E/N 及び G/A 締結後、直ちに日本の銀行との間で銀行取り極めを行い、その後

の資金移動（ガーナ政府口座から調達口座）についての銀行手数料の負担をすること。 

⑦本計画による施設建設、資機材輸送、機材据え付けを除く全ての費用負担 

本計画の範囲内で、日本の無償資金協力で負担される費用以外の一切の費用を負担すること。 

⑧本計画施設と機材の維持管理に必要な予算と要員の確保 

本計画施設の完成後の学校運営・維持管理のために、教員その他運営に携わる人員と予算を確保

すること。 

⑨本計画による施設、機材の適切且つ、効果的な運用・管理及び日本政府に対する報告 

工事完了後、引き渡しされた施設・機材は、ガーナ国側の責任で適切且つ効果的に運用され、管

理すること。また、日本国政府が要請した場合には、その使用状況を速やかに報告すること。 

 

 その他にガーナ国政府は敷地内障害物の撤去工事、整地工事工事を実施することが求められている。

これらの工事が必要な学校については本体工事着工前までにガーナ側負担工事が完了している必要があ
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り、ガーナ国政府が工事着工までにこれらの工事を確実に終了していることが求められている。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 
 

3-4-1 運営計画 
 

 本計画施設の完成後、本計画により整備された各学校施設は従来と同様、教育省の傘下にあるガーナ教

育サービスの指導・監督のもとに、下部組織である計画対象地域における州教育事務所（2州）、各郡教育

事務所（6郡）を通して運営される。各部署の役割は以下の通りである。本プロジェクトが実施された場

合には計画対象校の維持管理は各学校の学校運営委員会（SMC）で行われることになる。 

 

教育省 ・教育計画・政策の策定 

・各執行機関の調整・監督 

・ガーナ国政府の予算で実施される機材調達や教員用宿舎を含む教育施設建設に係る業務

ガーナ教育サービス ・教育行政の執行 

・カリキュラムの作成 

・教員養成・配置 

・財務管理 

・ドナー支援による学校関連施設プロジェクトの調達業務 

州教育省事務所 ・ガーナ教育サービスと管轄下の郡教育事務所の調整業務 

・教育統計の取り纏め 

郡教育省事務所 ・郡教育予算の策定 

・郡教育運営計画の策定 

・教育活動報告書の作成 

・管轄下の小中学校の管理 

・児童・生徒の学業成績、出席率の管理 

・授業内容・質等の指導、管理 

・教員の配置計画の策定、教育施設建設の要請 

・児童・生徒の進級等の試験の実施、採点、合否等の決定 

各学校 ・児童・生徒の募集、教育 

・児童・生徒の成績、授業態度等の評価 

・教育統計の作成および郡教育事務所への提出 

・学校運営委員会及び PTA の組織化 

 

3-4-2 維持管理計画 

 

 学校の施設・機材の修繕費には人頭補助金（Capitation Grant）の一部が充てられている。人頭補助金

は 1 学期毎に 1 児童当たり 3 セディスが各学校に割り当てられているが、大半は学校の運営費に費やさ

れている。このため、維持管理に係る主な活動は、教室家具の修理、施設の修理（壁・床・屋根・建具

の補修等）、藁小屋教室の解体、組立て、修理等に限られている。従って、本計画による施設・機材は極

力維持管理を必要としない計画内容とする。 

 

3-5 プロジェクトの概略事業費   

 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 
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 本協力対象事業を実施する場合に必要となる概略事業費総額は 6.91 億円となり、先に述べた日本と

「ガ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（３）に示す積算条件によれば、次の通りと見

積もられる。ただし、ここに示す概略事業費総額は暫定値であり、本協力対象事業の実施が検討される

時点において更に精査される。 

 

（１）日本側負担経費：683.1 百万円 

小学校：32 校、126 教室、32 校長室・倉庫、113 トイレブース、教員用宿舎 20 ユニット 

中学校：5 校、18 教室、4 校長室・倉庫、4 教員室、16 トイレブース、教員用宿舎 2 ユニット 

 

区分 金額（百万円） 備考 

建築建設費 

  建設費 

  家具費 

調達代理機関費 

弁護士費用 

公的検査機関費 

設計監理費 

ソフトコンポーネント費 

473.3
444.5

28.8
94.5

3.2

112.1

 

総合計 683.1  

注記）建築延べ床面積：約 15,354.16m2 

          

（２）ガーナ国負担経費：8.1 百万円    

 １）B/P 費用：77,245GHC ( 6.8 百万円) 

項目 内容 金額（GHC） 

1.銀行口座手数料 口座開設手数料等 77,245 

 

 ２）敷地内障害物の撤去、整地工事費 15,121GHC（1.3 百万円） 

項目 頻度 Qt 合計（GHC） 

1.既存建物撤去（Vol＜50m3） 

2.障害物撤去費 

3.敷地整地 

4.工事監理経費(上記合計の 15％) 

1 回/工事前

同上

同上

2 サイト 

3 サイト 

26,929m2 

520
780

11,849
1,972

合計                       15,121
 

（３）積算条件 

 １）積算時点    平成 21 年 2 月 

 ２）為替交換レート 1US$=100.41 円 

           1 GHC=87.32 円 

 ３）施工期間    2 期による工事とし、要する工事の期間は、施工工程に示したとおり。 

 ４）その他     本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

 

3-5-2-1 運営費 

 

 学校の運営費の内訳は、教職員の人件費、教科書・教材・備品の購入費に大別される。 

 教員の給料は、財務省から各教員の銀行口座へ直接振り込まれている。教科書・教材・備品は、ガーナ教育サー

ビスが各郡教育事務所経由で無償にて配布している。本計画実施後の教室数の合計は 144 教室（小学校 126 教室、

中学校 18 教室）である。これに対し現地調査時の計画対象校の教員数は 206 人（小学校 180 人、中学校 26 人）で

あり、既存の利用可能な教室を考慮しても十分な教員が配属されており、教員の再配置等にて対応可能であるもの

と考えられる。ガーナ国の小中学校には電気設備が整備されていないために、光熱費に掛かる支出はない。 

  

3-5-2-2 維持管理費 

 

 各対象校における維持管理費は各校における人頭補助金（Capitation Grant）の一部にて賄われている。

人頭補助金は 1 学期毎に 1 児童・生徒当たり 3 セディス（1 年間 9 セディス）が各学校に割り当てられ

ている。本事業の結果整備される教室数は小学校 126 教室（建て替え 92 教室、増設 34 教室）、中学校

18 教室（建て替え 9 教室、増設 9 教室）で、立て替えは 101 教室、増設は 43 教室である。増設される

教室に収容される児童・生徒予定数は小学校 1,530 人の児童、中学校 315 人の生徒、合計 1,845 人の児

童・生徒が新たに収容可能となり、必要となる人頭補助金の増額は年間 16,605 セディスである。2007/8

年度の人頭補助金割当総額は 15,000,000 セディスであり増額はこの金額の 0.1％であることから、十分

対処可能な額であると判断される。 

 

3-5-2-3 維持管理費 

 

 本計画による小・中学校の 1 教室当たりに必要となると見込まれる維持管理費を下表に示すが、本計

画による施設全体の維持管理費は 12,570.66 セディスとなり、この金額は 2007/8 年度の人頭補助金割当

総額の約 0.1％であることからも、本計画施設の維持管理に問題が無いことが理解できる。 

 
表３-１６ 小・中学校 1 教室当たりに必要な維持管理費（単位：GHC） 

注）1 年間の換算値である。 

 

小学校 中学校

内壁塗り替え 10年 16.53 24.98

建具塗り替え 5年 18.97 15.44

黒板塗り替え 毎年 6.36 7.95

2.外壁補修 モルタル補修（壁面の50％） 10年 16.22 24.37

3.屋根補修 屋根シート取り替え（根面の20％） 20年 25.78 38.61

83.86 111.35合計

経費（GHC/1年）
項目

1.塗装

頻度内容
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

4-1 プロジェクトの効果 

 

 本プロジェクトの効果として、以下の効果が期待できる。 

 

（１）直接効果 
 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

1. 急激な就学率の上昇のために教

室が不足しており、1 教室に定員

以上の児童を収容せざるを得ない

状況にある。 

計画対象 37 校に対し、小学校 34
教室、中学校 9 教室が新たに増設

される。 

計画対象 37 校において 2009 年度における

1 教室当たり平均児童数小学校 67.7 人、中

学校 63.1 人であったのが 2011 年度には小

学校 53.5 人、中学校 39.5 人に減少し、教

室の過密状況が緩和する。 
2.慢性的な教室不足に対応するため

に、多くの危険な校舎が建設され、

劣悪な教育環境にあり、かつ毎年

修繕のための出費を余儀なくされ

ている。 

劣悪な環境にあった小学校 92 教

室、中学校 9 教室、合計 101 教室

の危険な教室の建替えをおこな

う。 

劣悪な環境にあった 101の危険な教室が本

計画にて建替えられることにより、教育環

境が改善され、かつ毎年維持管理費が軽減

される。 

3.適切なブース数のトイレが整備さ

れていないため、衛生状況が未だ

劣悪な状況にある。 

計画対象 37 校において合計 129
ブースのトイレを計画し、既存ブ

ースと併せて教室数 10 に対し 9
ブースの割合にまで比率を改善

する。 

学校規模に応じた適正規模のトイレブー

ス数が整備されることによって、各計画対

象校の衛生状況が改善される。 

 
（２）間接効果 
 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 本計画の効果・改善程度 
1.未だにトイレで用便する習慣が

徹底しておらず、伝染病が発生す

る等衛生状況が劣悪な状況にあ

る。 

計画対象校において教育省の基

準に従ったトイレを整備する。 
新たに整備された教育省の基準を満たし

たトイレにて、児童に適切なトイレの使用

方法について教育指導実施が可能となる。

2.校長室が全く整備されていない

か、又は校長室が劣悪で危険な校

舎にある学校においては、学校運

営業務に支障をきたしている。 

計画対象 37 校のうち 36 校におい

て、36 室の校長室、倉庫を整備す

る。 

36 室の倉庫が隣接した校長室が整備され

校長の執務環境が向上し、かつ教材管理業

務が容易になることにより、学校運営が改

善される。 
3.教育家具が十分に整備されてお

らず児童の学習環境が劣悪な状

況にある。 

計画対象 37 校全てにおいて児童

用机・椅子を小学校には 23 台、中

学校には 18 台整備する。 

計画対象 37 校において、児童・生徒が良

好な環境で学習することが可能となる。 

 

4-2 課題・提言 

 

 本プロジェクトによって建設される学校施設が継続的かつ有効に使用され、将来にわたり維持管理され

るために、ガーナ国側は下記の課題に取り組む必要がある。 

①教員の再配置 

本事業により増設される教室にて授業がおこなわれるためには、ガーナ教育サービスにより協力対象施

設の引き渡し時期に合わせて計画対象地域内の教員が遅滞なく、適正に再配置される必要がある。 
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②教科書、教材と教育備品の配布 

効率的な授業を実施するためにはガーナ教育サービスにより教科書、教材やチョーク等の教育備品が適

正に配布される必要が有る。 

③教員の再訓練 

適切な授業を実施するためには、教員がカリキュラムを十分に理解したうえで教材の適切な使用方法を

修得する必要がある。教育省により、各教員にカリキュラム内容と教材の授業での適切な活用方法に係

る教員訓練が定期的に実施されることが望まれる。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

 

 下記の事由により本プロジェクトは、我が国の無償資金協力による協力対象事業として実施することに

充分な妥当性を有すると認められる。 

 

①本プロジェクトは、第一次・二次貧困削減戦略（Ghana Poverty Reduction Strategy I & II）の優先課題とし

て掲げられている人的資源の開発に資するものである。 

②本プロジェクトの裨益対象が、ガーナ国の小学校児童、中学校生徒及び教員といった貧困層を含む一般

国民であり、かつ、ガーナ国において貧困郡に指定されている地域における最も教室不足が深刻でかつ

危険で教室の建替えの必要に迫られている学校を計画対象としている。 

③本プロジェクトは小学校施設及び教育機材の整備を対象としており、基礎的ヒューマンニーズ（BHN）、

教育及び人造りといった我が国無償資金協力の目的に合致する。 

④本プロジェクトの対象は公立小学校であり、ガーナ国側独自の資金と人材・技術により、施設の運営維

持管理が可能である。 

⑤本プロジェクトは、長期的かつマクロな意味において費用対効果は期待されるものの、プロジェクト実

施に伴う直接の収益性を有さない。 

⑥本プロジェクト実施に伴う、環境に対する負の影響がほとんどない。 

⑦我が国の無償資金協力のスキームにおいて、特段の困難なくプロジェクトの実施が可能である。 

 

4-4 結論 

 

 本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く地域住民の

BHN 向上に寄与するものであることから、プロジェクトの一部に対して、我が国の無償資金協力を実施す

ることの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、相手国側体制につ

いては概ね人員・資金ともに十分で問題はないと考えられる。しかしながら、本章 4-2 に記した課題・提

言が改善・実施されれば、本プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施しされうると考えられる。 



   [資料] 
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資料１. 調査団員・氏名 

 

協力準備調査団（平成２１年１月１０日〜２月２２日） 

 

村瀬 達哉 団 長 国際協力機構経済基盤開発部参事役 

小磯 佳子 調達監理計画 日本国際協力システム業務第一部施設第二課

米津 巧晴 計画管理 国際協力機構経済基盤開発部 

都市・地域開発第一課  

佐々木史郎 業務主任／建築計画／

教育事情 

株式会社設計計画 

増田  豊 建築設計 株式会社設計計画 

露木 隆二 調達事情 株式会社設計計画 

千品 富英 施工計画／積算 株式会社設計計画 

 

概要説明調査団（平成２１年５月１７日〜５月３０日） 

 

熊谷 真人 団 長 国際協力機構ガーナ事務所次長 

村川太志郎 調達監理計画 国際協力機構経済基盤開発部都市・地域開発グ

ループ都市・地域開発第三課  

佐々木史郎 業務主任／建築計画／

教育事情 

株式会社設計計画 

増田  豊 建築設計 株式会社設計計画 

露木 隆二 調達事情 株式会社設計計画 

千品 富英 施工計画／積算 株式会社設計計画 

 
入札参考資料説明調査団（平成２１年８月９日〜８月２０日） 

 

佐々木史郎 業務主任／建築計画／

教育事情 

株式会社設計計画 

露木 隆二 調達事情 株式会社設計計画 

 



A - 2 

資料２. 調査行程 
（１）協力準備調査日程 

官団員(a)
総括(JICA)

官団員(b)
計画管理(JICA)

官団員(c)調達監理
計画(JICS)

①業務主任/建築計画/
教育事情 ②建築設計 ③調達事情 ④施工計画/積算

村瀬達哉 米津巧晴 小磯佳子 佐々木史郎 増田　豊 露木隆二 千品富英

10日間 10日間 16日間 44日間 44日間 30日間 37日間

1 1月11日 土

2 1月12日 日

3 1月13日 月

4 1月14日 火

アクラ→ケープコースト/
セントラル州教育事務所
協議、アシンサウス郡教

育事務所協議

アクラ06:00→タマレ
07:15(空路)/ノーザン州
教育事務所協議　カラガ
郡事務所協議　建設資材

調達事情調査

①に同行 ②に同行

5 1月15日 水 アシンサウス郡
4サイト調査

カラガ郡4サイト調査 ①に同行 ②に同行

6 1月16日 木 アシンサウス郡
4サイト調査 カラガ郡5サイト調査 ①に同行 ②に同行

7 1月17日 金 アシンサウス郡
2サイト調査

カラガ郡1サイト調査
→タマレ ①に同行 ②に同行

8 1月18日 土
→フォソ/アシンノース郡
教育事務所協議/アシン
ノース郡2サイト調査

ノーザン州REO協議
コンサルタント会社

ヒアリング
①に同行 ②に同行

9 1月19日 日 アシンノース郡
4サイト調査

→サウラ/サウラ・ツナ・
カルバ郡DEO協議 ①に同行 ②に同行

10 1月20日 月 アシンノース郡
3サイト調査

サウラ・ツナ・カルバ郡5
サイト調査 ①に同行 ②に同行

11 1月21日 火

アクラ06:00→
タマレ07:15(空路)

ﾉｰｻﾞﾝ州教育事務所表敬タ
マレ→ブンクプルグ

ブンクプルグ・ユンヨー
郡教育事務所協議

サウラ・ツナ・カルバ郡5
サイト調査 ①に同行 ②に同行

12 1月22日 水 ブンクプルグ・ユンヨー
郡4サイト調査

→ブイペ/セントラルゴン
ジャ郡DEO協議

CG郡4サイト調査
①に同行 ②に同行

13 1月23日 木 ブンクプルグ・ユンヨー
郡5サイト調査

CG郡5サイト調査
→タマレ ①に同行 ②に同行

14 1月24日 金
ブンクプルグ・ユンヨー

郡1サイト調査
ブンクプルグ→タマレ

CG郡1サイト調査
→タマレ

建設会社ヒアリング
①に同行 ②に同行

15 1月25日 土

16 1月26日 日

17 1月27日 月

18 1月28日 火 教育省日程調整、ローカ
ルコンサル協議

教育省日程調整、ローカ
ルコンサル協議2社

19 1月29日 水 建築基準、標準設計内容
調査 免税調査、調達機関調査 FPMU協議、免税機関調査

20 1月30日 木 設計基準、構造基準調査 免税、法律調査
建設会社登録基準、

積算基準等調査

22 2月1日 土

23 2月2日 日

24 2月3日 月 補足調査 GES協議
FPMU協議/ローカルコンサ
ルタント等ヒアリング 調達事情調査

FPMU協議/ローカルコンサ
ルタント等ヒアリング

25 2月4日 火 補足調査 GES協議
FPMU協議/ローカル
コンサルタント協議 B/A、ボンド、免税調査

FPMU協議/
建設会社ヒアリング/
気象-地質情報調査

26 2月5日 水 補足調査 UNICEF協議、WB協議
FPMU協議/WB協議/

コンサル再委託先調査 紛争調停関連調査
FPMU協議/WB協議/

測量地質調査再委託先
情報調査

27 2月6日 木
補足調査/

JICA報告、大使館
挨拶/アクラ発→

GES協議、ローカルコント
ラクター協議

FPMU協議/
施設計画計画案検討

教育省　入札関連調査、
広告調査

FPMU協議/ローカル
建設会社等ヒアリング

28 2月7日 金 ドバイ経由 USAID協議、GES協議
FPMU協議/

施設計画計画案検討
免税に関する国会関連調

査、団内協議
FPMU協議/ローカルコンサ

ルタント協議

29 2月8日 土 →日本着 資料整理 資料整理 →ドバイ経由→ 資料整理

30 2月9日 日 資料整理 資料整理 →関空→羽田 資料整理

31 2月10日 月 GES協議、PFMU協議 GES協議、FPMU協議
FPMU協議/

家具製作工場等調査

32 2月11日 火 GES協議 GES協議
入札参考資料作成委託先
コンサル見積等調査/

積算捕足調査

33 2月12日 水 GES協議、MCC協議
FPMU協議/

施設計画案検討

FPMU協議/ローカルコンサ
ルタントヒアリング/

気象情報調査

34 2月13日 木 GES協議 FPMU協議/
施設-施工計画案検討

FPMU協議/
積算捕足等調査/
施行計画案検討

35 2月14日 金 GES協議
家具メーカー調査

FPMU協議/測量地質調査契
約/施工計画案検討

測量・地質調査契約/
積算捕足調査

36 2月15日 土 資料整理 建築事情調査 →ドバイ経由→

37 2月16日 日 資料整理 資料整理 →関空→羽田

38 2月17日 月 GES協議、MiDA協議 GES協議、FPMU協議

39 2月18日 火 GES協議 GES協議

40 2月19日 水 GES協議 GES協議、FPMU協議

41 2月20日 木 教育省最終協議
MiDA協議、JICA報告

教育省最終協議
MiDA協議、JICA報告

42 2月21日 金

43 2月22日 土

44 2月23日 日

アクラ→

→ドバイ経由→

→関空→羽田

資料整理/団内協議

日
順

月
日

曜
日

ミニッツ調印、JICA・大使館報告

JICA打合せ、教育省ミニッツ協議/類似施設視察

教育省ミニッツ協議

資料整理/団内協議

金1月31日21

羽田発→関空経由

日本発→

→ドバイ経由→アクラ着/団内協議

調査準備/車両手配JICA打合せ、大使館表敬、教育省表敬、日程協議

タマレ07:45→アクラ09:00(空路)/資料整理/団内協議

ドバイ経由

→日本着

資料整理/団内協議

→ドバイ経由→アクラ着

アクラ→アシンサウス郡教育事務所、郡評議会協議/サイト視察/→アクラ

JICA打合せ、大使館表敬、教育省表敬・協議

ミニッツ調印、JICA・大使館報告

アクラ発→ 団内協議
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（２）概要説明調査日程 

 

（３）入札参考資料説明調査日程 

 

①業務主任/建築計画
/教育事情 ②建築設計

佐々木史郎 増田　豊

10日間 14日間 14日間

1 5月17日 日

2 5月18日 月

3 5月19日 火

4 5月20日 水

5 5月21日 木

アクラ発→

7 5月23日 土 →ドバイ経由→

8 5月24日 日 →関空経由→羽田着

9 5月25日 月 →日本着

10 5月26日 火

11 5月27日 水

13 5月29日 金

14 5月30日 土

12 5月28日 木

羽田発→関空経由(EK6257便)

→ドバイ経由→アクラ着(EK317/EK787便12:00着)、GES協議

教育省ミニッツ署名

教育省ミニッツ協議、財務省協議

JICA、大使館報告
6 5月22日

日
順

月
日

曜
日

官団員
(a)総括(JICA)/

(b)計画管理(JICA)

ローカルコンサルタント協議

金
資料整理/団内協議

資料整理/団内協議

JICA打合せ、大使館表敬、教育省概要説明、ローカルコンサルタント協議

→関空経由(EK6252便)→羽田着

アクラ発(EK788便17:30発)→

→ドバイ経由(EK316便)→

教育省挨拶、JICA報告

FPMU、GES協議、入札参考資料作成再委託契約

FPMU、GES、ローカルコンサルタント協議

資料整理/団内協議

①業務主任/建築計画/教育事情 ②調達事情

佐々木史郎 露木隆二

12日間 12日間

1 8月9日 日

2 8月10日 月

3 8月11日 火

4 8月12日 水

5 8月13日 木

6 8月14日 金

7 8月15日 土

8 8月16日 日

9 8月17日 月

10 8月18日 火

11 8月19日 水

12 8月20日 木

教育省協議、ローカルコンサルタント協議

教育省最終協議、JICA報告

資料整理/団内協議

日
順

月
日

曜
日

ドバイ発(EK316便)→→関空経由(JL188便)→羽田着

→ドバイ着

教育省・JICA打ち合わせ、アクラ発(EK788便)→

資料整理/団内協議

羽田発→関空経由(JL185便)

→ドバイ経由→アクラ着(EK317/EK787便12:00着)、FPMU、GES協議

教育省・財務省協議

教育省協議、ローカルコンサルタント協議

JICA打合せ、教育省協議、ローカルコンサルタント協議
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資料３ 関係者リスト 
 
ガーナ政府関係者 
 
教育省（Ministry of Education） 

James O. Afani  Ag. Chief Director 
Ato Essuman  Chief Director 

Charles Y. Aheto-Tsegah Director, PBME Division 

Charles Aheto-Tsegah Director, Funds and Procurement Management Unit (FPMU) 

Hayford Riley Wilson Deputy Director, Funds and Procurement Management Unit (FPMU) 

Kwesi Danquah-Smith Consultant, Architect, Funds and Procurement Management Unit (PBME) 

Samuel Salifu Mogre Executive Director, Non-formal Education Division 

 

ガーナ教育サービス（Ghana Education Service） 

Sammuel Banerman-Mensah Director General 

Emmanuel Opare  Infrastructural Coordination for Basic Education 

Sarah Agyeman-Duah Curriculum Research & Development Division 

Ben B. Cronze  Acting Director, Supply & Logistic Division 

Victor Kofi Mantye  Director, Teacher Education Division 

Vincent Sam Brew  Co-ordinator, Pre-service, Teacher Education division 

 

財務・経済計画省（Ministry of Finance and Economic Planning） 

Samuel Abu-Bonsrah Ag. Director ERM (Birateral) division 

Yaw Sam   Tax Rxemption Unit 

 

セントラル州教育事務所（Central Region, Ghana Education Office） 

Rosemund Blay  Regional Director 

Rockson Kwaue Webeah Out Pre-and Post Contract Administration works for AEEDA 

 

アシンサウス郡教育事務所（Ghana Education Service, Assin South District） 

Helena Arkoh  District Director of Education 

Anthony Yaw Owusu Assistant Director, Supervision 

Seth Ofori   Assistant Director, Planning, Monitoring, Evaluation 

Ekow Chinard Hanson Assistant Director, HRMD 

 

アシンノース郡教育事務所（Ghana Education Service, Assin North District） 

Juliana Ayeh-Gyampoh District Director of Education 
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Joohn Essiakoh  Public Relation Office 

Jhomas Kuranchoe  Technical Co-ordinator 

Samuel Wallace Afful Circuit Supervisor 

Felix Kurankyi-Taylor Engineer 

 

北部州教育事務所（Ghana Education Service, Northern Region） 

J. K. Harenu  Regional Director 

Alhaji Sdddusu Adam Deputy Director 

Alexandra Sopiimen  Metro Director 

Tacob A. Alparibo  Assistant Director 

Matthias D.K. Naah  Deputy Director 

Rahiuatu Bawah  Assistant Director 

Napaue Dominic  P.R.O. 

 

カラガ郡教育事務所（Ghana Education Service, Karaga District） 

Suuk Emmanuel K.  Circuit Supervisor 

Mahama Albert Nagbam P.R.O. 

Sulemana Ibn Alhassan Circuit Supervisor 

Paul N. Adambil-Laar Assistant Director, Human Resource 

Stans Akomnya  Assistant Director, Supervision 

Iubiga Emmanuel B.  Budget Officer 

 

ブンクプルグユンヨー郡教育事務所（Ghana Education Service, Bunkpurugu-Yunyoo District） 

Christina Bonebe Tampie District Director of Education 

Stephen K. Kombiok Deputy Director, HRMD 

Suuk Gann  Assistant Director, Supervision 

 

セントラルゴンジャ郡教育事務所（Ghana Education Service, Central Gonja District） 
J.K. Kumah  District Director of Education 

Abu Baba   Sports Coordinator 

Musah Seidu  Planning, P.R.O. 

EMMANUEL BOKUMA Human Resource 

Kuipo Harison  Examination 

 

地方政府 

 

アシンサウス郡議会 (Assin South District Assembly) 



 A - 6 

Anthony K. Arthur  Presiding Member 

Millicent Alice Kuranchie D.C.E. 

George K. Nyame  Engineer 

 

国際援助機関 
 

THE WORLD BANK 

Eunice Yaa Brimfah Dapaah Senior Education Specialist, AFTH2, AFCW1  

 

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 

Deepa Ramesh  Development Specialist 

 

MILLENNIUM DEVELOPMENT AUTHORITY 

Martin Eson-Benjamin Chief Executive Officer 

Samuel Kuma-Botchway Community Services Project-Manager 

 

UNICEF 

Madeez Adamu-Issah Project Officer, Education 

 

日本国政府関係者 

 

在ガーナ国日本国大使館 

中村温   参事官 

穴澤葉子   一等書記官 

水内健太郎  経済協力調整員 

天川 明香  経済協力調整員 

 

独立行政法人国際協力機構ガーナ事務所 

山内邦裕   所長 

熊谷真人   次長 

佐藤仁   次長 

若杉裕司   所員（教育・産業振興担当） 

福原一郎   所員 

Goro SATO  Field Coordinator, Science and Mathematics Education 

Mama OWUSU  Education Advisor 

高岡哲郎   JOCV 

五十嵐謙一  JOCV 
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資料５. 事前評価表 

 

事業事前評価表（無償資金協力） 

1.対象事業名 

 ガーナ共和国 基礎教育アクセス向上支援計画 

2.要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

（１）当該国への協力の必要性・妥当性 

日本とガーナ国の関係は、野口英世が黄熱病研究のためガーナ国へ渡った 1927 年まで遡り、評価の

高い経済協力を基礎に、友好的な二国間関係を維持している。またガーナはアフリカにおける改

革・開発努力の模範国であり、我が国としても重点的に支援を行っている。 

（２）当該分野への協力の必要性・妥当性 

ガーナ国は、第一次・二次貧困削減計画（Ghana Poverty Reduction Strategy I & II）を策定して、

人的資源の開発を優先課題として取り上げている。また、「万人のための教育（Education for All: 

EFA）」の提唱を受けて、基礎教育義務化・無償化・普遍化プログラム（Free Compulsory Universal 

Basic Education: fCUBE）、および教育戦略計画（Education Strategic Plan: ESP）を策定し、教

育への公平なアクセスを実現させることを求め 2005 年より「人頭補助金制度（Capitation Grant）」

を導入し、基礎教育の完全無償化を実現した。これらの諸政策の成果もあり、ガーナ国の総就学率

は 2007/08 年度において初等教育 95.2％、前期中等教育 78.8％と近年大きく向上しているが、他

方、地域間の格差、修学率の向上等への関心が顕在化してきている。このような状況から、ガーナ

国では就学率・教室過密度・教育予算などをもとに全国 138 郡を順位付けし、下位 53 郡を貧困郡と

定義、これらの貧困郡の留年率・退学率、総就学率を改善することを大きな目標としている。 

3.プロジェクト全体計画概要 

（１）プロジェクト全体計画の目標(裨益対象の範囲及び規模) 

計画対象地域における基礎教育環境の改善に貢献することを上位目標とし、計画対象校における学

習環境を向上させること及び対象校における収容児童数を増加させ、対象地域において小中学校施

設が建設されることをプロジェクト目標とする。 

《裨益対象の範囲及び規模について》 

ガーナ国ノーザン州のサウラ・ツナ・カルバ郡、セントラルゴンジャ郡、カラガ郡、ブンクブル

グ・ユンヨー郡とセントラル州ノアシンサウス郡、アシンノース郡の就学児童・生徒 

直接裨益者：6,300 人（建て替え分 4,455 人、増設分 1,845 人） 

間接裨益者：協力対象校就学児童・生徒 9,608 人 

（２）プロジェクト全体計画の成果 

①計画対象校において教育施設、教育家具が整備される。 

②施設/教育家具が有効活用される。 

（３）プロジェクト全体計画の主要活動 

①計画対象校の教育施設を整備する。 

②計画対象校の教育家具を整備する。 

③上記施設、家具を使用して学校を運営し、教育活動を実施する。 

（４）投入(インプット) 

①日本側:無償資金協力 6.83 億円 
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②相手国側 

（ア）必要な人員 

（イ）施設・機材の運営・維持管理に係る経費 

（５）実施体制 

主管官庁:教育省 

実施機関:ガーナ教育サービス(GES) 

4. 無償資金協力案件の内容 

（１）サイト 

セントラル州（アシンサウス郡、アシンノース郡）16 校、ノーザン州（サウラ・ツナ・カバル郡、セ

ントラル・ゴンジャ郡、カラガ郡、ブンクプルグ・ユンヨー郡）21 校、合計 37 サイト。 

（２）概要 

①計画対象 37 校における小学校 126 教室、中学校 18 教室の増設 

②計画対象 37 校のうち 36 校に尾ける 36 室の校長室、倉庫の整備 

③中学校における教員室 4 室の整備 

④計画対象 37 校における合計 129 ブースのトイレを整備 

⑤計画対象 37 校における児童用机・椅子の整備（小学校 23 台/室、中学校 18 台/室） 

⑥教員住居の整備（22 棟程度） 

（３）相手国側負担事項 

①建設用地の確保、②アクセス道の確保と敷地整地、③サイト内障害物の撤去 

（４）概算事業費 

概算事業費 6.91 億円(無償資金協力 6.83 億円、ガーナ国側負担 0.08 億円) 

（５）工期 

調達代理機関業務開始後、入札期間及び施工期間を含め約 24 ヶ月 

（６）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

便所は、女子が使いやすいように配慮をして、扉が直接校舎・校庭から見えないような設計を行う 

５．外部要因リスク 

（１）対象地域において生徒数が急激に増加しない 

６．過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし 

7．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（１）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

 

（２）その他の成果指標 

特になし 

（３）評価のタイミング 

①施設完工後（2012 年以降）  

小学校

中学校

小学校

中学校

現状（2009年） 計画（2012年）
67.7人 53.5人

39.5人

0教室116教室

9教室 0教室

項目

計画対象校における1教室
たりの児童・生徒数

劣悪な教室数

63.1人
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資料６. 入手資料リスト 
 
A. 教育事情 

NO. 資料タイトル 発行年 発行者 オリジナル
/コピー 

A1 Report for MoEYS-GES on provision of basic 

education infrastructure 

2004 Ghana Education service コピー 

A2 2000 Population and Housing Census Central 
Region 

2005 Ghana Statistical Service オリジナル 

A3 2000 Population and Housing  Northern Region 2005 同上 オリジナル 

A4 Education Sector Performance Report 2008 2008 Ministry of Education, 

Science and Sports 

オリジナル 

A5 White Paper on the Report of the Education 

Reform Review Committee 

2004 Ministry of Education, 

Science and Sports 

コピー 

A6 Teaching Syllabuses; Primary, JHS & SHS - Ministry of Education, 

Science and Sports 

CD 

A7 An Update on the Activities of Teacher 

Education Division: January – November, 

2008 

2008 Ghana Education Service コピー 

A8 List of Teacher Training Colleges - Ghana Education Service コピー 

A9 SMC/ PTA Handbook 2001 Ghana Education Service コピー 

A10 Suggested Time Table (Lower Primary, Upper 

Primary, JHS) 

- - コピー 

A11 Sample SPIP: School Performance 

Improvement Plan 1st Term 2006/7 

- - コピー 

A12 Guidelines for the Distribution and 

Utilization of Capitation Grants to Basic 

Schools 

- Ghana Education Service オリジナル 

A13 List of Deprived Districts - - コピー 

A14 Organogram of MOESS (Draft) - Ministry of Education, 

Science and Sports 

コピー 

A15 Organizational Structure of the Ghana 

Education Service: Headquarters 

- Ghana Education Service コピー 

A16 Structure of FPMU - FPMU コピー 

A17 Annual District Education Operation Plan 

2008 

2008 Assin South District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A18 Annual District Performance Reports, 

April 2008 

2008 Assin South District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A19 Internal Budget Book, January 2008 2008 Assin South District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A20 Annual District Education Operation Plan 

2008 

2008 Assin North District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A21 Annual Performance Reports, March 2008 2008 Assin Mouth District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A22 Internal Budget Book, January 2007 2007 Assin Mouth District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A23 Annual District Education Operation Plan 

November 2008 

2008 Karaga District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A24 Annual Performance Reports, March 

2007/2008 

2008 Karaga District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A25 Internal Budget Book, January 2008 2008 Karaga District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 
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NO. 資料タイトル 発行年 発行者 オリジナル
/コピー 

A26 Annual District Education Operation Plan 

- 2009 

2009 Central Gonja District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A27 Annual District Performance Reports - 2008 2008 Central Gonja District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A28 Internal Budget Book, January 2008 2008 Central Gonja District Office,  

Ghana Education Service 

コピー 

A29 Summary of District Performance Report 

2007/2008 

2007 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A30 Staffing and enrolment 2008/2008 2008 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A31 Annual District Education Operation Plan , 

March 2007 

2007 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A32 Annual District Education Operation Plan , 

Revised November 2008 

2008 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A33 Annual District Performance Reports, 

2007/2008 

2008 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A34 Internal Budget Book, January 2008 2008 Bunkpurugu-Yunyoo District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A35 Draft Annual Estimates for 2008 2008 Sawala-Tuna-Kalaba District  

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A36 Annual Performance Reports, April 

2006/2007 

2007 Sawala-Tuna-Kalaba District 

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

A37 Internal Budget Book, January 2008 2008 Sawala-Tuna-Kalaba District 

Office, Ghana Education 

Service 

コピー 

 
B. 建築/調達事情/施行積算 

NO. 資料タイトル 発行年 発行者 オリジナル/

コピー 

B1 Ghana Institute of Architecture  

Condition of engagement 

1994 Ghana Institute of 

architecture 

コピー 

B2 Ghana Institute of engineers Condition of 

engagement and Scale of fees 

1996 Consulting engineering 

services in Ghana 

コピー 

B3 Arbitration act 1961 1961 ガーナ政府 コピー 

B4 Building estimating manual 2nd edition 〃 K. Amica-Mensah 〃 

B5 Geological map of Ghana  2009 Geological survey 

department 

電子データ 

B6 Consumer price index (CPI) December 2008 2008 Ghana statistical service  
B7 Basic prices of materials 2008 AESL  コピー 
B8 District map of Ghana 2008 Direction of surveys コピー 
B9 Meteorological data of Ghana 2009 Meteorological Agency 電子データ 
B10 Tender document for the supply of 2008 GES 〃 
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NO. 資料タイトル 発行年 発行者 オリジナル/

コピー 

furniture 

B11 Contract document (sutp) construction of 

1 no.6 unit classroom block at essam L/A 

primary school 

2007 Birim south district 

assembly, GES 

〃 

B12 Contract document, construction of 1 no.3 

unit classroom block at Brunben 

〃 Kwahu north district 

assembly, GES 

〃 

B13 Contract document, construction of 2 no.3 

teacher accommodation blocks in the 

Nkoranza district 

2007 教育省CES 〃 

B14 Contract document, construction of 2 no.3 

teacher accommodation blocks at Kpeigu & 

Garimata PM 

2007 教育省CES 〃 

B15 Contract document re-construction of 

collapsed schools in northern Ghana 

2008 教育省CES コピー 

B16 Drawings for the contract document listed  
B-10 

2008 教育省CES コピー 

B17 Architectural Engineering services LTD 

company profile 

2008 AESL オリジナル 

B18 Albert Essamuah associates limited 

company profile 

2008 A&B E consultants オリジナル 

B19 Azin Design consult 2001 Azin オリジナル 

B20 Strescon engineering consultancy Ltd. 

company profile 
2007 Strescon LTD オリジナル 

B21 Tonyman company limited Company Profile  2008 TONYMAN コピー 

B22 Is-haque company Ltd. Company Profile 2006 IHCL コピー 
B23 Ramasad company limited Company Profile 2009 RM company コピー 
B24 Jebs engineering Service ltd Company Profile 2008 JEBS オリジナル 

 
C. 他ドナー 

NO. 資料タイトル 発行年 発行者 オリジナル
/コピー 

C1 Country Programme Action Plan 2006-2010 2006 UNICEF オリジナル

C2 Millennium Challenge Corporation, United 

States of America 

2008 MCC コピー 

C3 Compact Implementation Status Report 2009 MCC コピー 

C4 Education Profile - USAID コピー 

C5 Basic Education Program/ Activity Brief - USAID コピー 

C6 D. Basic Education (SO 8) - USAIID コピー 

C7 Ghana Basic Education Fact Sheet - USAID コピー 

C8 Ministry of education, Science and Sports 

Reconstruction of Collapsed Basic 

Education School Structures in the 

Northern Upper east, and Upper West 

Regions – Project Brief  

- W.B. コピー 
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